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はじめに 

 

 今般、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年法律第１８号。

以下「法」という。）第８条第１項に基づき、「公共工事の品質確保の促進に関

する施策を総合的に推進するための基本的な方針」（以下「基本方針」という。）

が定められ、平成１７年８月２６日に閣議決定されたところである。 

 本ガイドラインは、国土交通省直轄工事（港湾空港関係を除く。以下同じ。）

について、法及び基本方針に基づき品質確保を図っていく上でのガイドライン

を示したものである。 

 各地方整備局においては、本ガイドラインを参照しつつ、法及び基本方針の

趣旨にかんがみ、基本方針に定める事項が適切に措置できるよう努められたい。 

 なお、本ガイドラインに記載している評価項目の設定例等については、あく

までも一般的な例として記載しているものであり、個々の工事における評価項

目の設定等に当たっては、施工技術特性、地域特性等に応じて適切に行われた

い。 

 おって、本ガイドラインについては、総合評価方式の実施手順についての検

討を進め、必要な改訂を行うとともに、改訂の際に、「工事の監督・検査及び施

工状況の確認・評価に関する事項」（基本方針第２の５）、「調査・設計の品質確

保に関する事項」（基本方針第２の７）等に関する事項を追加する。さらに、「技

術提案の改善」（法第１３条）、「高度な技術提案等を含む技術提案等を求めた場

合の予定価格」（法第１４条）等については実際の実施状況を踏まえ、適宜改訂

を図る予定であるので、申し添える。 

なお、基本方針第２の９では、「各発注者は、公共工事の品質確保に向け、

発注者間の協力体制を強化するため、情報交換を行うなど連携を図るよう努め

るものとする。」とされているところであり、地方公共団体、他省庁等との、

より一層緊密な協力体制の下、情報交換を行うなど連携を図り各種施策の実施

を推進していくこととされたい。 
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１ 工事の品質確保のための技術的能力・技術提案の評価・活用 

 

１－１ 技術的能力・技術提案の評価・活用の流れ 

 公共工事における技術的能力の審査及び技術提案の審査・評価については、

今後、図１－１のように行われていくことが期待されている。 

 

 ①有資格業者名簿の作成に際しての資格審査 

定期に又は随時に、競争に参加しようとする者が競争に参加するために

必要な資格を有するかどうかを審査し、有資格業者名簿を作成するが、国

土交通省直轄工事においては、資格審査に際しては、経営事項評価（共通）

点数に加え、工事成績等による技術評価（特別）点数を適切に評価して行

っているところである。 

 

 ②個別工事に際しての技術審査 

個別工事の発注に当たり、工事実績情報サービス（５において「ＣＯＲ

ＩＮＳ」という。）や工事成績等のデータベースを活用し、当該工事に関す

る建設業者及び配置予定技術者の施工能力の確認を行うとともに、簡易な

施工計画の提出を求め、審査を行う。また、必要に応じて配置予定技術者

のヒアリングを行う。 

審査の結果、入札参加要件を満たしていない場合には、当該業者の入札

参加を認めない。 

 

 ③総合評価方式における技術提案の審査・評価 

総合評価方式は、 

イ 工事価格にライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程

度の差異が生じると認められる工事 

ロ 工事価格の差異に比して、工事目的物の性能・機能に相当程度の差

異が生じると認められる工事 

ハ 工事価格の差異に比して対策（環境の維持等）の達成度に相当程度

の差異が生じると認められる工事 

に適用されるものであるが、特に小規模な工事等その内容に照らして総合

評価方式を適用する必要がないと認められる工事を除き、すべての工事に

おいて総合評価方式を適用することを基本とし、技術提案の審査・評価を

行う。総合評価方式の適用に当たっては、当該工事の難易度（技術的な工

夫の余地）や予定価格（工事規模）に応じて、次に掲げるいずれかの方式

を選択する。 
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〔高度技術提案型〕 

高度な技術提案を要する工事について、ライフサイクルコスト、工事

目的物の強度、耐久性、共用性（維持管理の容易性）等、環境の維持、

景観等の評価項目に基づき、性能等と入札価格とを総合的に評価する

もの 

〔標準型〕 

高度な技術提案を要する工事及び技術的な工夫の余地が小さい工事以

外の工事（評価項目に必須のものが含まれないものに限る。）について、

環境の維持、交通の確保、特別な安全対策等の評価項目に関し、性能

等を数値化し（数値方式）、又は定性的に表示する（判定方式・順位方

式）ことにより、性能等と入札価格とを総合的に評価するもの 

〔簡易型〕 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、評価項目に必須のものが含まれ

ない工事について、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成

績等に基づき性能と入札価格とを総合的に評価するもの 

 

技術提案の審査に当たっては、提出された技術提案の内容について実現

性や安全性等の観点から審査を行い、提案内容が不適当であると認められ

た者は入札参加を認めない。なお、簡易型においては、前項②の技術審査

における簡易な施工計画に基づき評価を行うものとする。 

また、あらかじめ設定した評価基準や得点配分に基づき、技術提案の内

容に応じて点数付け（評価）を行う。 

 

 ④総合評価 

前項③の技術提案の評価結果に基づき、価格との総合評価を行う。 

 

⑤工事成績評定 

工事の施工状況や目的物の品質、工事の技術的難易度、ＶＥ提案等を踏

まえ、当該工事の工事成績評定を行う。評定結果は、受注者に通知すると

ともに発注者のデータベースに登録し、以降の工事発注における有資格業

者名簿の作成時や個別工事に際しての技術審査時等に活用する。 
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図１－１ 工事における技術的能力・技術提案の評価・活用 

有資格業者名簿登録

個別工事に際しての技術審査
・建設業者及び配置予定技術者の同種・類似工事の経験
・簡易な施工計画
・必要に応じ、配置予定技術者のヒアリング

受注･竣工

工事成績評定

技術的な工夫の余地が小さい

総合評価
（標準型）

総合評価
（高度技術提案型）価格競争

※個別工事に際しての技術審査：建設業者の施工能力の確認を行う。
※技術力を審査・評価：技術提案の実現性等を確認（審査）した上で、技術提案の点数付け（評価）を行う。
※技術提案：一般的な工事においては、簡易な施工計画、品質管理等についての提案を求める。

技術的な工夫の余地が大きい場合は、上記に加え、施工上の提案、工事目的物の品質の向上に関する高度な提案を求める。
※総合評価：技術提案の評価結果に基づき、価格と総合的に評価を行う。

工事施工経験

工事成績

工事発注における
審査・評価に反映

技術的な工夫の余地が大きい

施工上の工夫等一般的な
技術提案
を求める

高度な技術や優れた工
夫を含む技術
提案を求める

（特に小規模な工事） 一般的な工事

総合評価
（簡易型）

技
術
的
能
力
の
審
査

技
術
提
案
の
審
査
・評
価

技術力を評価
・施工計画（施工手順・工期）、

品質管理（確認頻度、方法）
・建設業者及び配置予定技術者の
同種・類似工事の経験・成績 等

高度な技術力を審査・評価
・施工上の提案

安全対策、環境への
影響、工期の縮減 等

予定価格の作成

高度な技術力を審査・評価
・構造物の品質の向上を図る提案

強度、耐久性、景観、
ライフサイクルコスト 等

技術提案の改善

工事の施工履
歴や工事成績
の保存・活用
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１－２ 入札方式の選定 

基本方針第２の１においては、入札及び契約の方法の選択を適切に実施し

なければならないと定められている。 

 

 一般競争入札方式は、競争入札に付する工事の概要や競争参加資格等を公

告し、入札参加のための条件を満たす者により競争を行う方式である。 

 一般競争入札方式のメリットは、①手続の客観性が高く、発注者の裁量の

余地が小さいこと、②手続の透明性が高く、第三者による監視が容易である

こと、③入札に参加する可能性のある潜在的な競争参加者の数が多く、競争

性が高いこととされているが、無制限の一般競争方式による場合には、誰で

もが競争に参加できるため、施工能力の乏しい者が落札し、公共工事の品質

の低下や工期の遅れ等をもたらすおそれがある。このため、国土交通省直轄

工事においては、建設業者の施工能力や技術力の審査を適切に行うこととし

ている。 

 

 このような観点を踏まえ、国土交通省においては、競争参加に必要な条件

を詳細に設定するとともに、落札者の決定方式を原則として総合評価方式に

よることとした上で、従来の指名競争入札方式をより競争性の高い一般競争

入札方式に変更することを基本としてその適用範囲を大幅に拡大するととも

に、一般競争入札方式によることが困難な場合においても、有資格業者名簿

登録時に企業から提出された希望を踏まえて企業を選定し、技術資料の提出

を求めた上で、競争参加の条件を満たす者はすべて競争に参加可能とする「工

事希望型競争入札方式」によることを原則とし、入札手続における競争性、

透明性の大幅な向上を図ることとしている。 

 

 なお、指名競争入札方式は、発注者が有資格業者名簿の中から発注工事の

等級、技術的適性、地理的条件等の指名基準を満たしている者を選定（指名）

した上で、選定された者により競争を行う方式である。 

工事の規模や内容により、一般競争入札方式では不良不適格業者の排除の

措置に限界がある場合には、①信頼できる建設業者の選定、②入札・契約に

係る事務の簡素化、③良質な施工に対するインセンティブの付与等のメリッ

トがあるとされている。上記の「工事希望型競争入札方式」もこの指名競争

入札方式に該当するものであるが、その適用に当たっては、透明性、競争性

の確保に十分留意する必要がある。 
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〔参考〕 
技術的な工夫の余地が大きい工事について、次に掲げる「二段階選抜方式」や「二封筒方

式」が提案されている（「公共工事における総合評価方式活用ガイドライン」参考資料）。 
「二段階選抜方式」は、簡易な技術提案で建設業者を絞り込んだ後に、改めて詳細な技術

提案を求める方式であり、建設業者の技術提案の作成や発注者の審査・評価の負担の軽減を
図ることができるというものである。  
「二封筒方式」は、建設業者が技術提案と入札価格を別々の封筒に入れて提出し、発注者

は技術提案の審査・評価を行い、一定の基準を満たす優秀な技術提案を提出した建設業者の
みの入札価格を開封し、総合評価を行う方式である。これにより、技術力に優れた建設業者
を優先的に選定することが可能となるというものである。  
 
 

〔二段階選抜方式のイメージ〕        〔二封筒方式のイメージ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術提案の審査 
（業者の絞り込み） 

公  告 

入札（技術提案、価格） 

総合評価による落札者の決定 

簡易な技術提案の提出 

詳細な技術提案の提出要請 

技術提案の審査・評価 

公  告 

総合評価 

総合評価による落札者の決定 

入札（技術提案、価格） 

技術提案が優秀な者の 
入札価格を開封 
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１－３ 契約図書の作成 

（１）契約図書の作成 

基本方針第２の１においては、仕様書、設計書等の契約図書の作成は適切

に実施しなければならないとされている。 

契約図書は、契約書及び設計図書（図面、仕様書（特記仕様書・共通仕様

書）、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）をいい（工事請負契約書

第１条第１項）、特に、図面、特記仕様書等については、工事の内容に応じて

大きく異なることから、適切に作成する必要がある。 

なお、工事は、現地屋外での施工が多いことから、工事現場の数々の制約

条件（施工条件）を受けて実施されるが、工事施工の円滑化を図るためには、

これらの施工条件を契約上明らかにしておくことが重要である。 

このため、個々の工事の施工条件について事前に調査を行い、必要な事項

を特記仕様書、現場説明書又は図面にて明示する。明示項目及び明示事項（案）

は表１－１を参考とする。 

なお、契約後、施工条件に変更がある場合には、設計変更を行うものとす

る。 

表１－１ 明示項目及び明示事項(案) 
明示項目 明 示 事 項 
工程関係 1 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影

響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 
2 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、
施工時期、施工時間及び施工方法 
3 当該工事に関し関係機関等と協議が成立していない事項がある場合は、当該協
議の未成立により制約を受ける内容、当該協議事項及び当該協議の成立見込み時期 
4 関係機関、地方公共団体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事
の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 
5 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 
6 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、そ
の項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設
期間 
7 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 

用地関係 1 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 
2 工事用地等の使用終了後における復旧内容 
3 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、
期間、使用条件、復旧方法等 
4 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が
借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復
旧方法等 

公害関係 1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設
機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 
2 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 
3 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、
処理条件等） 
4 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障
害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時
期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 
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表１－１ 明示項目及び明示事項(案) （続き） 
明示項目 明 示 事 項 
安全対策 
関係 

1 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 
2 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時
間等に制限がある場合は、その内容 
3 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 
4 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場
合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 
5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 

工事用 
道路関係 

1 一般道路を搬入路として使用する場合 
(1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間等に制限がある場合は、その

経路、期間、時間帯等 
(2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 
2 仮道路を設置する場合 
(1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 
(2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) 
(3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 

仮設備 
関係 

1 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用
する場合は、その内容、期間、条件等 
2 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及び施工方法 
3 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 

建設副産
物関係 

1 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、
時間等の処分及び保管条件 
2 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 
3 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処
理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、
距離、時間等の処分条件 

工事支障 
物件等 

1 地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合
は、その支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 
2 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期
間等 

薬液注入 
関係 

1 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、
削孔延長及び注入量、注入圧等 
2 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 

その他 1 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、
期間、保管方法等 
2 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引
き渡し場所等 
3 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引
渡場所、引渡期間等 
4 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 
5 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 
6 工事用電力等を指定する場合は、その内容 
7 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 
8 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 
9 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等  

※ 「条件明示について」（平成１４年３月２８日付け国官技第３６９号）別

紙を一部変更。 
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（２）知的財産としての技術提案の取扱い 

 競争に参加する者から技術提案を求める場合、発注者は、民間の技術提案

自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他

者に知られることのないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案

を採用することのないようにすること等その取扱いに留意するものとする。 

具体的には、提案内容の保護に関する事項を入札説明書、技術資料作成要

領等に明示する。 

 

〔入札説明書における記載例〕  
 
 技術提案については、その後の工事において、その提案内容が一般的に使用されている
状態になった場合は、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的
権利を有する提案については、この限りでないこと。  
 
※「一般競争入札方式における入札時ＶＥ方式の試行について」（平成１０年２月１８日付
け建設省厚契発第９号、建設省技調発第３６号、建設省営計発第１５号）より転記。  

 

〔技術資料作成要領における記載例〕  
 
 発注者は、提案内容に関する事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱
うものとする。また、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することはしな
い。ただし、落札者の提案については、採用した理由の説明を求められた場合に他者に比
べ優位な点を公表することがある。 

 

（３）履行確保措置等 

 総合評価方式で落札者を決定した場合には、落札者決定に反映された技術

提案について、その履行を確保するための措置や履行できなかった場合の措

置について、例えば、次に掲げるように、入札説明書又は技術提案の提出要

請書において明らかにする。 

  

〔入札説明書における記載例〕  
 
(   )評価内容の担保  
 工事の検査において、落札者の提示した性能等の内容を満たしていることをすべて確認
できない場合は、当該工事の契約内容のうち、当該性能等についての履行に係る部分は、
工事完成後においても引き続き存続する。ただし、再度の施工が困難あるいは合理的でな
い場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。  
 併せて、以下により工事成績評点を減ずる措置を行う。  
 ① □□□の提案に係わる具体的な施工計画  
  技術提案の内容どおり実施できなかった場合は○点減点する。  
 ② □□□  
  技術提案の提案値を満たさない場合は○○につき○点を減点する。  
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２ 技術的能力の審査の実施 

技術的能力の審査は、①有資格業者名簿の作成時及び②個別の工事に際して

競争参加者選定の２つの段階で実施する（基本方針第２の２）。 

  

２－１ 有資格業者名簿の作成に際しての資格審査 

定期に又は随時に、競争に参加しようとする者が競争に参加するために必

要な資格を有するかどうかを審査し、有資格業者名簿を作成する。 

国土交通省直轄工事の場合、資格審査に当たっては、経営事項評価（共通）

点数に、工事成績による技術評価（特別）点数を加えて評価しており、２１

の工事種別ごとに（一定の工事種別については等級区分を付して）行ってい

るところである。 

 

 
 国土交通省では、２１の工事の種類（工事種別）ごと及び工事の規模に応じた等級ごと
に有資格業者名簿を作成している（工事請負業者選定事務処理要領。以下２－１において
「選定要領」という。）。以下に、工事種別が一般土木及び建築の等級区分を示す。 
 

工事種別：一般土木、建築 
工事の規模（予定価格） 等級 

７億２千万円以上 Ａ等級 
３億円以上、７億２千万円未満 Ｂ等級 
６千万円以上、３億円未満 Ｃ等級 
６千万円未満 Ｄ等級 

 
 なお、等級区分の数は工事種別や地方整備局ごとに異なるものがある。 
 

 

今後、品質確保の観点から合理的に説明できる場合には、防災活動、品質

管理・環境マネジメントシステム、技術者継続教育、障害者雇用の取組等の

「建設業者の社会的責任に係る評価項目」についても審査項目とすることが

考えられる。 
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国土交通省では、一般競争又は指名競争に参加することができる者の資格審査は、２年に１回定

期の審査を行うほか、随時に行っている（選定要領第４の２）。 
また、資格認定に伴う総合点数は、次のように算定される。 

「総合点数＝①経営事項評価（共通）点数＋②技術評価（特別）点数」 
 

①経営事項評価（共通）点数 
経営事項審査のデータを活用して、次の式に基づき経営事項評価点数を算定する。 

0.35×Ａ＋0.20×Ｂ+0.10×Ｃ+0.20×Ｄ+0.15×Ｅ 
変数 考慮事項 

Ａ 年間平均工事高点数 ①年間平均工事高の金額 
Ｂ 技術職員の数 ①技術職員の数 
Ｃ 自己資本額及び建設

業に従事する職員の
数の点数 

①自己資本額の数値 ②建設業に従事する職員の数の数値 

Ｄ 経営状況の点数 ①売上高営業利益率 ②総資本経常利益率 ③キャッシュ
フロー対売上高比率 ④必要運転資金月商倍率 ⑤立替工
事高比率 ⑥受取勘定月商倍率 ⑦自己資本費率 ⑧有利
子負債月商倍率 ⑨純支払利息比率 ⑩自己資本対固定資
産比率 ⑪長期固定適合比率 ⑫付加価値対固定資産比率 

Ｅ 労働福祉の状況 ①建設業退職金共済制度加入 ②退職一時金制度導入 ③
企業年金制度導入 ④法定外労働災害保証制度加入 ⑤雇
用保険加入 ⑥健康保険及び厚生年金保険 ⑦賃金不払い
件数 

②技術評価（特別）点数 
過去４年間の直轄の工事種別ごとの工事実績から、下記の計算式で算定する。 
α×{Σ(工事規模*1×工事成績*2×工事難易度*3×部局係数*4×ＶＥ評価点数*5) 

＋Σ技術提案工事(工事規模*1×工事難易度*3×部局係数*4×ＶＥ評価点数*5)｝0.301 
  *1 工事規模：契約金額÷１００万円 
  *2 工事成績：工事成績評定点－６５ 

*3 工事難易度：工事の技術条件、社会的条件により評価した値 1.0～2.0 
*4 部局係数：自部局内工事1.0、他部局工事は契約金額に応じて 0.2～1.0 
*5ＶＥ評価値：提案の独創性、コスト低減効果等から評価した値 1.0～1.6（H13.4以降発注、

H13.7以降完成分） 
なお、αは経営事項審査評価点数と技術評価点数が凡そ５対５の配分となるように設定。0.301

乗は、技術評価点数ごとの企業数分布の偏りを無くすために使用。 
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２－２ 個別工事に際しての技術審査 

（１）基本的考え方 

 個別の工事に際し、建設業者及び当該工事に配置が予定される技術者（以

下「配置予定技術者」という。）の同種・類似工事の経験、簡易な施工計画等

の審査を行うとともに、必要に応じ、配置予定技術者に対するヒアリングを

行うことにより、不良・不適格業者の排除及び適切な競争参加者の選定等を

行うものとする。 

 審査の結果、入札参加要件を満たしていない場合には、当該企業の競争参

加資格を認めない（指名競争入札においては非指名とする）。 

 

表２－１ 個別工事に際しての技術的能力の審査項目の例（政府調達

対象工事を除く） 
技術審査項目 

不誠実な行為の有無 
経営状況 

工事成績 過去２年間の工事成績評定点の平均点 
工事成績 

優良工事表彰 過去２年間の優良工事表彰 
手持ち工事の状況 手持工事量比率（X:当該年度受注額÷過去５年間平均受注額） 

工程管理に係わる技術的所見 
材料の品質管理に係わる技術的所見 
施工上の課題に対する技術的所見 

簡易な施工計画 
(※1） 

施工上配慮すべき事項 
企業の施工能力 過去 10 年間の同種・類似工事の施工実績(※2) 

同種・類似工事の施工経験(※2) 
過去２年間の工事成績評定点の平均点 
指定された資格の保有年数 
技術者の専任性 

技術的適性 

配置予定技術者の能力 

過去 2年間の技術者表彰 
事故等による安全対策評価 

安全管理の状況 
安全対策表彰（過去２年間） 

労働福祉の状況 
本店、支店又は営業所の所在地 その他 

・工事を確実に実施
するための措置 

地理的条件 
過去 10 年間の近隣地域内工事の実績 

※1 簡易な施工計画については、少なくともいずれか一つの項目を審査する。 

※2 一定の工事成績評点に満たない実績は認めない。 

 

（２）配置予定技術者に対するヒアリング 

 技術的能力の審査を行うに当たり、必要に応じて、配置予定技術者に対す

るヒアリングを実施する。その場合、例えば以下の項目について確認する。

ヒアリング結果については適宜、技術提案の評価段階においても活用するこ

とができる。 

 ・配置予定技術者の経歴・資格 

 ・同種・類似工事の施工経験の有無 

 ・同種・類似工事の施工実績として挙げた工事の概要、特に留意・工夫し
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た点 

 ・当該工事の施工上の課題、特に配慮すべき事項の有無、技術的所見 

 ・当該工事に関する質問の有無 等 

 

（３）同種・類似工事の経験等の要件の設定の考え方 

 過去の同種・類似工事の経験等の要件を付す場合は、必要な程度を超えて

厳しい条件を設定して競争参加者を限定することのないよう、個別の工事の

特性（工事の目的、種別、規模・構造等の条件、工法等の技術特性、地質等

の自然条件、周辺地域環境等の社会条件等）に応じ、技術的観点から真に必

要な条件を具体的に設定するものとする。〔参考５〕に設定例を示す。 
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３ 技術提案の審査・評価の実施 

 

３－１ 技術提案の求め方 

（１）技術提案を求める工事 

特に小規模な工事等その内容に照らして総合評価方式を適用する必要がな

いと認められる工事を除き、すべての公共工事において総合評価方式を適用

することを基本とし、技術的な工夫の余地が小さくない工事において技術提

案を求めるのはもとより、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事におい

ても簡易な施工計画についての工夫を技術提案として扱い、当該技術提案に

係る性能等を「価格以外の要素」として価格との総合評価を行う。 

 

（２）技術提案の範囲（総合評価方式） 

当該工事の難易度（技術的な工夫の余地）や予定価格（工事規模）に応じ

て、総合評価方式について次のいずれかを選択し、競争に参加する者から技

術提案を求め、技術力の審査・評価を行う。その際、あらかじめ設定した評

価基準（実現性、安全性等）及び得点配分に基づき、技術提案の点数付け（評

価）を行い、技術的能力に欠けると認められる者は入札参加を認めない。 

 

〔高度技術提案型〕 

高度な技術提案を要する工事について、ライフサイクルコスト、工事

目的物の強度、耐久性、共用性（維持管理の容易性）等、環境の維持、

景観等の評価項目に基づき、性能等と入札価格とを総合的に評価する

もの 

〔標準型〕 

高度な技術提案を要する工事及び技術的な工夫の余地が小さい工事以

外の工事（評価項目に必須のものが含まれないものに限る。）について、

環境の維持、交通の確保、特別な安全対策等の評価項目に関し、性能

等を数値化し（数値方式）、又は定性的に表示する（判定方式・順位方

式）ことにより、性能等と入札価格とを総合的に評価するもの 

〔簡易型〕 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、評価項目に必須のものが含まれ

ない工事について、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成

績等に基づき性能と入札価格とを総合的に評価するもの 

 

（３）技術資料の提出要請に当たって明示すべき事項 

 高度技術型及び標準型総合評価において入札公告後速やかに交付する入札

説明書に明示すべき事項の例、及び簡易型総合評価において技術資料の提出



 

 14 

を要請するに当たり、明示すべき事項の例を以下に示す。また、〔参考１〕に

高度技術提案型及び標準型における入札説明書例、〔参考２〕に簡易型総合評

価における技術資料の提出要請書例を示す。 

 

〔入札説明書例〕 

  １．公告日 

  ２．契約担当官等 

  ３．工事概要 

・総合評価方式の適用の旨 

  ４．競争参加資格 

  ① 施工計画が安全性、確実性、経済性等の観点から適切であること 

   ② 企業及び配置予定技術者が同種・類似工事の施工実績を有するこ

と 

   ③ 企業及び配置予定技術者の工事成績評定結果の平均点が一定の点

数を満たしていること 

  ５．総合評価に関する事項 

① 入札の評価に関する基準 

    ・評価項目（技術提案内容） 

    ・評価基準 

     ・評価項目ごとの評価基準 

     ・評価項目ごとの最低限の要求要件 

    ・得点配分 

② 総合評価の方法 

③ 落札者の決定方法 

④ 評価内容の担保 

    ・技術提案内容の不履行の場合における措置（再度の施工義務、損

害賠償、工事成績評定の減点等を行う旨） 

  ６．設計業務等の受託者等 

  ７．担当部局 

  ８．競争参加資格の確認等 

① 提出を求める技術資料 

② 配置予定技術者のヒアリングの有無 

③ 競争参加資格確認結果の通知 

   ９．予定価格算定時における施工計画の活用方法 

10．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

  11．入札説明書に対する質問 

  12．入札及び開札の日時及び場所等 
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  13．入札方法等 

  14．入札保証金及び契約保証金 

  15．工事費内訳書の提出 

  16．開札 

  17．入札の無効 

  18．落札者の決定方法 

  19．配置予定監理技術者の確認 

  20．別に配置を求める技術者 

  21．手続における交渉の有無 

  22．契約書作成の要否等 

  23．支払条件 

  24．火災保険付保の要否 

  25．当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約

の相手方との随意契約により締結する予定の有無 

  26．苦情申立て   

  27．関連情報を入手するための照会窓口 

  28. 提案値の変更に関する事項 

・施工条件の変更、災害等、請負者の責に帰さない事由による技術提

案の取扱 

  29. その他 

  添付：技術資料の提出様式等 

 

〔技術資料の提出要請書例〕 

１．工事の概要 

・総合評価方式の適用の旨 

  ２．技術資料の内容 

   ・提出を求める技術資料 

  ３．技術資料の提出 

  ４．技術的能力の審査に関する事項 

   ① 評価項目 

   ② 審査基準 

    ・施工計画が安全性、確実性、経済性等の観点から適切であること 

    ・企業及び配置予定技術者が同種・類似工事の施工実績を有するこ

と 

    ・企業及び配置予定技術者の工事成績評点の平均点が一定の点数を

満たしていること 

  ５．総合評価に関する事項 
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   ① 入札の評価に関する基準 

    ・評価項目 

    ・評価基準 

     ・評価項目ごとの評価基準 

    ・得点配分 

   ② 総合評価の方法 

③ 落札者の決定方法 

④ 評価内容の担保 

    ・技術提案内容の不履行の場合における措置（再度の施工義務、損

害賠償、工事成績評定の減点等を行う旨） 

  ６．配置予定技術者のヒアリング 

  ７．指名・非指名通知の日 

  ８．入札及び開札の日時及び場所 

  ９．契約変更の取扱 

10．苦情申立て 

  11．再苦情申立て 

  12．実施上の留意事項 

  添付：技術資料の提出様式等 
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３－２ 総合評価による落札者の決定 

 簡易型、標準型、高度技術提案型のいずれの総合評価方式においても、総

合評価による落札者の決定は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるも

ののうち、評価値の最も高いものを落札者とする。 

 評価値の算出方法としては、国土交通省においては除算方式を採用してい

る（「工事に関する入札に係る総合評価落札方式について」（平成１２年３月

２７日付け建設省会発第１７２号））。 

 また、工事目的物の性能等の評価点数（以下「技術評価点」という。）は工

事の特性に応じて設定するものであるが、技術評価点を構成する標準点と加

算点のバランスが適切に設定されない場合や価格に対する技術評価点の割合

が適切に設定されない場合、品質が十分に評価されない結果となるおそれが

ある。今後、引き続き、国土技術政策総合研究所において総合評価方式の実

施事例の収集、評価＊を行い、必要に応じて標準的な配点割合を見直していく

ものとする（「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法

について」３．（１））。 

 

＊例えば、技術提案に係る性能等の価値に対する配点割合の妥当性、評価項目の適切性等につ

いて評価を行う。 

 

〔除算方式〕 

  ① 評価値の算出方法 

技術評価点 標準点（基礎点）＋ 加算点 
評価値 ＝ 

入札価格 
＝ 

入札価格 

  ② 技術評価点の設定の考え方 

・標準点を１００点、技術提案等に係る性能等に応じた加算点の上限

を１０点から５０点までの範囲で決定する。 

  ③ 特徴 

・Value for Money の考え方によるものであり、技術提案により工事品

質のより一層の向上を図る観点から、価格当たりの工事品質を表す

指標となる。 

・入札価格が低い場合には、評価値に対する価格の影響が大きくなる

傾向がある。 
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〔参考：加算方式の例〕  

加算方式等、先出の方法によらない場合には、個別に会計法令に基づく協議が必要となる。 

  ① 評価値の算出方法 
    評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 

② 価格評価点の算出方法の一例 
     ・１００×(１＋α－入札価格／予定価格) （α：例えば、平均落札率とする。） 
    ・１００×最低価格／入札価格 
  ③ 技術評価点の設定の考え方 

・上記②により価格評価点を算出する場合は、技術評価点の満点を１０点から３０点
までの範囲で決定する。 

④ 特徴 
・価格のみの競争では品質不良や施工不良といったリスクの増大が懸念される場合に、

施工の確実性を実現する技術力によりこれらのリスクを低減し、工事品質の確保を
図る観点から、価格に性能等を加味した指標。 
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３－３ 実施手順 

（１）高度技術提案型 

 一般競争入札における標準的な手順は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術提案の改善を
求める、又は改善を
提案する機会を与
える場合 

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 

 

標準的日数 累計日数 

公告後速やかに 

25～30 日 

20 日以上 

27 日以上（注１） 

１日（注１） 

25～30 日 

45 日以上 

71 日以上 

７日（注１） 

１０日（注１） 

４日以上 

５日  

３日  

公   告 

入札説明書の交付 

競争参加資格確認資料等の提出期限 

入札時ＶＥ審査委員会(本局のみ) 

技術審査会 

入札・契約手続運営委員会 

競争参加資格の確認・通知 

競争参加資格がないと認めた理由 

の説明要求 

理由の説明要求への回答 

見積りに必要な図面等の交付 

質問書の提出期限 

質問書に対する回答期限 

入札書の提出期限 

入札執行の日（開札の日） 

改善された技術提案の提出期限 

入札時ＶＥ審査委員会(本局のみ) 

技術審査会 

予定価格の作成 

技術提案の改善 

技術提案の審査の
結果を踏まえて、予
定価格を作成 
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（２）標準型 

 一般競争入札（政府調達に関する協定に基づく場合を除く）における標準

的な手順は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的日数 累計日数 

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 
（注２）競争参加資格がないと認めた理由の説明要求がなかった場合であり、当該説明要求等があっ 
   た場合には、必要日数を確保して延期するものとする。 

公告後速やかに 

25～30 日 

10～20 日 

６日（注１、注２） 

１日（注１） 

25～30 日 

35～50 日 

43～58 日 

５日（注１） 

５日（注１） 

４日以上 

５日  

３日  

公   告 

入札説明書の交付 

競争参加資格確認資料等の提出期限 

入札時ＶＥ審査委員会(本局のみ) 

技術審査会 

入札・契約手続運営委員会 

競争参加資格の確認・通知 

競争参加資格がないと認めた理由 

の説明要求 

理由の説明要求への回答 

見積りに必要な図面等の交付 

質問書の提出期限 

質問書に対する回答期限 

入札書の提出期限 

入札執行の日（開札の日） 

改善された技術提案の提出期限 

入札時ＶＥ審査委員会(本局のみ) 

技術審査会 

技術提案の改善 

技術提案の改善
を求める、又は改
善を提案する機
会を与える場合 
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 （３）簡易型 

 一般競争入札及び工事希望型競争入札における標準的な手順は以下のとお

りとする。 

 

 〔一般競争入札〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 
（注２）技術的な工夫の余地の少ない簡易な工事の場合、標準的には 10 日以上とする。 
（注３）競争参加資格がないと認めた理由の説明要求がなかった場合であり、当該説明要求等があっ 
   た場合には、必要日数を確保して延期するものとする。 

 

標準的日数 累計日数 

公告後速やかに 

25～30 日（注２） 

10～20 日 

６日（注１、注３） 

１日（注１） 

25～30 日 

35～50 日 

43～58 日 

５日（注１） 

５日（注１） 

４日以上 

５日  

３日  

公   告 

入札説明書の交付 

競争参加資格確認資料等の提出期限 

技術審査会 

入札・契約手続運営委員会 

競争参加資格の確認・通知 

競争参加資格がないと認めた理由 

の説明要求 

理由の説明要求への回答 

見積りに必要な図面等の交付 

質問書の提出期限 

質問書に対する回答期限 

入札書の提出期限 

入札執行の日（開札の日） 

入札時ＶＥ審査委員会(本局のみ) 
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〔工事希望型競争入札〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的日数 累計日数 

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 
（注２）技術的な工夫の余地の少ない簡易な工事の場合、標準的には 10 日以上とする。 
（注３）競争参加資格がないと認めた理由の説明要求がなかった場合であり、当該説明要求等があっ 
   た場合には、必要日数を確保して延期するものとする。 

 

標準的日数 累計日数 

10～20 日 

５～20 日 

６日（注１、注３） 

１日（注１） 

10～20 日 

15～40 日 

23～48 日 

５日（注１） 

５日（注１） 

４日以上 

５日  

３日  

技術資料の提出を求める業者の選択 

技術資料の提出要請 

技術資料の提出期限 

技術審査会 

入札・契約手続運営委員会 

競争参加資格の確認・通知 

競争参加資格がないと認めた理由 

の説明要求 

理由の説明要求への回答 

見積りに必要な図面等の交付 

質問書の提出期限 

質問書に対する回答期限 

入札書の提出期限 

入札執行の日（開札の日） 

入札時ＶＥ審査委員会(本局のみ) 
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３－４ 技術提案の審査・評価 

（１）高度技術提案型及び標準型 

高度技術提案型及び標準型においては、以下の項目について技術提案を求

め、当該技術提案の実現性や安全性等について審査・評価を行う。 

 

○施工計画 

・技術提案に係る具体的な施工計画 

○技術提案 

・総合的なコストの縮減に関する技術提案 

・工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案 

  ・社会的要請への対応に関する技術提案 

 

その他企業の施工実績や配置予定技術者の能力について評価することも考

えられる。 

 次に評価基準の設定例を示す。 
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 高度技術提案型・標準型における評価項目・評価基準の設定例  

 

（１）施工計画について 

評価項目 評価基準 

施工計画が現地の環境条件（地形、地質、環

境、地域特性等）を踏まえて適切であり、優

位な工夫が見られる 

施工計画が現地の環境条件を踏まえており適

切 

技術提案の実現性、有効性を

確認するための施工計画の

適切性 

・与条件との整合性 

・技術的裏付け 等 不適切ではないが、一般的な事項のみの記載

となっている 

 

（２）配置予定技術者の能力について（ヒアリングを実施する場合） 

評価項目 評価基準 

実績として挙げた工事の担当分野に中心的・

主体的に参画し、創意工夫等の積極的な取り

組みが確認できる 

実績として挙げた工事の担当分野において適

切な工事管理を行ったことが確認できる 

技術者の専門技術力 

・関連分野における施工経験

や知識量 

・担当工事における創意工夫

の取組 
その他 

当該工事について適切に理解した上で、施工

上の提案等適切な取組体制が認められる 

当該工事について適切に理解している 

当該工事の理解度・取組体制 

・当該工事の施工上の課題や

問題点等の理解度（質疑応

答の状況を含む。） 

・課題への対応に関する技術

的な裏付け その他 

技術上の質問に対する応答が明快、かつ迅速

である 
技術者の技術上のコミュニ

ケーション能力 
その他 
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（３）技術提案について 

 （ａ）総合的なコストの縮減に関する技術提案を求める場合 

 

想定される工事条件 

・供用中のエネルギー消費の節約が求められる機械設備工事 

・施工に伴い減電補償を要するダム取水施設等の改築工事 

・長寿命化が求められる橋梁、トンネル、建築物等の大規模

構造物の建設工事 等 

 

評価項目 評価基準 

ライフサイクルコスト及びその他コストに関する技術

提案内容について： 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 

（優／良／可の判定等） 

・コストとして評価（※1） 

発注者が指定した課題以外の総合的なコストの縮減に

資する技術提案について（※2）： 

・提案内容に対する定性評価 

（優／良／可の判定等） 

総合的なコストの

縮減に関する技術

提案内容： 

・ライフサイクル

コスト 

・その他（補償費

等） 

（ライフサイクルコストに関する具体的な評価項目例） 

・構造物の維持管理費 

・非常用自家用発電機の燃料消費率 

・変圧器の変換損失値 

・建築物の保全費用 等 

 

（その他コストに関する具体的な評価項目例） 

・補償費の生じる期間の短縮日数 

・補償費の支出額 等 

 

※1 工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の縮減相当額を評価す

る場合、当該費用について評価項目としての得点を与えず、評価値の算

出において入札価格に当該費用を加算する。また、予定価格に、予定価

格算出の前提となる状態で想定される補償費等の支出額等を加算するも

のとする。 

 ※2 競争参加者から積極的に総合的なコストの縮減に資する技術提案の提出

が見込まれる場合には、技術提案を受け付け、評価してもよい。 
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 （ｂ）工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案を求める場合 

 

想定される工事条件 

・走行性、走行騒音の低減が求められる道路の舗装工事 

・周辺の環境や街並みとの景観の調和が求められる高架橋、

建築物等の建設工事 

・コンクリート等の特別な品質管理・出来型管理が求められ

るトンネル、建築物等の大規模構造物の補修・補強工事 等 

 

評価項目 評価基準 

工事目的物の性能、機能に関する技術提案内容につい

て： 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 

（優／良／可の判定等） 

発注者が指定した課題以外の工事目的物の性能、機能の

向上に資する技術提案について（※）： 

・提案内容に対する定性評価 

（優／良／可の判定等） 

工事目的物の性

能、機能の向上に

関する技術提案内

容 

（性能、機能に関する具体的な評価項目例） 

・舗装構造提案による走行騒音値 

・単位時間あたりのポンプ排水量 

・建築物の断熱性能 等 

 

※ 競争参加者から積極的に工事目的物の性能、機能の向上に資する技術提

案の提出が見込まれる場合には、技術提案を受け付け、評価してもよい。 
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 （ｃ）社会的要請への対応に関する技術提案を求める場合 

 

想定される工事条件 

・鉄道営業線や病院等の重要施設や住宅との近接施工を伴う

工事 

・交通量の多い幹線道路等における通行規制を伴う工事 

・自然保護区域内や希少動植物への配慮が必要な工事 等 

 

評価項目 評価基準 

社会的要請への対応に関する技術提案内容について： 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 

（優／良／可の判定等） 

発注者が指定した課題以外の社会的要請への対応に関

する技術提案について（※）： 
・提案内容に対する定性評価 

（優／良／可の判定等） 
社会的要請への対

応に関する技術提

案内容： 

・環境の維持 

・交通の確保 

・特別な安全対策 

・省資源対策 

・リサイクル対策 

（環境の維持に関する具体的な評価項目例） 

・工事排水のＳＳ（浮遊物質）値 

・施工騒音の低減値 

・施工ヤードの裸地面積 等 

 

（交通の確保に関する具体的な評価項目例） 

・交通規制（通行止め、車線規制等）の短縮日数 等 

 

（特別な安全対策に関する具体的な評価項目例） 

・歩行者用通路幅 等 

 

（省資源対策又はリサイクル対策に関する具体的な評

価項目例） 

・間伐材、伐開除根材等のリサイクル率 

・分別解体・現場内集積の対象項目・重量 等 

 

※ 競争参加者から積極的に社会的要請への対応に関する技術提案の提出が

見込まれる場合には、技術提案を受け付け、評価してもよい。 
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 （２）簡易型 

  簡易型における評価は、当該工事の現場条件等を踏まえ、適切かつ確実に

施工上の性能等が確保できるかどうかを確認するため、簡易な施工計画を評

価することを基本とする。 

  なお、その他の項目を評価する場合は、工事の特性（工事内容、規模等）

や地域特性等に応じて適宜評価項目及び得点配分の設定を行うものとする。

ただし、得点配分については、施工計画を主として評価することとする。 

 

 

 簡易型における評価項目・評価基準の設定例  

 

○簡易な施工計画について 

評価項目 評価基準 

工事の手順が適切であり、安全対策等の工夫

が見られる 
施工計画の実施手順の妥当

性 
工事の手順が適切である 

各工程の工期が適切であり、工期短縮が見ら

れる 工期設定の適切性 

各工程の工期が適切である 
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 簡易型におけるその他の評価項目・評価基準の例  

○簡易な施工計画について 

評価項目 評価基準 

品質の確認方法、管理方法が現地の環境条件

（地形、地質、環境、地域特性等）を踏まえ

て適切であり、安全対策等の工夫が見られる 

コンクリート、鋼材溶接部等

の品質の確認方法、管理方法

の適切性 
適切である 

課題への対応が現地の環境条件（地形、地質、

環境、地域特性等）を踏まえて的確に図られ、

安全対策等の工夫が見られる 

発注者が指定した施工上の

課題への対応の的確性 

・与条件との整合性 

・理解度 

・対応方針の裏付け 等 的確である 

配慮事項が現地の環境条件（地形、地質、環

境、地域特性等）を踏まえて適切であり、安

全対策等の工夫が見られる 

施工上配慮すべき事項の適

切性 

・与条件との整合性 

・理解度 

・対応方針の裏付け 等 適切である 

 

○配置予定技術者の能力について（ヒアリングを実施する場合） 

評価項目 評価基準 

実績として挙げた工事の担当分野に中心的・

主体的に参画し、創意工夫等の積極的な取り

組みが確認できる 

実績として挙げた工事の担当分野において適

切な工事管理を行ったことが確認できる 

技術者の専門技術力 

・関連分野における施工経験

や知識量 

・担当工事における創意工夫

の取組 
その他 

当該工事について適切に理解した上で、施工

上の提案等適切な取組体制が認められる 

当該工事について適切に理解している 

当該工事の理解度・取組体制 

・当該工事の施工上の課題や

問題点等の理解度（質疑応

答の状況を含む。） 

・課題への対応に関する技術

的な裏付け その他 

技術上の質問に対する応答が明快、かつ迅速

である 
技術者の技術上のコミュニ

ケーション能力 
その他 
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○配置予定技術者の能力について 
評価項目 評価基準 

同種工事の実績あり 過去 10 年間の主任（監理）
技術者の施工経験の有無 類似工事の実績あり 

７５点以上 
６５点以上 ７５点未満 

過去２年間（５年間）におけ
る主任（監理）技術者の工事
成績評定点の平均点 ６５点未満 

表彰の実績あり 過去２年間（５年間）におけ
る優良工事技術者表彰の有
無 表彰の実績なし 

継続教育の証明あり 
（各団体推奨単位以上取得） 

継続教育（ＣＰＤ）の取組状
況 

継続教育の証明なし 
 ※1 評価項目の欄中「（５年間）」は、建築事業に係る工事の場合に適用する。 
※2 ＣＰＤ：Continuing Professional Development の略。技術者の継続的な

専門能力開発を意味し、各学協会等において学習履歴を証明し
ている。 

 
○企業の施工能力について 

評価項目 評価基準 
同種工事の実績あり 過去 10 年間の同種・類似工

事の施工実績の有無 類似工事の実績あり 
７５点以上 
６５点以上 ７５点未満 

過去２年間（５年間）におけ
る工事成績評定点の平均点 

６５点未満 
表彰の実績あり 過去２年間（５年間）におけ

る優良工事表彰の有無 表彰の実績なし 
表彰の実績あり 過去２年間（５年間）におけ

るイメージアップ優良工事
表彰の有無 表彰の実績なし 

表彰の実績あり 過去２年間（５年間）におけ
る安全管理優良請負者表彰
の有無 表彰の実績なし 

特許権、実用新案権の取得あり 
新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）への
登録あり 

当該工事の関連分野におけ
る技術開発の実績の有無 

該当なし 
ＩＳＯ９００１又は１４００１の認証を取得
済み 品質管理・環境マネジメント

システムの取組状況 
認証を未取得 
施工体制が確保されている 技能者の配置状況、作業拠点

の有無、施工機械の保有状況
等の施工体制 

工事の実施に当たり、施工体制が整備されて
いる 

※ 評価項目の欄中「（５年間）」は、建築事業に係る工事の場合に適用する。
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○企業の手持ち工事量について 
評価項目 評価基準 

手持ち工事量比率＜0.25 
0.25≦手持ち工事量比率＜0.75 
0.75≦手持ち工事量比率＜1.25 

当該年度受注額÷過去３年
間の平均受注額＝手持ち工
事量比率 

1.25≦手持ち工事量比率 
 
 なお、工事の内容に応じて、次のような項目を評価項目とすることも考えら
れる。 
 
○地理的条件について 

評価項目 評価基準 
○○県内に本店、支店又は営業所あり 地域内における本支店、営業

所の所在地の有無 ○○県内に拠点なし 
施工実績あり 過去 10 年間の近隣地域での

施工実績の有無 施工実績なし 

施工実績あり 過去 10 年間の主任（管理）
技術者の近隣地域での施工
経験の有無 施工実績なし 

 
○災害協定等による地域貢献の実績について 

評価項目 評価基準 

活動実績あり 
過去５年間の災害協定等に
基づく活動実績の有無 
〔評価対象の例〕 
・災害対応協定に基づく活動

実績 
・大規模災害時の応急対策実

績 
活動実績なし 

 
○ボランティア活動による地域貢献の実績について 

評価内容 評価基準 

活動実績あり 
過去５年間のボランティア
活動の実績の有無 
〔評価対象の例〕 
・災害ボランティア実績 
・ボランティアサポートプロ

グラム参加実績 
・クリーンアップキャンペー

ン参加実績 

活動実績なし 

 
※ 年数等については、工事の特性（工事内容、規模等）や地域特性等に応

じて適宜設定する。 



 

 32 

  なお、極めて簡易な工事の場合には、参考－１、参考－２に示すような評

価基準を設定することも考えられる。 

 
〔参考－１：評価基準の設定例（工程管理重視）〕 

 

想定される工事条件 

・交通量が少ない道路における側溝や下水管路等の設置工事 

・近隣に住宅や施設等のない場所における小規模な構造物又は建築物の 

建設工事 

・堤防の除草工事等の維持修繕工事 等 

 

（１）簡易な施工計画について 

評価項目 評価基準 

工事の手順が適切であり、安全対策等の工夫が見られ

る 施工計画の実施手順 

工事の手順が適切である 

各工程の工期が適切であり、工期短縮が見られる 
工期設定 

各工程の工期が適切である 

 
（２）企業の施工能力について 

評価項目 評価基準 

同種工事の実績あり 過去 10年間の同種・類似工事
の施工実績の有無 類似工事の実績あり 

７５点以上 
６５点以上 ７５点未満 

過去２年間（５年間）におけ
る工事成績評定点の平均点 

６５点未満 

 
（３）配置予定技術者の能力について 

評価項目 評価基準 

１級土木（建築）施工管理技士又は技術士（１級建築
士） 

主任（監理）技術者の保有す
る資格 

２級土木（建築）施工管理技士 

同種工事の実績あり 過去 10年間の主任（監理）技
術者の施工経験の有無 類似工事の実績あり 

７５点以上 
６５点以上 ７５点未満 

過去２年間（５年間）におけ
る主任（監理）技術者の工事
成績評定点の平均点 ６５点未満 

 

※ 年数等については、工事の特性（工事内容、規模等）や地域特性等に応じて適宜設定す

る。評価項目の欄中「（５年間）」は、建築事業に係る工事の場合に適用する。 
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〔参考－２：評価基準の設定例（地域特性重視）〕 
 

想定される工事条件 
・住宅や道路等への影響が懸念される斜面ののり枠工設置等の防災対策工事 
・ある程度の交通量がある現道上あるいは周辺での盛土や擁壁設置等の土工事 
・周辺地域の地盤や水位への影響が懸念される建築物の建設工事 等 

 
（１）簡易な施工計画について 

評価項目 評価基準 

工事の手順が適切であり、安全対策等の工夫が見られ
る 施工計画の実施手順 

工事の手順が適切である 

各工程の工期が適切であり、工期短縮が見られる 
工期設定 

各工程の工期が適切である 

配慮事項が現地の環境条件（地形、地質、環境、地域
特性等）を踏まえて適切であり、工夫が見られる 

施工上配慮すべき事項の適切
性 
・与条件との整合性 
・理解度 
・対応方針の裏付け 等 適切であるが、工夫が見られない 

  
（２）企業の施工能力について 

評価項目 評価基準 

同種工事の実績あり 過去 10年間の同種・類似工事
の施工実績の有無 類似工事の実績あり 

７５点以上 

６５点以上 ７５点未満 
過去２年間（５年間）におけ
る工事成績評定点の平均点 

６５点未満 

 
（３）配置予定技術者の能力について 

評価項目 評価基準 

１級土木（建築）施工管理技士または技術士（１級建
築士） 

主任（監理）技術者の保有す
る資格 

２級土木（建築）施工管理技士 

同種工事の実績あり 過去 10年間の主任（監理）技
術者の施工経験の有無 類似工事の実績あり 

７５点以上 

６５点以上 ７５点未満 

過去２年間（５年間）におけ
る主任（監理）技術者の工事
成績評定点の平均点 ６５点未満 

 
（４）地理的条件について 

評価項目 評価基準 

○○県内に本店、支店又は営業所あり 地域内における本支店、営業
所の所在地の有無 ○○県内に拠点なし 

施工実績あり 過去 10年間の近隣地域での施
工実績の有無 施工実績なし 

 
※ 年数等については、工事の特性（工事内容、規模等）や地域特性等に応じて適宜設定す

る。評価項目の欄中「（５年間）」は建築事業に係る工事の場合に適用する。 
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３－５ 技術提案の改善 

 基本方針第２の３（３）では、「発注者は、技術提案の内容の一部を改善す

ることで、より優れた技術提案となる場合や一部の不備を解決できる場合に

は、技術提案の審査において、提案者に当該技術提案の改善を求める、又は

改善を提案する機会を与えることができる」こととされている。このため、

技術提案の改善ができる旨を入札説明書等に明記することとする。また、基

本方針第２の３（３）では、「透明性の確保のため、技術提案の改善に係る

過程について、その概要を速やかに公表する」とされている。 

 さらに、基本方針第２の３（３）では、「同様の技術提案をした者が複数

あるにもかかわらず、特定の者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利

となることのないようにする」こととされていることから、技術提案の改善

を求める前に、あらかじめ各提案者に対し求める改善事項を整理し、公平性

を保つよう努めるものとする。 

 

 
〔入札説明書における記載例〕  
 
(   )技術提案書の改善  
 技術提案書の改善については下記のいずれかの場合によるものとする。  
  ①  技術提案書の記載内容について、発注者が審査した上で(   )に示す期間内に改善を

求め、提案者が応じた場合。  
  ②  技術提案書の記載内容について、(   )に示す期間内に提案者が改善の提案を行った

場合。  
 なお、改善された再技術提案書の提出内容は修正箇所のみでよいものとするが、発注者
が必要に応じてする資料の提出の指示には応じなければならない。  
 また、本工事の契約後、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表するもの
とする。  
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３－６ 高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格 

 高度技術提案型の総合評価方式を適用する場合、競争に参加する者からの

積極的な技術提案を引き出すことが品質確保を進める上で重要である。 

 特に、新技術及び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技

術提案を求めた場合には、提案内容を履行するために必要な費用について、

公共土木工事積算基準及び公共建築工事積算基準等では歩掛や単価等が把握

できないことがあるため、必要に応じて単価表等の提出を提案者に求める、

又は市場の実勢調査等を行う等、経済性について十分配慮し、各々の提案と

それに要する費用が適切であるかを審査する必要がある。 

 また予定価格を作成するに当たっては、各提案の部分的な内容の組合せに

より予定価格を作成することなく、優れた提案の全体を採用できるよう予定

価格を作成することとする。この場合、当該技術提案の審査に当たり、中立

かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取するものとするが、

作成した予定価格については、発注者としての説明責任を有していることに

留意する。 

 なお、競争に参加する者からの技術提案の審査の結果を踏まえ予定価格を

作成する可能性がある場合には、その旨を入札説明書等にて明示し、すべて

の競争参加者に周知しなければならない。 

 

 
〔入札説明書における記載例〕  
 
(   )予定価格算定時における施工計画の活用方法  
 発注者は、技術提案書における施工計画の範囲については、審査の結果を踏まえて、予定
価格を作成する上で適切な計画を活用して予定価格を算定するものとする。なお、適切な施
工計画の選定に当たっては、各社の計画の部分的な内容の組合せは行わないものとする。  
 

 
 
〔参考：総合評価方式適用事例（高度技術提案型）における意見聴取事例〕 
 
 ①意見聴取の方法 

「公共工事等における技術活用システム」の「新技術活用評価委員会」等を活用（大学
教授○名、助教授△名）し、意見聴取を行う。 

 
 ②意見聴取の内容（委員会における審議内容） 
  ・技術の成立性、適応性 
  ・予定価格算出過程 
   1)見積審査を行い、単価差が大きいものについて再提出を求めるか。 
   2)提出された技術提案書のうち、予定価格を作成する上で適切と判断した内容におけ

る見積を参考に算出してよいか。 
   3)予定価格算出の方法は妥当か。 
    案１：標準積算＋業者見積 
    案２：業者見積のみ 
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４ 中立かつ公正な審査・評価の確保 

 

４－１ 学識経験者の意見聴取 

 総合評価方式の適用により技術提案の審査・評価を行うに当たっては、発

注者の恣意を排除し、中立かつ公正な審査・評価を行う。 

総合評価方式の実施方針及び複数の工事に共通する評価方法を定めようと

するとき、及び必要に応じて個々の個別工事において学識経験者の意見を聴

取する。 

 
〔参考：地方公共団体における学識経験者の意見聴取〕 

 地方公共団体においては、総合評価方式を行おうとするとき、落札者を決定しようとす
るとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ２人以上の学識経験者
の意見を聴くこととされている。この場合、発注関係事務の量が増えることが考えられる
が、以下のような運用面での工夫を行うことが可能である旨が基本方針第２の４に定めら
れている。 
 なお、学識経験者には、意見を聴く発注者とは別の公共工事の発注者の立場での実務経
験を有している者等も含まれる。 

① 各発注者ごとに、又は各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を
聴く場を設ける。 

② 既存の審査の場に学識経験者を加える。 
③ 個別に学識経験者の意見を聴く。 

 

４－２ 入札及び契約の過程に関する苦情処理 

 基本方針第２の４においては、「入札及び契約の過程に関する苦情処理につ

いては、各発注者がその苦情を受け付け、適切に説明を行うとともに、さら

に不服のある場合には、第三者機関の活用等により、中立・公正に処理する

仕組みを整備するものとする」とされている。 

 総合評価の審査結果については、入札者の苦情等に適切に対応できるよう

に評価項目ごとに評価の結果及びその理由を記録しておく。 

 また、落札できなかった入札者から落札情報の提供依頼があった場合には、

当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点を提供する。さ

らに評価の理由を求められた場合には、その理由を説明する。 

 

国土交通省においては、公正な競争の促進、透明性の確保の観点から、苦情申立てに対
し、発注者として先ず入札・契約の過程について適切に説明するとともに、さらに不服（再
苦情）のある者については、「入札監視委員会」（※）による審議を経て回答することとし
公正に不服を処理することとしている。  

 
※学識経験者等からなる第三者機関であり、次に掲げる事務を行う。  

① 入札・契約手続の運用状況についての報告を受けること。  
② 一般競争参加資格の設定の理由等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行
うこと。  

③ 入札・契約手続に係る再苦情処理を行うこと。 
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苦情申立て 
・ 指名されなかった理

由（通常指名） 
・ 技術資料を求められ

なかった理由（工事
希望型指名） 

・ 非指名通知理由（公
募型指名、工事希望
型指名） 

・ 非落札理由（総合評
価） 

入札監視委員会への審
議依頼 

審議 

受領 

申立て却下 

申立て却下 

再苦情申立て 

受領 

 

〔苦情処理手続〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        不服がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業者 国土交通省 
（局長、事務所長） 

入札監視委員会 

回答書 
（再苦情申立ての教示） 

申立て期間徒過 
適格を欠く申立

・ 指名業者の公表 
・ 落札者の公表 

技術資料作成要領によ 
る苦情処理申立て教示 

 

公表（閲覧） 

申立て期間徒過 
適格を欠く申立

公表（閲覧） 

5 日 

5日 

7日 

NO 

NO 

回答書 
7 日 

YES 

YES 

7 日 
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競争参加資格がないと
認めた場合の説明要求 

苦情申立て 

申立て却下 

受領 

 

〔苦情処理手続（政府調達に関する協定に基づく一般競争入札の場合）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     不服がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業者 国土交通省 
（局長、事務所長） 

政府調達苦情処理
委員会 

理由の説明要求に係る
回答 

入札説明書による 
苦情処理申立て教示 

 

入札執行停止 

7 日 

10 日 

7日 
却下理由無し 

NO 

ＹＥＳ 
契約締結後 10
日以内の場合 

3 日 

苦情の写しの送付 

苦情に係る調達に係る
調達に関する報告書 

検討結果報告書の作成 

14 日 

報告書の受領 報告書の受領 

50 日 

競争参加資格の 
確認結果の通知 
 

落札者の公表等 
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４－３ 評価結果等の公表 

 入札及び契約手続の透明性・公平性を確保するため、入札の評価に関する

基準及び落札者の決定方法等については、あらかじめ入札公告等において明

らかにする。なお、企業の施工能力等の事前に把握すべき情報については、

発注者間の相互利用を図るため、データベースとして公表する。 

また、総合評価における入札者の提示した性能等の評価及び落札結果等に

ついては、記録し契約後早期に公表する。 

  

（１）手続開始時 

 総合評価方式の適用工事では、入札公告等において以下の事項を明記する。 
 ① 総合評価方式の適用の旨 
 ② 入札参加要件 
 ③ 入札の評価に関する基準 
   ・評価項目 
   ・評価基準 
    ・評価項目ごとの評価基準 
    ・評価項目ごとの最低限の要求要件 
   ・得点配分 
 ④ 総合評価の方法及び落札者の決定方法 

 
 （２）指名通知後（指名競争入札の場合） 

   指名競争に付した工事においては、指名通知後速やかに、指名業者名及

び指名の理由を公表する。ただし、事後公表の試行対象工事（「指名業者名

の事後公表の推進について」（平成１７年８月２９日付け国地契第４４号、

国官技第１０２号、国営計第６１号））においては、契約後速やかに公表す

る。 



 

 40 

 
  
＜指名業者の選定過程の標準様式例＞  

①対象工事名  ：○○工事  
 ②入札月日   ：平成○年○月○日  
 ③工種     ：一般土木 
 ④対象工事の条件：Ｃ等級  

指名基準  評価項目  
Ａ
社  

Ｂ
社  

・  
Ｊ
社  

Ｋ
社  

Ｍ
社  

１．不誠実な行為の有無 ①指名停止期間中でない Ａ  Ａ  ・  Ａ  Ａ  Ｃ  
①本店、支店又は営業所の所在地が
○○県内  

Ａ  Ａ  ・  Ａ  Ｂ  Ｂ  
２．当該工事に対する地
理的条件  

②○○地域における施工実績を有す
る  

Ａ  Ｂ  ・  Ｂ  Ｂ  Ａ  

３．当該工事施工につい
ての技術的適性  

①同種工事（○○工事、規模○○ｍ
以上）  

Ｂ  Ａ  ・  Ｂ  Ｂ  Ａ  

・・・・・ ・・・・・ ・  ・  ・  ・  ・  ・  

評価結果  
6A 
1B 
 

4A 
3B 
 

 
2A 
5B 
 

1A 
6B 
 

3A 
3B 
C 

順位  １ ２  10 11 ×  
 
 
 
（３）落札者決定後 

 総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、契約後速

やかに以下の事項を公表する。 
① 業者名 
② 各業者の入札価格 
③ 各業者の技術評価点 
④ 各業者の評価値 

 
 
＜総合評価方式の入札調書＞  

予定価格   
調査基準価格   

入札調書（総合評価方式：簡易型） 
１． 件   名                        執行員  
２． 所属事務所                        立会員  
３． 入 札 日 時    

第１回入札 第２回入札 
業者名 

技術 
評価点 

入札  
価格  評価値  

予定価格≧
入札価格  

入札  
価格  評価値  

予定価格≧
入札価格  

適用 
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５ 発注関係事務の環境整備（データベースの活用） 

 
 新規参入者を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的に行う

ためには、各発注者が発注した工事の施工内容や工事成績評定、当該工事を

担当した技術者に関するデータを活用することが必要である。このため、各

工事について、工事の施工内容や工事成績評定等に関する資料をデータベー

スとして相互利用し、技術的能力の審査において活用する。 

 データベースとしては、財団法人日本建設情報総合センター及び財団法人

建設業技術者センターが運営している発注者支援データベース・システム＊等

を活用し審査及び評価の効率化を図るものとする。 

 なお、工事成績評定の活用については、評定点合計のみではなく、必要に

応じて施工管理や安全対策、品質等の項目別の評定点を活用できるように検

討を行う。 

 

＊監理技術者及び主任技術者、建設業許可、経営事項審査、ＣＯＲＩＮＳに関するデ

ータベース 

〔国土交通省におけるデータベースの活用〕 

 国土交通省において整備しているデータベースを以下に示すが、利用者が地方整備局内に限定
されているデータベースや国土交通省内に限定されているデータベースがあることから、地方整
備局間や地方公共団体等とのデータベースの共有を図り、一層の効率化・適正化を図ることとし
ている。 

発注者内データベース  
有資格
業者 

契約 
情報 

工事 
成績 

表彰 
実績 

技術者 
 

発注者支援
データ 
ベース 

①競争参加資格審査 ○ ☆ ☆   ☆ 
地域内の本店・支店・営業所 ☆      
主任・監理技術者の専任性      ☆ 
同種・類似工事の施工実績 
（企業） 

     ☆ 

同種・類似工事の施工経験 
（技術者） 

      

近隣地域での施工実績  ☆    ☆ 
工事成績（企業）   ☆    
工事成績（技術者）   ☆  ☆  
技術者の資格       
工事表彰等    ☆   
地域内の本店・支店営業所 ☆      

②
技
術
審
査
・
評
価
（
個
別
工
事
） 手持ち工事量  ☆     
③契約  ○   ○ ○ 

工事成績評定   ○    ④施工 
表彰    ○   

○：データベースへのデータ登録    ☆：データベースのデータ活用 
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６ 国土交通省による発注者の支援 

基本方針第２の８（１）においては、各発注者は、自らの発注体制を十分に

把握し、発注関係事務を適切に実施することができるよう、体制の整備に努め

るものとされ、工事の内容が高度であるために発注関係事務を適切に実施する

ことが困難である場合においては、発注者の責任の下、発注関係事務を実施す

ることができる者の能力を活用するよう努めるものとされており、このような

発注者に対して、国及び都道府県は次のような措置を講ずるよう努めることと

されている。 

イ 発注関係事務を適切に実施することができる職員を育成するため、講習 

会の開催や国等が実施する研修への職員の受入れを行う。 

ロ 発注者より要請があった場合には、自らの業務の実施状況を勘案しつつ、

可能な限り、その要請に応じて支援を行う。 

ハ 発注者による発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の

選定に関して協力する。 

ニ 発注関係事務を適切に実施するために必要な情報の収集及び提供等を行

う。 

また、基本方針第２の９においては、各発注者は、公共工事の品質確保に向

け、発注者間の協力体制を強化するため、情報交換を行うなど連携を図るよう

努めるものとすることとされている。 

 

これらを踏まえ、各入札・契約過程における発注関係事務を適切に実施する

ことが困難である発注者からの要請に応じ、国土交通省が支援策として協力を

行うことが考えられる事項を以下に示す。 
 
① 発注準備 

・ 設計図書の作成に関する事項 

・ 数量・積算に関する事項 

・ 入札・契約方式選定に関する事項 

・ 契約事務手続に関する事項 

② 入札・契約 

・ 技術審査（審査基準、審査方法）に関する事項 

・ 総合評価方法（評価項目・評価基準等）に関する事項 

・ 学識経験者からの意見聴取方法に関する事項（総合評価方式の場合） 

・ 落札者決定（技術提案の審査、総合評価）に関する事項 

③ 監督・検査 

・ 監督・検査に関する事項 

・ 工事成績評定に関する事項 
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④ その他 

・ 各種基準類・要領に関する事項 

・ 発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の選定に関

する事項 

・ 講習会・研修に関する事項 

・ 必要な情報の収集及び提供 

 

なお、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の選定に関す

る協力を要請された場合（基本方針第２の８（１）ハ）における基本方針第２

の８（２）の公益法人が所管の公益法人である場合には、必要な情報提供を行

う。 
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参考 公共工事の品質確保における新たな取組 

 公共工事の品質確保に資する発注方式に関する取組の事例及び今後の検討事

項として次に掲げる事項等が指摘されている。 

  

（１）設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式） 

現在の公共事業においては、一般的に、設計については、発注者が自ら行

うか、あるいは技術力のある設計者に委託して行われている。また、施工に

ついては、施工段階での競争性を確保する必要性等から、基本的には設計と

は分離して発注されている。 

しかし、施工技術の開発の著しい工事で、設計技術が施工技術と一体で開

発されるなどにより、個々の業者が有する特別な設計と施工の技術を一体的

に発注することにより、発注者、ひいては国民にとって有利な調達が期待で

きる場合もあると考えられ、設計と施工を同一の実施者によって実施するも

のであり、基本方針第２の３（１）においても高度な技術提案を求める場合

の発注方式として示されている。 

 

（２）コンストラクション・マネジメント技術活用（ＣＭ）方式 

短期的に事業量が増加した場合や、自らの経験が少ない工種を発注する場

合、定常的に技術者が不足している場合あるいは、分離・分割発注への要望

に伴う工事間調整の増加がある場合等においては、体制整備が間に合わない

等の課題を各発注機関は抱えている。 

ＣＭ方式では、これまで発注者・受注者の双方が行ってきた様々なマネジ

メント業務（設計検討、工程管理、発注計画、費用管理、施工監理、品質管

理等）の一部を、別の主体に行わせる契約をすることにより、上記課題の対

策とするとともに、公共工事の品質確保の有効な手段として試行を実施して

いる。 

 

（３）コンサルタント・ゼネラルコントラクター異業種共同企業体 

 今後、設計・施工一括発注方式やＣＭ方式の増加が予想され、受注者に設計

と施工の双方の技術力が要求される場面が想定される。 

 この場合、設計技術を持つコンサルタント、施工技術を持つコントラクター

の共同企業体とすることにより、円滑に双方の技術力を活用することが可能と

なることから、これらの異業種ＪＶについて制度上の課題等を検討し、早期の

試行を図る。 
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 参考-1 

〔参考１〕入札説明書例（高度技術提案型、標準型） 

【 関連：「本編３－１ 技術提案の求め方」 】 
  

一般競争入札（政府調達対象工事）において高度技術提案型及び標準型を適用

する場合の入札説明書例を以下に示す。 

 

入札説明書 

 

 ○○地方整備局の○○○○建設工事に係る入札公告（建設工事）に基づく一般競争入札

等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１．公告日 平成○年○月○日 

 

２．契約担当官等 

  支出負担行為担当官  ○○地方整備局長 ○○ ○○ 

  ○○県○○市○○町○－○－○ 

 

３．工事概要 

（１）工 事 名   ○○○○建設工事 

（２）工事場所    ○○県○○市○○町○－○－○ 

（３）工事内容    別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 

（４）工  期  平成○年○月○日（ ）まで 

（５）使用する主要な資機材 コンクリート○○ｍ３、鉄筋○○t、板ガラス○○ｍ２、アス

ファルト合材○○ｔ、ガードレール○○ｍ 

（６）本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。 

（７）本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事

である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。 

（８）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられ

た工事である。 

（９）本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、

紙入札の申請に関しては、○○地方整備局総務部契約課に承諾願を提出して行うものとす

る。 

 

４．競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第７
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０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（２）○○地方整備局における○○工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく

一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 

（３）○○地方整備局における○○工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項

（共通事項）について算定した点数（経営事項評価点数）が○○○○点以上であること。

【経営事項評価点数を競争参加資格とする工事種別である場合のみ記載する。】。 

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）で

ないこと。 

（５）平成○○年度以降に、ＮＡＴＭによる内空断面○○ｍ２上、延長○○ｍ以上のトンネ

ル工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２

０％以上の場合のものに限る。）。なお、当該実績が平成８年４月１日以降に完成した大臣

官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事（港湾空港関係を除く。）に係る実績であ

る場合にあっては、評定点合計が６５点未満のものを除く。 

（６）工程管理に対する技術的所見が適正であること。 

（７）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる

こと。 

① １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「こ

れと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。 

・１級建設機械施工技士の資格を有する者 

・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）、林業部

門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目

を「建設」、「農業－農業土木」又は「林業－森林土木」とするものに限る。））の資格

を有する者 

・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 

② 平成○○年度以降に、（５）に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該

実績が平成８年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注し

た工事（港湾空港関係を除く。）に係る実績である場合にあっては、評定点合計が６５

点未満のものを除く。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又

はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当す

る者をいう。 

・平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有するもの。 

・平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成１６年３月１
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日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証

及び指定講習受講修了証を有する者。 

④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、そ

の旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入

札に参加できないことがある。 

（８）競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以

下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、○○地方整備局長から

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１

号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（９）○○地方整備局における一般土木工事のうち、平成１２年４月１日以降に完成した

工事がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の平均が○○点

以上であること。 

（10）３．（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

事面において関連がある建設業者でないこと。〔注：受託者が設計共同体である場合は、

【３．（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当

該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。】と記載する。〕 

（11）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと

（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。な

お、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとるこ

とは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定に抵触するものではないことに留意する

こと。 

① 資本関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又

は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

 （イ）親会社と子会社の関係にある場合 

 （ロ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（イ）については、会社の一方が更正

会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

 （イ）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

 （ロ）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

（12）総合評価方式に係る「□□□の提案に係わる具体的な施工計画」が適正であること。 

 「□□□の提案に係わる具体的な施工計画」の提出にあたって、入札説明書の別冊図面

及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書等（以下「標準案」という。）の内容

と異なる施工方法（以下「技術提案」という。）で施工する場合は、その内容を示した施工
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計画書を提出すること。技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工す

る意思がある場合には、標準案による施工計画を併せて提出すること。 

 

５．総合評価に関する事項 

（１）入札の評価に関する基準 

 本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は次のとおりとする。 

① □□□の提案に係わる具体的な施工計画を評価する。 

② 配置予定技術者の能力をヒアリング結果に基づき評価する。 

③ □□□（提案値）を評価する。提案の単位は○○単位とする。 

 

（ア） □□□の提案に係わる具体的な施工計画 

評価項目 評価基準 配点 得点 
施工計画が現地の環境条件（地形、地
質、環境、地域特性等）を踏まえて適
切であり、優位な工夫が見られる 

○○ 

施工計画が現地の環境条件を踏まえて
おり適切 

○○ 

技術提案の実現性、有
効性を確認するための
施工計画の適切性 
・与条件との整合性 
・技術的裏付け 等 不適切ではないが、一般的な事項のみ

の記載となっている 
○○ 

/ ○○ 

 

（イ） 配置予定技術者の能力（ヒアリング） 

評価項目 評価基準 配点 得点 
実績として挙げた工事の担当分野に中
心的・主体的に参画し、創意工夫等の
積極的な取組が確認できる 

○○ 

実績として挙げた工事の担当分野にお
いて適切な工事管理を行ったことが確
認できる 

○○ 

技術者の専門技術力 
・関連分野における施
工経験や知識量 

・担当工事における創
意工夫の取組 

その他 ○○ 

/ ○○ 

当該工事について適切に理解した上
で、施工上の提案等適切な取組体制が
認められる 

○○ 

当該工事について適切に理解している ○○ 

当該工事の理解度・取
組体制 
・当該工事の施工上の
課題や問題点等の理
解度（質疑応答の状
況を含む） 

・課題への対応に関す
る技術的な裏付け その他 ○○ 

/ ○○ 

技術上の質問に対する応答が明快、か
つ迅速である 

○○ 技術者の技術上のコミ
ュニケーション能力 

その他 ○○ 
/ ○○ 
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（ウ） □□□（提案値） 

評価項目 評価基準 得点 
ライフサイクルコスト及びその他コストに関する技
術提案内容について： 
・提案数値による定量評価 
・提案内容に対する定性評価 
（優／良／可の判定、等） 
・コストとして評価 

総合的なコスト
の縮減に関する
技術提案内容： 
・ライフサイクル

コスト 
・その他（補償費

等） 

（ライフサイクルコストに関する具体的な評価項目
例） 

・構造物の維持管理費 
・非常用自家用発電機の燃料消費率 
・変圧器の変換損失値 等 
 
（その他コストに関する具体的な評価項目例） 
・補償費の生じる期間の短縮日数 
・補償費の支出額 等 

/ ○○ 

 

（２）総合評価の方法 

① 標準点 

 （１）「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案及び提案値が標準案と同等以

上の者には標準点１００点を与え、さらに良好な提案及び提案値に加算点を下記のとおり

与える。なお、標準案に基づく入札参加者には、標準点１００点のみを与え、加算点は与

えない。 

② 加算点 

 加算点は、（１）「入札の評価に関する基準」に示す評価項目について、（ア）、（イ）及

び（ウ）により加算点を与える。 

③ 価格、提案及び提案値に係わる総合評価は、①及び②により得られる標準点と加算点

の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。 

 

（３）落札者の決定方法 

① 入札参加者は、価格及び（１）「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案及

び提案値をもって入札し、次の（ア）から（ウ）の全ての要件に該当する者のうち、（２）

「総合評価の方法」によって算出された数値（以下「評価値」という。）の最も高い者

を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当

該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当

であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求

要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることが

ある。 

（ア） 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

（イ） 提案及び提案値が最低限の要求要件（標準案）を満たしていること。 



 参考-6 

（ウ） 評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値（以下「基準評価値」

という。）に対して下回らないこと。 

② ①において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落

札者を決める。 

 

（４）評価内容の担保 

 実際の施工に際しては、技術資料に記載した施工方法により施工し、入札書に記載した

提案値及び提案内容を満たす施工を行うものとする。 

 受注者の責により提案内容及び提案値を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を

行う。再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償の請求

等を行う。 

 併せて、以下により工事成績評点を減ずる措置を行う。 

① □□□の提案に係わる具体的な施工計画 

 技術提案の内容どおり実施できなかった場合は○点減点する。 

② □□□（提案値） 

 技術提案の提案値を満たさない場合は○○につき○点を減点する。 

 なお、技術的所見に記載された内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合は

29．（３）の扱いとする。 

 

６．設計業務等の受託者等 

（１）４.（10）の「３.（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げ

る者である。 

   ・○○○○設計株式会社 

（２）４.（10）の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、

次の①又は②に該当する者である。 

① 当該受託者の発行済株式総数の １００分の５０を超える株式を有し、又はその出資

の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者 

② 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場

合における当該建設業者 

 

７．担当部局 

  〒○○○－○○○○ ○○県○○市○○町○－○－○ ○○地方整備局総務部契約課○

○係 電話○○○○－○○－○○○○ 

 

８．競争参加資格の確認等 

（１）本競争の参加希望者は、４.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次

に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格
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の有無について確認を受けなければならない。 

 ４.（２）の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出す

ることができる。この場合において、４.（１）及び（４）から（12）までに掲げる事項

を満たしているときは、開札の時において４.（２）及び（３）に掲げる事項を満たして

いることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた

者が競争に参加するためには、開札の時において４.（２）及び（３）に掲げる事項を満

たしていなければならない。 

 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められ

た者は、本競争に参加することができない。 

① 提出期間： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで（日曜日、土

曜日及び祝日を除く。）○時○分から○時○分まで 

② 提出場所：  ７．に同じ。 

③ 提出方法： 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより行う。ただし、発注

者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参し、又は郵送する（書

留郵便に限る。提出期間内必着。）ことにより行うものとする。 

（２）申請書は、別記様式１により作成すること。 

（３）４.（５）の同種の工事の施工実績及び４.（７）の配置予定の技術者の同種の工事

の経験の確認を行うにあたっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国

及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の

国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における同種の工事の施

工実績及び経験をもって行う。 

（４）資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 

 なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験につい

ては、平成○○年度以降に、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること

とし、「同種の工事の施工実績」（別記様式２）に記載する工事及び「主任（監理）技術者

等の資格・工事経験」（別記様式３）の「工事の経験の概要」に記載する工事が平成８年４

月１日以降に完成した地方整備局の発注した工事（港湾空港関係を除く。）である場合にあ

っては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。 

① 施工実績 

 ４.（５）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式２に

記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。 

② 配置予定の技術者 

 ４.（７）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事

の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３に記載すること。記載する同

種の工事の経験の件数は１件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の

資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。 

 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の
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工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入

札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工

事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入

札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

③ 施工計画 

 ４．（６）に掲げる資格があることを判断できる工程管理に対する技術的所見を別記様

式４に記載すること。 

④ □□□の提案に係わる具体的な施工計画（技術提案） 

 ４.（12）に掲げる資格があることを判断できる技術提案を別記様式５に記載すること。

施工計画を適正と認めることにより、設計図書において指定しない部分等の工事に関する

請負者の責任が、軽減されるものではない。 

 □□□の提案については、その後の工事において、その提案内容が一般的に使用されて

いる状態になった場合は、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排

他的権利を有する提案については、この限りでない。なお、発注者は、提案内容に関する

事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱うものとする。また、提案者の

了承を得ることなく提案の一部のみを採用することはしない。ただし、落札者の提案につ

いては、採用した理由の説明を求められた場合に他者に比べ優位な点を公表することがあ

る。 

 施工計画の審査は、施工計画が現地の環境条件（地形、地質、環境、地域特性等）を踏

まえた適切な内容であるか審査する。 

 施工計画を作成するにあたっては、他機関及び他工事との調整が必要となる施工計画の

提案は原則認めない。 

 「□□□の提案に係わる具体的な施工計画」の採否については、競争参加資格認定結果

の通知に併せて書面により通知する。その際、施工計画が適正と認められなかった場合に

は、その理由を付して通知する。 

⑤ 契約書の写し【契約書の写しの提出を求める場合のみ記載する。】 

 上記①の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出するこ

と。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム

（ＣＯＲＩＮＳ）」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 

（５）競争参加資格確認資料のヒアリング【必要に応じて実施する。】 

 競争参加資格確認資料のヒアリングを次の要領で行う。 

① 日 時： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで 

② 場 所： 〒○○○－○○○○ ○○県○○市○○町○－○－○ 

                ○○地方整備局 ○○部○○課○○係  

                  電話 ○○○○－○○－○○○○ 

③ その他： 企業別のヒアリング日時については、追って連絡する。なお、出席者は資

料の内容を説明できる者とする。 
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（６）競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、そ

の結果は平成○年○月○日までに電子入札システム（紙により申請した場合は、紙）にて

通知する。 

（７）技術提案書の改善 

 技術提案書の改善については下記のいずれかの場合によるものとする。 

① 技術提案書の記載内容について、発注者が審査した上で（８）に示す期間内に改善を

求め、提案者が応じた場合。 

② 技術提案書の記載内容について、（８）に示す期間内に提案者が改善の提案を行った

場合。 

 なお、改善された再技術提案書の提出内容は修正箇所のみでよいものとするが、発注者

が必要に応じてする資料の提出の指示には応じなければならない。 

 また、本工事の契約後、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表するもの

とする。 

（８）技術提案書の改善、又は改善を提案する期間等 

 技術提案の改善、又は改善を提案する期間については下記のとおりとする。 

  日 時：平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで 

 なお、方法・場所は追って通知する。 

（９）再技術提案書の提出期間等 

① 提出期間： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで（日曜日、土

曜日及び祝日を除く。）○時○分から○時○分まで 

② 提出場所： ７．と同じ。 

③ 提出方法： 申請書及び資料の提出方法に同じ。 

（10）再技術提案書のヒアリング 

 再技術提案書のヒアリングは次の要領で行う。 

① 日 時： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで 

② 場 所： 競争参加資格確認資料のヒアリングに同じ。 

③ その他： 企業別のヒアリングの日時及び場所は追って通知する。出席者は、資料の

内容を説明できる者とする。 

（11）その他 

① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提

出者に無断で使用しない。 

③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 

 （１）、（２）及び（６）に関して： ７.に同じ。 

 （３）から（５）及び（７）から（10）に関して： （５）②に同じ。 
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９．予定価格算定時における施工計画の活用方法 

発注者は、技術提案書における施工計画の範囲については、審査の結果を踏まえて、予

定価格を作成する上で適切な計画を活用して予定価格を算定するものとする。なお、適切

な施工計画の選定に当たっては、各社の計画の部分的な内容の組合せは行わないものとす

る。 

 

10．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格

がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 

①  提出期限： 平成○年○月○日（ ）○時○分。 

②  提出場所： 上記７．に同じ。 

③  提出方法： 電子入札システムにより提出すること。ただし、地方整備局長の承諾を

得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。 

（２）支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成○年○月○日までに説明を

求めた者に対し電子入札システム（紙による説明要求の場合は、紙）により回答する。 

 

11．入札説明書に対する質問 

（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 

① 受領期間： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで。持参する場

合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日、○時○分から○時

○分まで。 

② 提出場所： ７．に同じ。 

③ 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。ただし、地方整備局長の承諾を

得た場合は、紙を持参することにより提出するものとする。 

（２）（１）の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。 

① 期  間： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）までの日曜日、土

曜日及び祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。 

 

12．入札及び開札の日時及び場所等 

（１）入札日時： 平成○年○月○日（ ）○○時○○分。（ただし、郵便による入札の受

領期限は、平成○年○月○日（ ）○○時○○分） 

（２）入札場所： 〒○○○－○○○○ ○○県○○市○○町○－○－○ 

         ○○地方整備局○○○（ただし、郵便による入札の提出場所は、○○

地方整備局総務部契約課） 

（３）開札日時： 平成○年○月○日（ ）○○時○○分。 

（４）開札場所： 入札場所に同じ。 
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（５）そ の 他： 紙競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加

資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。ただし、

郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の

間に入れて郵送すること。 

 

13．入札方法等 

（１）入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、○○地方整備局長の承

諾を得た場合は、持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。電送（ファクシミリ）に

よる入札は認めない。 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

 

14．入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 免除。 

（２）契約保証金 納付（保管金の取扱店 ○○○）。ただし、利付国債の提供（保管有価

証券の取扱店  ○○○）又は金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁 ○○地

方整備局）をもって契約保証金の納付に代える事ができる。また、公共工事履行保証証券

による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。 

 

15．工事費内訳書の提出 

（１）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳

書の提出を求める。なお、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書

を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。 

（２）工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明

らかにすること。 

（３）工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利

義務を生じるものではない。 

 

16．開札 

 開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せて行う。 

 ただし、○○地方整備局長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、
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工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封

緘をして提出すること。 

 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会

うこと。 

 一回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合

には再度入札を辞退したものとして取り扱われること。 

 

17．入札の無効 

 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をし

た者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊○○競争契約入札心得において示した条件

等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい

た場合には落札決定を取り消す。 

 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札

の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 

 

18．落札者の決定方法 

 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記５．（３）

に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者

の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範

囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする

ことがある。 

 

19. 配置予定監理技術者の確認 

 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認

された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合で

やむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特

別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、４.（７）に掲げる基準を満た

し、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

20．別に配置を求める技術者 

 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事であって、低入札価格調査基準価格

を下回った価格をもって契約する場合において、○○地方整備局管内で入札日から過去２

年以内に完成した工事、又は入札時点で施工中の工事に関して、次の①から④までのいず

れかに該当するときは、監理技術者とは別に、４．（７）に定める要件と同一の要件（４．

（７）②なお書に掲げる工事経験を除く。）を満たす技術者を、専任で１名現場に配置する
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こととする。 

① ６５点未満の工事成績評定を通知された者 

② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補（軽微な手直し

等を除く。）又は損害賠償を請求された者。 

③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員による書面によ

る警告若しくは注意の喚起を受けた者 

④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者 

 なお、当該技術者は、施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うも

のとする。 

 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理

技術者の通知と同様に契約担当官等に通知するものとする。 

 

21．手続における交渉の有無 無。 

 

22．契約書作成の要否等 

 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 

 

23．支払条件 

 

24．火災保険付保の要否 

 

25．当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意

契約により締結する予定の有無 

 有（随意契約により締結する予定の工事の範囲等は、別冊図面参照）。 

 

26．苦情申立て  

 本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理

手続」（平成７年１２月１４日付け政府調達苦情処理推進本部決定）により、政府調達苦情

検討委員会（連絡先：内閣府政府調達苦情処理対策室（政府調達苦情検討委員会事務局、

電話０３－３５８１－０２６２（直通））に対して苦情を申し立てることができる。 

 

27．関連情報を入手するための照会窓口 

 ７．に同じ。 

 

28．提案値の変更に関する事項 

 施工条件の変更、災害等、請負者の責に帰さない事由により「□□□の提案に係わる具

体的な施工計画」及び「□□□の提案値」に影響を及ぼす場合は、以下の式により読み替
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えて適用することを基本とし、これ以外の事案については、現場の状況により必要に応じ

協議して定めるものとする。 

     変更「提案値」＝（条件変更の発注者算定値／当初計画の発注者算定値） 

            ×入札に係る「提案値」 

 

29．その他  

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札参加者は、別冊○○競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、○○競争契

約入札心得を遵守すること。 

（３）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指

名停止を行うことがある。 

（４）落札者は、８.（１）の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置

すること。 

（５）落札した総合建設業者及び下請業者が外国の板ガラス製造業者からの競争力ある取

引の申出に対して適切な配慮を払いつつ、板ガラスを含む建設資機材を内外無差別の原則

に基づいて選定することを期待する。 

（６）契約締結後の技術提案  

 契約締結後、請負者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることな

く請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発

注者に提案することができる（ただし、総合評価に係わる技術提案の範囲を除く。）。提案

が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負

代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。 
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（別記様式１） 

                                                   （用紙Ａ４） 

 

競争参加資格確認申請書  

 
 
                                                         平成    年    月    日 
 
 
    ○○地方整備局長 殿 
 
 
 
                                         住 所 
 
                                         商号又は名称 
 
                                         代 表 者 氏 名 
 
 
 
  平成○年○月○日付けで公告のあった○○○○建設工事に係る競争参加資格について確
認されたく、下記の書類を添えて申請します。 
 なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する者
でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 
 
 
 
                                          記 
 
 
  １  入札説明書８．（４）①に定める施工実績を記載した書面 
 
  ２  入札説明書８．（４）②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面 
 
  ３  入札説明書８．（４）③に定める施工計画を記載した書面 
 
  ４  入札説明書８．（４）④に定める技術提案を記載した書面 
  
  ５  入札説明書８．（４）⑤に定める契約書の写し 
             ［契約書の提出の写しを求める場合のみ］ 
 
 
注）地方整備局長の承諾を得て紙入札方式とする場合は、申請書に返信用封筒（表に申請
者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金（４３０円）に相
当する切手をはった長３号封筒とする。）を添えて提出すること。 
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（別記様式２） 

                                                  （用紙Ａ４） 

同種の工事の施工実績 

○○工（工種･工法を指定する場合） 

                    会社名：           

競争参加資格 延長○○ｍ以上のＮＡＴＭ 杭径○ｍ以上の場所打杭 

工事名称   

発注機関名   

施工場所 （都道府県・市町村名）  

契約金額   

工期 平成 年 月～平成 年 月  

工
事
名
称
等 

受注形態 単体／ＪＶ（出資比率）  

構造・形式   

規模・寸法   

使用機材・数量   

工
事
概
要 

設計条件   

注）公告において明示した資格があることを判断できる必要最小限の項目を設定すること。 
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（別記様式３） 
                                                   （用紙Ａ４） 

主任（監理）技術者の資格・工事経験 

 

                    会社名：           

配置予定技術者の 
従事役職・氏名 

○○技術者  ○○ ○○ 

法令による資格・免許 
一級土木施工管理技士（取得年） 
監理技術者資格（取得年、登録番号及び登録会社） 
監理技術者講習（取得年、修了証番号） 

工事名称  

発注機関名  

施工場所 （都道府県・市町村名） 

契約金額  

工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 

従事役職 現場代理人、主任技術者、監理技術者等 

工事内容  

工
事
経
験
の
概
要 

CORINS 登録の有無 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号） ・ 無 

工事名称  

発注機関名  

工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 

従事役職 現場代理人、主任技術者、監理技術者等 

本工事と重複する
場合の対応措置 

例）本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定 
  のため本工事に従事可能 

申
請
時
に
お
け
る
他
工
事
の 

従
事
状
況
等 

CORINS 登録の有無 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号） ・ 無 

注）公告において明示した資格があることを判断できる必要最小限の項目を設定すること。 
注）申請時における他工事の従事状況等は、申請時に従事しているすべての工事について

記載するものとし、本工事を落札した場合の技術者の配置予定を記入すること。 
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（別記様式４）                                                     （用紙Ａ４） 

工 程 表 

工事名：           

会社名：           

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
項目 単位 数量 

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

■工程管理に対する技術的所見 
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（別記様式５）                           （用紙Ａ４） 

□□□に関する技術提案 
工事名：           

会社名：           

 
■技術提案事項   □□□ 

 
具 体 的 な 施 工 計 画 

１．提案値（単位：○） 

 

 

２．具体的な施工計画内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．利用条件 
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〔参考２〕技術資料の提出要請書例（簡易型） 

【 関連：「本編３－１ 技術提案の求め方」 】 
  

工事希望型競争入札において簡易型総合評価を適用する場合の技術資料の提

出要請書例を以下に示す。 

 

 

○○建設株式会社 

代表取締役社長 

  ○○ ○○ 殿 

  ○○地方整備局    

○○河川国道事務所長 

○○ ○○  

 

○○工事に係る技術資料の提出依頼について 

 

 標記工事について、入札に参加する意思がある場合は、下記に掲げる要領により技術資

料を作成し、提出してください。なお、技術資料を提出した者の中から入札条件のすべて

を満たす者すべてを指名することとします。 

 

記 

 

１．工事の概要 

（１）工 事 名  ○○工事（電子入札対象案件） 

（２）工事場所  ○○県○○市○○町○－○－○ 

（３）工事内容  本工事は、（工事概要）施工するものである。 

          ○○工事（規模）             １式 

           ・作業土工               １式 

           ・○○工           約○，○○○m3 

           ・仮設工                １式 

（４）工  期  平成○○年○月○○日まで。（予定）約○カ月間 

（５）資  料  ①位置図   ②○○図  ③○○図 

（６）本工事においては、入札時に施工計画等に関する技術提案を受け付け、価格以外の

要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式を適用する。 

（７）本工事においては、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第８６条第

１項の規定による調査を受けた者との請負契約については、次の①から③までに掲げる
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ところによる。 

① 契約保証金の額、保証金額又は保険金額を請負代金額の１０分の３とすること。 

② 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事においては、監理技術者とは

別に、監理技術者と同一の資格（工事経験に係るものを除く。）を満たす技術者の配

置を求めることがあること（「４．技術的能力の審査に関する事項」参照。）。 

③ 別冊工事請負契約書案第３４条第１項中「１０分の４」を「１０分の２」に変更

し、同条第５項中「１０分の４」を「１０分の２」に、「１０分の６」を「１０分の

４」に変更し、同条第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の３」に、「１０

分の６」を「１０分の４」に変更すること。 

（８）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳

書の提出を求める。なお、工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数

量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書は、参考図書として提出を

求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではないこと。 

（９）本工事においては、技術資料の提出、入札書及び工事費内訳書の提出は、電子入札

システムにより行う。ただし、次の①から③までに掲げる事項に留意するものとする。 

① 電子入札システムによる技術資料、入札書及び工事費内訳書の提出が困難である者

は、発注者の承諾を得て紙入札方式によることができるものとすること。この場合に

おいて、当該承諾の申請の受付に係る受付窓口及び受付時間は次のとおりであること。 

・受付窓口：○○地方整備局 総務部 契約課 契約（第○）係 

      〒○○○－○○○○ 住所 

      TEL ○○－○○○○－○○○○（代）内線○○○ 

・受付時間：平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）までの土曜日、日

曜日、祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。ただし、平成○年○月○日（ ）

は○時○分までとする。 

② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への変更は認めないものと

するが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が

認めた場合に限り例外的に認めるものとする。 

③ 以下、本作成要領において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上

記の発注者の承諾を前提に行われるものである。 

（10）上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

事面において関連のある建設業者の入札は認めない。【受託者が設計共同体である場合

は「上記３．(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員

又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。」とす

る。以下同様。】 

① 「１．示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げるものである。 

  ・○○コンサルタント株式会社 

② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の１）
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又は２）に該当する者である。 

１）当該受託者の発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその

出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者。 

２）建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている

場合における当該建設業者。 

（11）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけら

れた工事である。【「建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律」第９条に該当す

る工事の場合記載する】 

（12）本工事は、契約締結後に施工方法等の技術提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行

工事である。【契約後ＶＥ試行の場合に記載する】 

（13）本工事は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事であ

る。【ＩＳＯ９００１活用対象工事の場合に記載する】 

（14）本工事は、発注者と請負者間において、工事施工に係る手続をコンピュータネット

ワークを利用した文章等の情報交換により行うＣＡＬＳ／ＥＣ実証フィールド実験

対象工事である。【ＣＡＬＳ試行の場合に記載する】 

 

２．技術資料の内容 

 作成する技術資料の内容は、次表のとおりとし、記載内容を証明する資料として、以下

の①～③の書類を提出すること。 

① 次表（４）～（５）の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し。なお、契

約書の写しは工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分のみでよい。

ただし、財団法人日本建設情報総合センタ－の工事実績情報システム（以下「ＣＯＲ

ＩＮＳ」という。）に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。

この場合、登録されていることが確認できること。 

② 次表（４）～（５）の施工実績として記載した工事が平成○年４月１日以降に完成

した大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の

工事を含み、港湾航空関係を除く。）である場合は、当該工事に係る工事成績評定通

知書の写し又はこれに準ずるもの。 

③ 次表（５）の配置予定技術者に係る資格者証等の写し。なお、監理技術者資格者証

については、裏面の写しも提出すること。 

 なお、申請する工事の完成・引き渡し年月日は、技術資料提出日以前のものとする。 

 また、同種工事の施工実績の要件と配置予定技術者の施工経験の要件が異なる場合

があるので、確認の上作成すること。 
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記載事項 内容に関する留意事項 

（１）工程管理

に対する技

術的所見 

①本工事の概略の工程表を記入する。また、工程管理に対する技術的所見

を工程表の下に記載する。 

②記載様式は様式－１とする。 

（２）材料の品

質管理に対

する技術的

所見 

①本工事の実施にあたり、現場状況を踏まえて、施工上使用する材料（○

○）の品質管理に対する技術的所見を記載する。 

②記載様式は様式－２とする。 

（３）施工上の

課題に対す

る技術的所

見 

①本工事の実施にあたり、現場状況を踏まえて、施工上の課題として○○

対策に対する技術的所見を記載する。 

②記載様式は様式－３とする。 

（４）企業の施

工能力 

①施工実績は、平成○年から技術資料提出期限までに完成し、引き渡しが

完了した工事の中から代表的なものを１件記載する。 

②施工実績は当該発注者、その他の公共発注機関、民間事業者の発注機関

の順序で優先して選択する。 

③共同企業体としての施工実績は、出資比率２０％以上のものに限定する。 

④同種工事とは、延長○○m、面積○○㎡以上の○○工事とする。類似工事

とは、延長○○m、面積○○㎡以上の○○工事とする。 

⑤共同企業体としての施工実績は、出資比率２０％以上のものに限定する。 

⑥記入要領 

・工事名称：受注工事名とする。 

・発注機関名：具体的に記入する。 

・施工場所：具体的に記入する。 

・契約金額：百万円単位とし、小数第２位まで記入（切り捨て） 

・工期：契約の翌日から工事完了までの年月を記入 

・受注形態：単体、共同企業体の別を記入する。共同企業体の場合は出資

比率も記入する。 

・表彰：平成○年４月１日以降発注工事において優良工事表彰（工事の出

来映え・品質に関する表彰に限る｡）を受けている場合は表彰名、工事名、

表彰者及び表彰年月日を記載する。 

⑦記載様式は様式－４とする。 

（５）配置予定

技術者の能

力 

①主任（監理）技術者は、予定者の氏名等を記載する。なお、技術資料提

出時に配置予定技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複

数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候

補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。また、実際の施工に
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あたって技術資料に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病気、

死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。 

②主任（監理）技術者は、１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資

格を有する者とする。ここで、同等以上の資格を有する者とは、建設業

法第１５条第２号で定めている者とする。また、監理技術者にあっては、

当該工事種別の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下

の者をいう。 

・平成○年○月○日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 

・平成○年○月○日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成○年

○月○日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、

監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 

③施工経験は、平成○年から技術資料提出期限までに完成し、引き渡しが

完了した工事の中から代表的なものを１件記載する。 

④施工経験は当該発注者、その他の公共発注機関、民間事業者の発注機関

の順序で優先して選択する。 

⑤工事成績は、平成○年から監理技術者若しくは主任技術者として実施し

た工事の工事成績評定点を記載する。 

⑥共同企業体としての施工経験は、出資比率２０％以上のものに限定する。 

⑦同種工事とは、延長○○m、面積○○㎡以上の○○工事とする。類似工事

とは、延長○○m、面積○○㎡以上の○○工事とする。 

⑧記入要領 

・氏名：氏名を記入する。 

・資格：保有資格を記入する。（複数ある場合、複数記入） 

・工事名称：受注工事名とする。 

・発注機関名：具体的に記入する。 

・施工場所：具体的に記入する。 

・契約金額：百万円単位とし、小数第２位まで記入（切り捨て） 

・工期：契約の翌日から工事完了までの年月を記入 

・受注形態：単体、共同企業体の別を記入する。共同企業体の場合は出資

比率も記入する。 

・表彰：配置予定技術者が、平成○年４月１日以降発注工事において技術

者表彰を受けている場合は表彰名、工事名、表彰者及び表彰年月日を記

載する。 

⑨記載様式は様式－５とする。 
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３．技術資料の提出 

（１）技術資料は電子入札システムで提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札

方式による場合は、次の受付期間及び受付場所に持参するものとし、郵送又は電送（フ

ァクシミリ）によるものは受け付けない。 

・電子入札システムによる受付期間：平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）

までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。ただし、平成

○年○月○日（ ）は○時○分までとする。 

・持参による受付期間：平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）までの土

曜日、日曜日、祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。ただし、平成○年○月

○日（ ）は○時○分までとする。 

・受付場所：○○地方整備局 ○○部 ○○課  

        〒○○○－○○○○ 住所 

        TEL ○○－○○○○－○○○○（直通）内○○○ 

（２）提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示すること。（頁

の例：１／○○～○○／○○）また提出部数は１部とする。 

（３）技術資料提出の際には、返信用封筒として、表に技術資料提出者の住所・氏名を記

載した長３号封筒（切手は不要）を提出すること。ただし、電子入札システムで提出し

た場合は不要。 

（４）電子入札システムにより技術資料を提出する場合は以下に留意すること。 

① 配布された様式を基に作成するものとし、ファイル形式は以下によること。 

  ・Microsoft Word（Word2000 形式以下で保存） 

  ・Microsoft Excel（Excel2000 形式以下で保存） 

  ・Just System 一太郎（Ver10 形式以下で保存） 

  ・PDF ファイル 

② 複数の申請書類は、全てを１つのファイルにまとめ、契約書印等があるものや図面

等については、スキャナ等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量の合計を１ＭＢ

以内とすること。ただし、圧縮することにより１ＭＢ以内に収まる場合は、Zip 形式

又は Lzh 形式により圧縮（自己解凍形式は除く。）して送付することを認める。 

 申請書類は極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で収まらない

場合は、申請書類のすべてを、平成○年○月○日（ ）○時○分必着で郵送すること。

（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）郵送の際の送付先は３．（１）の受付

場所と同じとする。郵送で申請書類を提出した場合は、電子入札システムにより、技

術資料として以下の１）～４）の内容を記載した書面（様式－６）のみを送信するこ

と。なお、この書面の押印は不要。 

  １）郵送する旨の明示 

  ２）郵送する書類の目録 

  ３）郵送する書類の頁数 
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  ４）発送年月日 

③ 技術資料の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不

要。ただし、指定の容量を超過して郵送による場合は押印すること。 

 

４．技術的能力の審査に関する事項 

 技術審査における審査項目及び審査基準は以下のとおりとする。また、２．（４）の同種

工事の施工実績及び２．（５）配置予定技術者の工事経験の確認にあたっては、効力を有す

る政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放

的であると認められる国及び地域以外の国又は地域（以下「協定非適用国」という。）に主

たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち協定非適

用国に主たる営業所を有する者が当該建設業者の資本金の額の２分の１以上を出資してい

るものにあっては、我が国における同種工事の施工実績及び配置予定技術者の工事経験を

もって行う。 

 

審査項目 審 査 基 準 

（１）施工計画 
工程管理に対する技術的所見、材料（○○）の品質管理及び施工上の課

題に対する技術的所見が適切であること。 

平成○年４月１日以降の同種又は類似工事の施工実績を有すること。 

ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社が元請けと

しての同種又は類似工事の施工実績を有すること。 
（２）企業の施

工能力 
①当該工種工事における平成○年度より平成□年度までの工事成績が、

２年連続で平均が６０点未満でないこと。 

②当該工種工事における平成○年度から平成□年度までに表彰を受けた

優良工事表彰の有無 

（３）配置予定

技術者の能

力 

①主任（監理）技術者の資格、同種又は類似工事における主任（監理）

技術者又は現場代理人の経験を有すること及び申請時における他工事

の従事状況等（ただし、経常建設共同企業体にあっては、１社の主任

（監理）技術者が同種工事の経験を有していればよい｡） 

②主任（監理）技術者としての平成○年度より平成□年度までの工事成

績において、２年連続して平均が６０点未満でないこと。 

③平成○年４月１日以降の発注工事における技術者表彰の有無 
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５．総合評価に関する事項 

（１）入札の評価に関する基準 

 各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。 

１）施工計画について 

評価項目 評価基準 配点 得点 
工事の手順が適切であり、安全対策等
の工夫が見られる 

○○ 施工計画の実施手順
の妥当性 

工事の手順が適切である ○○ 
    / ○○ 

各工程の工期が適切であり、工期短縮
が見られる 

○○ 工期設定の適切性 
各工程の工期が適切である ○○ 

/ ○○ 

品質の確認方法、管理方法が現地の環
境条件（地形、地質、環境、地域特性
等）を踏まえて適切であり、安全対策
等の工夫が見られる 

○○ 
コンクリート、鋼材
溶接部等の品質の確
認方法、管理方法の
適切性 

適切である ○○ 

/ ○○ 

課題への対応が現地の環境条件（地形、
地質、環境、地域特性等）を踏まえて
的確に図られ、安全対策等の工夫が見
られる 

○○ 

発注者が指定した施
工上の課題への対応
の的確性 
・与条件との整合性 
・理解度 
・対応方針の裏付け 
        等 的確である ○○ 

/ ○○ 

 

２）企業の施工能力について 

評価項目 評価基準 配点 得点 

同種工事の実績あり ○○ 過去 10 年間の同種・
類似工事の施工実績
の有無 類似工事の実績あり ○○ 

/ ○○ 

７５点以上 ○○ 
６５点以上 ７５点未満 ○○ 

過去２年間の工事成
績評定点の平均点 

６５点未満 ○○ 
/ ○○ 

表彰の実績あり ○○ 過去２年間の優良工
事表彰の有無 表彰の実績なし ○○ 

/ ○○ 

表彰の実績あり ○○ 過去２年間のイメー
ジアップ優良工事表
彰の有無 表彰の実績なし ○○ 

/ ○○ 
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３）配置予定技術者の能力について 

評価項目 評価基準 配点 得点 

同種工事の実績あり ○○ 過去 10 年間の主任
（監理）技術者の施
工経験の有無 類似工事の実績あり ○○ 

/ ○○ 

７５点以上 ○○ 

６５点以上 ７５点未満 ○○ 

過去２年間の主任
（監理）技術者の工
事成績評定点の平均
点 ６５点未満 ○○ 

/ ○○ 

表彰の実績あり ○○ 過去２年間の優良工
事技術者表彰の有無 表彰の実績なし ○○ 

/ ○○ 

 

４）企業の手持ち工事量について 

評価項目 評価基準 配点 得点 
手持ち工事量比率＜0.25 ○○ 
0.25≦手持ち工事量比率＜0.75 ○○ 
0.75≦手持ち工事量比率＜1.25 ○○ 

当該年度受注額÷過
去３年間の平均受注
額＝手持ち工事量比
率 1.25≦手持ち工事量比率 ○○ 

/ ○○ 

 

５）配置予定技術者の能力について（ヒアリング） 

評価項目 評価基準 配点 得点 
実績として挙げた工事の担当分野に中
心的・主体的に参画し、創意工夫等の
積極的な取組が確認できる 

○○ 

実績として挙げた工事の担当分野にお
いて適切な工事管理を行ったことが確
認できる 

○○ 

技術者の専門技術力 
・関連分野における
施工経験や知識量 

・担当工事における
創意工夫の取組 

その他 ○○ 

/ ○○ 

当該工事について適切に理解した上
で、施工上の提案等適切な取組体制が
認められる 

○○ 

当該工事について適切に理解している ○○ 

当該工事の理解度・
取組体制 
・当該工事の施工上
の課題や問題点等
の理解度（質疑応
答の状況を含む） 

・課題への対応に関
する技術的な裏付
け 

その他 ○○ 

/ ○○ 

技術上の質問に対する応答が明快、か
つ迅速である 

○○ 
技術者の技術上のコ
ミュニケーション能
力 その他 ○○ 

/ ○○ 

 

（２）総合評価の方法 

１）評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点を与え、さらに技術資料

の内容に応じ、加算点を与える。なお、標準点を１００点とし、加算点の最高点数

は３０点とする。 

２）総合評価は、標準点と（１）「入札の評価に関する基準」によって得られる加算点
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の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値をもって行う。 

 

（３）落札者の決定方法 

１）入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、次の（ア）､（イ）の要件に該

当する者のうち（２）「総合評価の方法」によって得られた数値（以下「評価値」と

いう。）の最も高い者を落札者とする。 

 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認められるときは（ア）、（イ）の要件に該当する入札をした他の者のうち評価値

の最も高い者を落札者とすることがある。 

 （ア）入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

 （イ）評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。 

２）１）において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決定する。 

（４）評価内容の担保 

 技術的所見に記載された内容については、設計図書に記載するものとし、工事完了後

において、履行状況について検査を行う。受注者の責により入札時の評価内容が満足で

きない場合は、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目ごとに○点減ずる。 

 なお、技術的所見に記載された内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合

は 12．（４）の扱いとする。 

 

６．配置予定技術者のヒアリング 

 配置予定技術者を対象としたヒアリングを次の要領で行う。 

① 日 時：平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで。 

② 場 所：○○○○○○○ 

③ その他：企業別のヒアリングの日時及び場所は追って通知する。なお、出席者は配置

予定技術者及び技術資料の説明ができる者とする。 

 

７．指名・非指名通知の日 

 指名・非指名の通知日は平成○年○月○日（ ）を予定する。 

 

８．入札及び開札の日時及び場所 

① 日 時：平成○年○月○日（ ） ○時○分 

② 場 所：○○○○○○○ 
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９．契約変更の取扱 

 契約締結後、条件変更等不可抗力な状況が発生した場合は、契約変更の対象とし、技術

的所見に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 

 

10．苦情申立て 

（１）技術資料を提出した者のうち当該工事について指名しなかった者に対して、指名し

なかった旨及び指名しなかった理由（以下「非指名理由」という。）を電子入札システ

ムにより通知する。（ただし、書面で提出した場合は、書面で通知する。） 

（２）（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（行政機関の休日

に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休

日」という）を含まない。）以内に電子入札システムにより、○○地方整備局長に対し

て非指名理由の説明を求めることができる。ただし、書面により説明を求めることもで

きる。 

（３）非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を

行った日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に電子入札システムにより、

○○部長に対して非落札理由についての説明を求めることができる。但し、書面により

説明を求めることもできる。 

（４）（２）及び（３）の受付時間及び書面の受付窓口、受付時間は次のとおりである。 

・電子入札システムによる受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、○時○分か

ら○時○分まで 

・書面による受付窓口：○○地方整備局 ○○部 ○○課 経理係 

          〒○○○－○○○○ 住所 

          TEL ○○－○○○○－○○○○（代）内線○○○ 

・書面による受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の○時○分から○時○分ま

で。 

（５）（２）及び（３）の書面は電子入札システム、又は持参（紙入札方式の場合に限る）

するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（６）（２）の非指名理由及び（３）の非落札理由について説明を求められたときは、説明

を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に電子

入札システムにより回答する。ただし、持参により提出された者に対しては、書面によ

り回答する。  

 

11．再苦情申立て 

（１）10．（６）の非指名理由及び非落札理由の説明に不服がある者は、それぞれの説明に

係る書面を受け取った日から７日（休日を含まない。）以内に書面により、○○地方整

備局長に対して再苦情を申し立てることができる。再苦情申立てについては○○地方整

備局入札監視委員会が審議を行う。 
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（２）再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 

・受付窓口 ： ○○地方整備局 総務部 契約課 調査係 

        〒○○○－○○○○ 住所 

        TEL ○○－○○○○－○○○○（代）内線○○○ 

・受付時間 ： 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の○時○分から○時○分まで。 

（３）再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 

・書類等の入手先 ：（２）の受付窓口。 

 

12．実施上の留意事項 

（１）技術的所見に記載された内容については、その後の工事において、その内容が一般

的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業

所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。なお、発注者は、提

案内容に関する事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱うものとす

る。また、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することはしない。ただ

し、落札者の提案については、採用した理由の説明を求められた場合に他者に比べ優位

な点を公表することがある。 

（２）技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（３）提出された技術資料は、技術審査及び指名審査以外に提出者に無断で使用すること

はない。 

（４）技術資料に虚偽の記載をした者は、当該工事の指名業者としないとともに、工事請

負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に

基づく指名停止措置を行うことがある。 

 また、資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに説明事項及び別冊○○地方整備局

競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、

無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

（５）技術資料の審査及び指名審査の審査基準日は指名通知の日とし、指名停止中の者か

らも技術資料を受け付ける。 

（６）提出された技術資料の差し替えは、誤記の訂正等軽微なものに限り、提出の日を含

め３日（休日を含まない。）以内とする。ただし、電子入札システムで技術資料受付票

の発行がなされた技術資料の差し替えは、発注者の承諾を得て持参して差し替えること。 

（７）同種工事の施工実績及び配置予定技術者の経験等については、記載する工事のＣＯ

ＲＩＮＳ（登録されてない場合は契約書（工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の

確認できる部分））の写しを提出すること。ただし、ＣＯＲＩＮＳ等での記載内容で同

種工事の施工実績及び配置予定技術者の経験等が不明な場合については平面図、配置図、

特記仕様書等を必ず添付すること。 

（８）提出された技術資料は、返却しない。 

（９）本要請資料は技術資料作成以外の目的で使用してはならない。 
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（10）技術資料作成に関する手続についての問い合わせには応じるが、工事内容等の問い

合わせには応じない。なお、問い合わせ先は次のとおりとする。 

・問い合わせ先 ： ○○地方整備局 ○○部 ○○課 

          TEL ○○－○○○○－○○○○（直通）内線○○○ 

（11）電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く毎日、

９時００分から１７時００分まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを

得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施設管理センターホームペー

ジ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。 

 電子入札施設管理センター ホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp 

（12）システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参

考とすること。「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページで

も公開している。 

（13）障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先  

 電子入札施設管理センターヘルプデスク TEL０３－３５０５－０５１４ 

 電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp 

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先  

 取得しているＩＣカードの認証機関 

 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、

○○地方整備局○○事務所○○課経理係 TEL○○－○○○○－○○○○（代表）へ連

絡すること。 

（14）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、

通知書及び 受付票を送信者に発行するので必ず、確認をおこなうこと。確認を怠った

場合には以後の入札手続きに参加出来なくなる等の不利益の取扱いを受ける場合があ

る。 

  技術資料受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

  技術資料受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  指名／非指名通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行） 

  辞退届受付票 

  日時変更通知書 

  入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

  入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

  落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 
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  決定通知書 

  保留通知書 

  取止め通知書 

（15）第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時につい

ては、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。

開札時間から約３０分以内には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前

で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者

から連絡する。 

（16）落札となるべき最も高い評価値の入札をした者が２人以上ある場合に実施するくじ

の日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。 
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技術資料表紙（例）                         （用紙Ａ４） 

 

                                平成 年 月 日 

 

○○地方整備局 

○○河川国道事務所長 

   ○○ ○○ 殿 

 

                        住 所 

                        商号又は名称 

                                          代 表 者 氏 名 

 

 

 ○○工事の技術資料を提出します。なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６

５号）第７０条の規定に該当する者でないこと並びに添付資料の内容については事実と相

違ないことを誓約します。問い合わせ先は下記のとおりです。 

 

記 

 

    １．問い合わせ先 

          担 当 者 ：  ○○ ○○ 

          部  署  ：  ○○本店○○部○○課 

         電話番号  ：  （代）○○－○○○－○○○○ ［（内）○○○○］ 

    ２．本店所在地 

          名  称 ： 

          住  所 ： 

          電話場号 ： 

    ３．○○県又は○○県内にある支店又は営業所の所在地（１件）のみ記載する。 

          名  称 ： 

          住  所 ： 

          電話場号 : 

 

注：本店とは、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載した本店。 

注：電子入札システムにより技術資料を提出する場合は、代表者の印を省略できるものと

する。ただし、指定の容量を超過して輸送による場合は押印すること。 

 

［Ｐ １／○］ 
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（様式－１）                                                   （用紙Ａ４） 

工 程 表 

工事名：           

会社名：           

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
項目 単位 数量 

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

                                     
  

                                    

■工程管理に対する技術的所見 

 

 

 

 

［Ｐ ○／○］ 
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（様式－２）                            （用紙Ａ４） 

品質管理（○○）に対する技術的所見 

 

工事名：           

                    会社名：           

 
■対象  ○○の品質管理について 

 
項  目 具 体 的 な 品 質 管 理 方 法 

○○の品質管理 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［Ｐ ○／○］ 
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（様式－３）                            （用紙Ａ４） 

施工上の課題に対する技術的所見 

 

工事名：           

                    会社名：           

 
■施工上の課題  ○○対策について 

 
項  目 具 体 的 な 施 工 計 画 

○○対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［Ｐ ○／○］ 
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（様式－４） 

                            （用紙Ａ４） 

同種又は類似工事の施工実績 

○○工（工種･工法を指定する場合） 

                    会社名：           

同種・類似工事の条件 

平成○年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下

記の要件を満たす同種又は類似工事の施工実績を有すること。（共

同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合のも

のに限る。） 

 同種工事：延長○○m、面積○○㎡以上の○○工事であること。 

 類似工事：延長○○m、面積○○㎡以上の○○工事であること。 
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社が上記の施工実
績を有すること。 

工事名称  

発注機関名  

施工場所 （都道府県・市町村名） 

契約金額  

工期 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 

工
事
名
称
等 

受注形態 単体／ＪＶ（出資比率） 

構造・形式  

規模・寸法  

使用機材・数量  

工
事
概
要 

設計条件  

工事表彰の有無 有（表彰名、工事名称（表彰者 年月日））・無 

注）技術資料の提出依頼において明示した資格があることを判断できる必要最小限の項目
を設定すること。 

［Ｐ ○／○］ 
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（様式－５） 
                            （用紙Ａ４） 

主任（監理）技術者の資格・工事経験 

 

                    会社名：           

配置予定技術者の 
従事役職・氏名 ○○技術者  ○○ ○○ 

法令による資格・免許 
一級土木施工管理技士（取得年） 
監理技術者資格（取得年、登録番号及び登録会社） 
監理技術者講習（取得年、修了証番号） 

工事名称  

発注機関名  

施工場所 （都道府県・市町村名） 

契約金額  

工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 

従事役職 現場代理人、主任技術者、監理技術者等 

工事内容  

CORINS 登録の有無 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号） ・ 無 

工
事
経
験
の
概
要 

優良工事技術者表
彰の有無 

有（工事名称（表彰者・年月日））・無 

工事名称  

発注機関名  

工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 

従事役職 現場代理人、主任技術者、監理技術者等 

本工事と重複する
場合の対応措置 

例）本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定 
  のため本工事に従事可能 

申
請
時
に
お
け
る
他
工
事
の 

従
事
状
況
等 

CORINS 登録の有無 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号） ・ 無 

注）技術資料の提出依頼において明示した資格があることを判断できる必要最小限の項目
を設定すること。 

注）申請時における他工事の従事状況等は、申請時に従事しているすべての工事について
記載するものとし、本工事を落札した場合の技術者の配置予定を記入すること。 

［Ｐ ○／○］ 
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（様式－６）                            （用紙Ａ４） 

 

                                平成 年 月 日 

 

分任支出負担行為担当官 

○○地方整備局 

○○河川国道事務所長 

   ○○ ○○ 殿 

 

 

                        住 所 

                        商号又は名称 

                                          代 表 者 氏 名 

 

 

   ○○工事の技術資料は容量を超えたため郵送にて提出します。 

   なお、問い合わせ先は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 １．問い合わせ先 

   担 当 者 ： ○○○○ 

   部  署 ： ○○本店○○部 

   電話番号 ： （代表）○○－○○○○－○○○○ ［（内）○○○○］ 

 

 ２．郵送する書類の目録 

 

 

 

 

 ３．郵送する書類の頁数 

 

 ４．発送年月日 
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〔参考３〕技術審査の様式例 

 

事務所名：                      

工事件名：                      

施工場所：                      

工事成績 技術的適性（会社） 技術的適性（技術者） 安全管理 
の状況 

その他 Aの個数 

施工計画 
業者名 

等
級 

順位 
不誠実
な行為 

経営 
状況 工事成績 

の平均点 
優良工
事表彰 工程 材料 課題 配慮 

同種類
似工事

同種類
似工事 

工事 
成績 

保有 
資格 

専任性技術者
表彰 

安全 
対策 

安全対
策表彰 

労働福
祉の状
況 本店所

在地 
近隣施
工実績 

指名回
数比率 

個数 順位 

欠格 
要件 

審査 
結果 

○○建設 C 25 ○ ○ 72.5 A  ○ ○ ○ ○ B B   ○  B  ○ A A A 4 2 ○ ○ 
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〔参考４〕総合評価の審査様式例 

 

事 務 所 名：                      

工 事 件 名：                      

施 工 場 所：                      

予 定 価 格：                      

調査基準価格：                      
施工計画 企業の施工実績 技術者の能力 ヒアリング 

業者名 等級 順位 
実施手順 工期設定 品質管理方法 課題への対応 同種類

似工事  
工事成
績平均  

ｲﾒｰｼﾞｱ
ｯﾌﾟ表
彰  

同種類
似工事  

工事成
績平均  

技術者
表彰  

手持
ち工
事 

専門
技術
力  

理解
度･取
組姿
勢  

ｺﾐｭﾆｹ
ｰｼｮﾝ
力  

技術評
価点
(a) 

入札価
格（千
円）(b) 

評価値 
(a÷b×

100) 

順
位 

落
札 

○○建設 C 25 手順に不備な
し  

0 ○○により工
期短縮 

4 ○○による工
夫あり 

4 ○○に言及し
ており的確 

0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.3 0.5 1 1 11.8 7123 1.63 2  
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〔参考５〕同種工事の設定例 

 

 本資料は、個別工事の技術審査等において審査項目の一つとなる同種工事を設定する際

に参考とするための目安を示すものであり、具体の工事においては、当該工事の現場条件

や設計条件、技術的特性、地域特性等を考慮して、案件ごとに適切に設定するものとする。 

 

０．一般事項 

◎市街地（ＤＩＤ）施工の実績を求める場合 

 市街地（平成１２年国勢調査の人口集中地区と同等。以下「市街地」という。）において

○○○の（下記の）施工実績を有すること。 

 

１．トンネル 

 

①矢板工法・ＮＡＴＭ（内空断面積 40m2以上に適用） 

 ＮＡＴＭ（矢板工法の場合は矢板工法）によるトンネル内空断面積（覆工後の内空面積）

○○m2 以上かつ同一トンネルにおいて施工延長○○ｍ以上のトンネル工事の施工実績を有

すること。 

 積雪寒冷地域において冬期施工が伴う場合は、「凍結防止対策を伴ったトンネル工事の施

工実績を有すること。」を追記することができる。 

 

・求める規模は次のとおりとする。 

○内空断面積 

設計規模 45 m2未満 45 m2以上85 m2未満 85 m2以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5 m2単位の

1ランク下で設定。ただし

、最小40 m2で設定。 

80 m2で設定。 

 

○施工延長 

設計規模 300m未満 300m以上1500m未満 1500m以上 

設定条件 設定しない。 100m単位の1ランク下で

設定。 

1400mで設定。 

 

○土被り（ＮＡＴＭの場合） 

設計規模 20m以上 20m未満 

設定条件 設定しない。 20mで設定。 

※坑口部を除く。（坑口部とは「道路トンネル技術基準（構造編）・同解説」でいう土被り

が 1～2Ｄ（Ｄは掘削幅）の範囲とする。 
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２．鋼橋上部 

 

【橋梁上部工 共通事項】 

○供用中の道路（国道、一般都道府県道以上）を規制（車線減少、切り回し、片側交互通

行、路肩規制、通行止め）を伴う架設工事の場合は、「供用中の道路（国道、一般都道府

県道以上）を規制（車線減少、切り回し、片側交互通行、路肩規制、通行止め）して鋼橋

の据え付け架設工事を行った実績を有すること」を追記することが出来る。 

 

①単純鈑桁橋                          

・下記の（ア）～（ウ）の要件を満たす製作及び架設の鋼橋工事の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）最大支間長が○○ｍ以上であること。 

（ウ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（ウ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（イ）：最大支間長 

設計規模 25ｍ未満 25ｍ以上 

設定条件 設定しない。 最大支間長×0.7で5ｍ単位で切り上げ

とする。  

 

○（ウ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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②単純箱桁橋                            

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が鈑桁橋を除く鋼橋であること。 

  ただし、鋼床版鈑桁橋は施工実績としてよい。 

（ウ）最大支間長が○○ｍ以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 30ｍ未満 30ｍ以上 

設定条件 設定しない。 最大支間長×0.7で5ｍ単位で切り上げ

とする。  

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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③多径間連続鈑桁橋                       

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が単純鈑桁橋を除く鋼橋であること。 

  ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施工実績としてよい。 

（ウ）最大支間長が○○ｍ以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 30ｍ未満 30ｍ≦Ｌ＜100ｍ 100ｍ以上 

設定条件 設定しない。 25ｍで設定。 最大支間長×0.7で5ｍ単

位で切り上げとする。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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④多径間連続箱桁橋                      

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋であること。 

  ただし、鋼床版鈑桁橋、並びに単純鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。 

（ウ）最大支間長が○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 40m未満 40m≦Ｌ＜80m 80m以上 

設定条件 設定しない。 最大支間長×0.7で5m単位

で切り上げとする。 

最大支間長×0.7で5m単位

で切り上げとする。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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⑤鋼床版鈑桁橋（単純・連続）            

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が鈑桁橋を除く鋼橋であること。 

  ただし、鋼床版鈑桁橋は施工実績としてよい。 

（ウ）最大支間長が○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 35m未満 35m≦Ｌ＜100m 100m以上 

設定条件 設定しない。 30mで設定。 最大支間長×0.7で5m単位

で切り上げとする。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

  （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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⑥鋼床版箱桁橋（単純・連続）            

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋であること。 

  ただし、鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。 

（ウ）最大支間長が○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 35m未満 35m≦Ｌ＜100m 100m以上 

設定条件 設定しない。 30mで設定。 最大支間長×0.7で5m単位

で切り上げとする。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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⑦ラーメン橋                            

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式がラーメン橋、トラス橋、アーチ系橋梁、斜張橋または吊り橋の鋼橋であ

ること。 

（ウ）最大支間長が○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 最大支間長×0.7で5m単位で切り上げ

とする。  

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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⑧アーチ系橋梁・トラス橋              

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ） 

 【アーチ系橋梁（ランガー桁・ローゼ桁・ニールセン桁含む）の場合】 

  橋梁型式がアーチ系橋梁、斜張橋または吊り橋の鋼橋であること。 

 【トラス橋の場合】 

  橋梁型式がトラス橋、アーチ系橋梁、斜張橋または吊り橋の鋼橋であること。 

（ウ）最大支間長が○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 50m未満 50m以上 

設定条件 設定しない。 最大支間長×0.7で5m単位で切り上げ

とする。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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⑨斜張橋・吊橋                          

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が斜張橋または吊り橋の鋼橋であること。 

（ウ）最大支間長が○○m 以上であること。 

  （最大支間長が 1000 m を越える場合はマニュアル対象外とする。）  

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 130m未満 130m以上 

設定条件 設定しない。 最大支間長×0.7で5m単位で切り上げ

とする。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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⑩鋼製主塔（斜張橋・吊橋）              

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす製作及び架設の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）鋼橋主塔であること。 

（ウ）主塔高が○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：主塔高 

設計規模 50m未満 50m以上 

設定条件 設定しない。 最大主塔高×0.7で5m単位で切り上げ

とする。  

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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３．地盤改良工 

 

①バーチカルドレーン工法 

・バーチカルドレーン工法による地盤改良工事で、施工深度が○○m 以上の施工実績を有す

ること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○施工深度 

設計規模 15m未満 15m以上40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5m単位の1

ランク下で設定。ただし、

最小10mで設定。 

35mで設定。 

 

②サンドコンパクションパイル工法 

・サンドコンパクションパイル工法による地盤改良工事で、施工深度が○○m 以上の施工実

績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○施工深度 

設計規模 10m未満 10m以上25m未満 25m以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5m単位の1

ランク下で設定。ただし、

最小5mで設定。 

20mで設定。 

                   

③深層混合処理工法（機械攪拌翼方式） 

・深層混合処理工法の機械攪拌翼方式による地盤改良工事で、施工深度が○○m 以上の施工

実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○施工深度 

設計規模 15m未満 15m以上40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5m単位の1

ランク下で設定。ただし、

最小10mで設定。 

35mで設定。 
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④深層混合処理工法（高圧噴射攪拌方式） 

・深層混合処理工法の高圧噴射攪拌方式による地盤改良工事で、施工深度が○○m 以上の施

工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○施工深度 

設計規模 10m未満 10m以上40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5m単位の1

ランク下で設定。ただし、

最小5mで設定。 

35mで設定。 

 

⑤石灰パイル工法 

・石灰パイル工法による地盤改良工事で、施工深度が○○m 以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○施工深度 

設計規模 15m未満 15m以上30m未満 30m以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5m単位の1

ランク下で設定。ただし、

最小10mで設定。 

25mで設定。 

 

⑥薬液注入工法 

・薬液注入工法による地盤改良工事で、施工深度が○○m 以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○施工深度 

設計規模 10m未満 10m以上40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5m単位の1

ランク下で設定。ただし、

最小5mで設定。 

35mで設定。 
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⑦表層混合処理工法 

・表層混合処理工法による地盤改良工事で、施工面積が○○m2以上かつ処理厚さが○m 以上

の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

 

○施工面積 

設計規模 20,000 m2未満 20,000 m2以上 

   40,000 m2未満 

40,000 m2以上 

設定条件 設定しない。 10,000 m2で設定。 20,000 m2で設定。 

 

○処理厚さ 

設計規模 1.5m未満 1.5m以上3.5m未満 3.5m以上 

設定条件 設定しない。 1.0mで設定。 3mで設定。 

 

 



 

 参考-57

４．地下構造物（共同溝、横断地下道、地下駐車場、地下水路等） 

 

①開削工法 

・下記の（ア）～（ウ）の要件を満たす地下に構築する鉄筋コンクリート構造物の施工実

績を有すること。 

（ア）○○工法による開削深度が○○m 以上であること。 

（イ）構造物内幅が○○m 以上であること。 

（ウ）施工延長が○○m 以上であること。 

（エ）路面覆工による一般交通を確保して行う工事であること。 

（オ）断面積○m2以上の地下構造物との近接の程度が○m 以内であること。 

ただし、上記（ア）～（ウ）は同一工事であること 

なお、現場条件（必要）により（ウ）、（エ）、（オ）の要件を追加することができる。 

 

・求める規模は次のとおりとする。 

○（ア）：工法 

 工 法 土留め全般 オープンカット 

 条 件 土留め工法。 設定しない。 

 

○（ア）：開削深度 

設計規模 10m未満 10m以上15m未満 15m以上20m未満 20m以上 

設定条件 設定しない。 9mで設定。 10mで設定。 15mで設定。 

 

○（イ）：構造物内幅 

設計規模 10m未満 10m以上12m未満 12m以上20m未満 20m以上 

設定条件 設定しない。 8mで設定。 10mで設定。 15mで設定。 

 

○（ウ）：施工延長 

設計規模 500m未満 500m以上700m未満 700m以上 

設定条件 設定しない。 400mで設定。 500mで設定。 

 

○（オ）：地下構造物との近接施工 

 当該工事に近接する地下構造物の状況に応じ設定する。 
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②シールド工法 

（ア）シールド工法（密閉型）による工事で、施工（セグメント）外径○○m 以上の施工実

績を有すること。 

○施工外径 

設計規模 4m未満 4m以上6m未満 6m以上 

設定条件 設定しない。 3mで設定。 4mで設定。 

なお、現場条件により下記の要件を追加することができる。 

 断面積○m2以上の地下構造物との近接の程度が○m 以内であること。 

 

（イ）シールド工法（密閉型）による工事で、施工（掘進）延長が○km 以上の施工実績を

有すること。 

 

 設計規模 2km未満 2km以上 

 設定条件 設定しない。 1.5kmで設定。 
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５．ＰＣ上部 

 

①床版橋 

・下記の（ア）～（ウ）の要件を満たす工事の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式がポストテンション方式のＰＣ橋であること。 

［連続桁の場合］（イ）橋梁形式がポストテンション方式のＰＣ連続橋であること。 

（ウ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（ウ）は同一工事であること。 

 

・求める架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：架設工法 

設計工法 固定支保工 固定支保工以外の工法    

設定条件 要件としない。 固定支保工以外の架設工法であること。

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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②桁橋 

②－１Ｉ・Ｔ桁橋 

・下記の（ア）～（イ）の要件を満たす工事の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が床版橋を除くＰＣ橋であること。 

（ウ）架設工法が○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（ウ）は同一工事であること。 

 

・求める架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：架設工法 

設計工法 ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

左記以外の工法 

設定条件 要件としない。 下記の工法以外の工法であること。 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ工法 

・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法 

 （ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ含む） 

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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②－２箱桁橋（張出し架設を除く） 

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす工事の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が床版橋、Ｉ桁橋、Ｔ桁橋を除くＰＣ橋であること。 

［連続桁の場合］（イ）橋梁形式が床版橋、Ｉ桁橋、Ｔ桁橋を除くＰＣ連続橋であること。 

（ウ）最大支間長が、○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 30m未満 30m≦Ｌ＜80m 80m以上 

設定条件 設定しない 25mで設定 最大支間長×0.7で5m単位

で切り上げとする。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 固定支保工 固定支保工以外の工法    

設定条件 要件としない。 固定支保工以外の架設工法であること。

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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②－３箱桁橋（張出し架設） 

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす工事の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式が床版橋、Ｉ桁橋、Ｔ桁橋を除くＰＣ連続橋であること。 

  ただし、ＰＣ橋の張出し架設は施工実績としてよい。 

（ウ）最大支間長が、○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、固定支保工以外の架設工法であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

規 模 50m未満 50m≦Ｌ＜80m 80m以上 

条 件 設定しない 45mで設定 最大支間長×0.7で5m単位

で切り上げとする。 
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③ラーメン橋またはアーチ橋 

・下記の（ア）～（エ）の要件を満たす工事の施工実績を有すること。 

（ア）道路橋（A 活荷重又は TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であ

ること。 

（イ）橋梁型式がラーメンまたはアーチ型式のＰＣ橋であること。 

（ウ）最大支間長が、○○m 以上であること。 

（エ）架設工法が、○○○○であること。 

ただし、上記（ア）～（エ）は同一工事であること。 

 

・求める規模、架設工法は次のとおりとする。 

○（ウ）：最大支間長 

設計規模 30m未満 30m以上 

設定条件 設定しない。 最大支間長×0.7で5m単位で切り上げと

する。 

 

○（エ）：架設工法 

設計工法 固定支保工 固定支保工以外の工法    

設定条件 要件としない。 固定支保工以外の架設工法であること。

なお、個別条件を付することが出来る。

例：営業中の鉄道上空の架設実績。 
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６．土工 

 

①掘削又は切土 

・掘削又は切土の土量が○○m3以上の工事の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○掘削又は切土土量 

設計規模 10,000 m3未満  10,000 m3以上 

100,000 m3未満 

100,000 m3以上 

150,000 m3未満 

150,000 m3以上 

設定条件 設定しない。 10,000 m3で設定。 50,000 m3で設定。 100,000 m3で設定。 

 

○岩掘削 

設計規模 5,000 m3未満 5,000 m3以上 

設定条件 設定しない。 硬岩（中硬岩含む）実績。 

 

②盛土 

②－１築堤工 

・河川堤防の築堤工事において築堤盛土量が○○m3以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○盛土量 

設計規模 10,000 m3未満 10,000 m3以上 

  30,000 m3未満 

30,000 m3以上 

設定条件 設定しない。 10,000 m3で設定 30,000 m3で設定。 

 

築堤と堤防護岸を同時に施工する場合は次のとおりとする。 

ア）河川堤防の築堤工事において築堤盛土量が○○m3以上の施工実績を有すること。 

イ）河川堤防における○○ブロック張りによる護岸工事であること。 

  なお、護岸断面は○○m3以上であること。 

  上記ア）、イ）は同一工事でなくて良い。 

護岸を有する場合は次のとおりとする。 

・護岸を有する河川堤防の築堤工事において築堤盛土量が○○m3以上の施工実績を有するこ

と。 
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②－２その他の盛土工 

・盛土量が○○m3以上の道路工事の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○盛土量 

設計規模 10,000 m3未満 10,000 m3以上 

100,000 m3未満 

100,000 m3以上 

150,000 m3未満 

150,000 m3以上 

設定条件 設定しない。 10,000 m3で設定。 50,000 m3で設定。 100,000 m3で設定。 
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③浚渫 

③－１ポンプ系、グラブ系浚渫 

・浚渫工法が○○○方式による浚渫工事で、浚渫量が○○○m3以上の施工実績を有すること。 

 

・求める方式、規模は次のとおりとする。 

○浚渫量 

設計規模 110,000 m3未満 110,000 m3以上 

1,100,000 m3未満 

1,100,000 m3以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満100,000 m3単

位の１ランク下で設定。た

だし、最小100,000 m3で設

定。 

1,000,000 m3で設定。 

 

○浚渫工法 

設計工法 ・ドラグサクションポンプポンプ浚渫 

・ピストンポンプ浚渫 

・スクリューポンプ浚渫 

・混気ジェットポンプ浚渫 

・その他ポンプ系浚渫 

・バックホウ浚渫 

・グラブ浚渫 

・グラブポンプ浚渫 

・グラブ空気圧送浚渫 

設定条件 ポンプ グラブ     

土運船による運搬が特定港内にかかる場合は次の要件を追加できる。 

・港則法第３条２項に定める特定港内において土運船による運搬を実施した工事の実績を

有すること。 

 

③－２特殊系浚渫 

・下記の（ア）～（エ）のいずれかの浚渫工法による浚渫工事の施工実績を有すること。 

（ア）気密バケットホイール式浚渫 

（イ）回転バケット式浚渫 

（ウ）スクレープローター式浚渫 

（エ）負圧吸泥方式浚渫 

 

土運船による運搬が特定港内にかかる場合は次の要件を追加できる。 

・港則法第３条２項に定める特定港内において土運船による運搬を実施した工事の実績を

有すること。 
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７．堰・水門、樋門・樋管、排水機場 

 

①堰・水門 

・下記の（ア）～（イ）の要件を満たす（可動）堰、水門又は閘門の工事の施工実績を有

すること。 

（ア）最大径間長が○○m 以上であること。 

（イ）径間数が○径間以上であること。 

（ア）～（イ）は同一工事であること。 

 

・求める規模は次のとおりとする。 

○（ア）：最大径間長 

設計規模 25m未満 25m以上    

設定条件 設計規模未満5m単位で設定。 20mで設定。 

 

○（イ）：径間数 

設計規模 3径間未満 3径間以上    

設定条件 要件としない。 2径間で設定。 

 

締め切りを伴う場合は以下の項目を付すことができる。 

・二重締切、セル式締切：鋼矢板又は鋼管矢板を用いた二重締切あるいはセル式締切を伴

う工事であること。 

・その他の締切：締め切りを伴う工事であること。 

 

②樋門・樋管 

・堤防を横過して設置された（継手を有する（注１））樋門又は樋管の工事で、内空断面積

が○○m2以上の施工実績を有すること。（注２） 

注１）継ぎ手を有する樋門、樋管の場合に記載する。 

注２）複断面の場合：内空断面積が○○m2以上のものが２連以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○内空断面積 

設計規模 10 m2未満 10 m2以上15 m2未満 15 m2以上 

設定条件 1 m2以上 5 m2以上で設定。 10 m2以上で設定。 

 

締め切りを伴う場合は以下の項目を付すことができる。 

・二重締切、セル式締切：鋼矢板又は鋼管矢板を用いた二重締切あるいはセル式締切を伴

う工事であること。 

・その他の締切：締め切りを伴う工事 
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③排水機場（堤防乗り越し方式は除く） 

・計画排水量が○○m3/s 以上の機場本体（土木施設）工事の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○計画排水量 

設計規模 計画排水量10 m3/s未満 計画排水量10 m3/s以上 

設定条件 設定しない。 10 m3/s以上で設定。 

 

 締め切りを伴う場合又は土留め壁を伴う場合は、（①堰、水門 ②樋門、樋管）に準じ標

記する。又、必要に応じ基礎形式、地盤改良工を付すことができる。 

 

 

８．砂防堰堤（砂防ダム） 

 

①砂防堰堤（砂防ダム） 

・計画堰堤（ダム）高が○○m 以上の砂防堰堤（砂防ダム）工事の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○計画ダム高 

計画規模 15m未満 15m以上 

設定条件 設定しない。 15mで設定。 
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９．基礎工 

  

①場所打ち杭 

・基礎型式が場所打ち杭（深礎杭は除く）で杭長○○m 以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○杭長 

設計規模 35m未満 35m以上40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 30mで設定。 35mで設定。 

 

②既製杭 

・基礎型式が既製杭で杭長○○m 以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○杭長 

設計規模 35m未満 35m以上40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 30mで設定。 35mで設定。 

 

③ニューマチックケーソン 

・基礎型式がニューマチックケーソンの工事で、圧気圧が○○気圧以上、作業室面積が○

○m2以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○圧気圧 

設計規模 3.0気圧未満 3.0気圧以上4.0気圧未満 4.0気圧以上 

設定条件 設定しない。 2.5気圧で設定。 3.0気圧で設定。 

 

○作業室面積 

設計規模 100 m2未満 100 m2以上500 m2未満 500 m2以上 

設定条件 設定しない。 100 m2で設定。 500 m2で設定。 
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④オープンケーソン 

・基礎型式がオープンケーソン（ニューマチックケーソンを含む）の工事で、掘削深度が

○○m 以上、掘削平面積が○○m2以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○掘削深度 

設計規模 10m未満 10m以上35m未満 35m以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満5m単位の1

ランク下で設定。 

30mで設定。 

 

○掘削平面積 

設計規模 20 m2未満 20 m2以上60 m2未満 60 m2以上 

設定条件 設定しない。 設計規模未満10 m2単位

の1ランク下で設定。 

50 m2で設定。 

 

⑤地中連続壁 

（場所打ちコンクリート壁の場合） 

・場所打ちコンクリート壁による地中連続壁の工事で、施工深度が○○m 以上の施工実績を

有すること。 

（ソイルセメント杭の場合） 

・ソイルセメント杭による地中連続壁の工事で、施工深度が○○m 以上の施工実績を有する

こと。 

（場所打ちコンクリート（モルタル）杭の場合） 

・モルタル杭による地中連続壁の工事で、施工深度が○○m 以上の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

 

○施工深度 

設計規模 30m未満 30m以上50m未満 50m以上 

設定条件 設定しない。 25mで設定。 30mで設定。 
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⑥鋼管矢板基礎 

・基礎型式が鋼管矢板基礎で杭長が○○m 以上の工事の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○杭長 

設計規模 35m未満 35m以上40m未満 40m以上 

設定条件 設定しない。 30mで設定。 35mで設定。 

 

⑦深礎杭 

・基礎型式が深礎杭で杭長が○○m 以上、杭径○○m 以上の工事の施工実績を有すること。 

・求める規模は次のとおりとする。 

○杭長                   

設計規模 15m未満 15m以上 

設定条件 設定しない。 15mで設定。 

 

○杭径 

設計規模 4m未満 4.0m以上 

設定条件 設定しない。 4.0mで設定。 
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１０．橋梁下部工 

 

①鉄筋コンクリート構造                           

・鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚で、躯体高さ（フーチング下端から橋脚の天端（上

端）までの高さ）○○m 以上の工事の施工実績を有すること。（歩道橋およびフーチング

のみの場合は除く） 

・求める規模は次のとおりとする。 

○躯体 

設計規模 15m未満 15m以上35m未満 35m以上 

設定条件 設定しない。 躯体高（5m単位で切り捨

て）の1ランク下で設定。 

30mで設定。 

 

②鋼製                                 

・道路橋（TL-20 以上）または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。 

・鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚または鋼橋主塔であること。 

 ただし、鋼床版鈑桁橋は施工実績としてよい。 

 

③鋼管コンクリート複合構造 

・鋼管（Ｈ型鋼）コンクリート複合構造の橋脚で、躯体高さ（フーチング下端から橋脚の

天端（上端）までの高さ）○○m 以上の工事の施工実績を有すること。（歩道橋およびフ

ーチングのみの場合は除く） 

 

○躯体 

設計規模 30m未満 30m以上 

設定条件 設定しない。 30mで設定。 
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１１．舗装工 

 

①コンクリート系舗装 

・コンクリート系舗装の工事で、舗装面積が○○○m2以上の施工実績を有すること。 

・求める規模、区分は次のとおりとする。 

○舗装面積 

設計規模 12,000 m2未満 12,000 m2以上    

設定条件 設定しない。 10,000 m2で設定。 

 

②アスファルト系舗装 

・○○アスファルト系舗装の工事で、舗装の表層面積が○○○m2以上の施工実績を有するこ

と。 

・求める規模、区分は次のとおりとする。 

○舗装面積 

設計規模 12,000 m2未満 12,000 m2以上    

設定条件 設定しない。 10,000 m2で設定。 

 

○アスファルト系舗装の種別                 

種 別 通常ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ  その他特殊舗装  

設定条件 設定しない。 排水性 適宜設定 
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〔参考１〕入札説明書例（高度技術提案型、標準型） 

【 関連：「本編３－１ 技術提案の求め方」 】 
  

一般競争入札（政府調達対象工事）において高度技術提案型及び標準型を適用

する場合の入札説明書例を以下に示す。 

 

入札説明書 

 

 ○○地方整備局の○○○○建築（○○○○電気設備（電力又は通信）、○○○○機械設備

（空調又は衛生））工事に係る入札公告（建設工事）に基づく一般競争入札等については、

関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１．公告日 平成○年○月○日 

 

２．契約担当官等 

  支出負担行為担当官  ○○地方整備局長 ○○ ○○ 

  ○○県○○市○○ ○丁目○－○ 

 

３．工事概要 

(1) 工 事 名     ○○工事（電子入札対象案件） 

(2) 工事場所      ○○県○○市○○町○‐○‐○ 

(3) 工事内容      別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 

(4) 工  期   平成○年○月○日まで。 （予定）【繰越による工期の延長が想定さ

れる場合のみ記載する 。】 

[建築工事の場合]   

 (5) 使用する主要な資機材 

   コンクリート○○m３、鉄骨○○t、鉄筋○○t、板ガラス○○m２ 

 

[電気設備工事の場合] 

 (5) 使用する主要な資機材 

      変圧器（○○○kVA、○台）、発電機（○○○kVA、○台）、直流電源装置（○○○Ah、

○台） 

 

[暖冷房衛生設備工事の場合] 

 (5) 使用する主要な資機材 

     直だき吸収冷温水機（○○○USRT、○台）、ポンプ（○○○１／min、○台）、送風機

（○○○m３／h、○台） 
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 (6) 工事の実施形態 

① 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に

評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。 

② 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事で

ある。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。 

③ 本工事は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、紙入札の

承諾に関しては、○○地方整備局総務部契約課に承諾願を提出するものとする。 

（ア）当初より、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方

式に代えるものとする。 

（イ）電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則と

して認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに

影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 

（ウ）以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべ

て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 

④ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられ

た工事である。 

 

４．競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当し

ない者であること。 

(2) ○○地方整備局（港湾空港関係を除く。）における建築工事(電気設備工事、暖冷房衛

生設備工事)に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成 14 年法

律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始

の決定後、○○地方整備局長（以下「局長」という。）が別に定める手続に基づく一般競

争参加資格の再認定を受けていること。）。 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。 

(4) ○○地方整備局（港湾空港関係を除く。）における建築工事(電気設備工事、暖冷房衛

生設備工事)に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項（共通事項）について算定

した点数（経営事項評価点数）が○○点以上であること（上記(2)の再認定を受けた者に

あっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が○○点以上であること。）。 

 

[建築工事の場合] 

 (5)  平成○年度以降に、次の①(ｱ)から(ｳ)まで及び②の基準を満たす新営工事（躯体、
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外装のほか、内装を含む建築一式工事）を元請けとして施工した実績を有すること（当該

実績が平成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した

工事（旧建設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である場合にあっては、評定

点合計が６５点未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率

が20％以上の場合のものに限る。）。【②特殊構造条件及び複数の条件を設定する場合は「な

お、①の工事と②の工事は同一の工事である必要はない。」を記載する。】 

     ①(ｱ) 建物用途  ○○又は類似施設（いずれも○○○○のものは除く。）。なお、類

似施設とは、○○室、○○室及びこれらに類する室（いずれも○○で

あるものに限る。or 除く。）の面積（これに付随する共用部分を含む。）

が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を示すものとする。 

       (ｲ) 構造・階数  ○○○○造地上○○階以上かつ地下○階以上 

       (ｳ) 建物規模  延べ面積○，○○○m２以上。なお、複合用途建築物については、

当該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績

として認めるものとし、当該用途がその建物の過半に満たない場合に

あっても、当該用途に係る延べ面積（これに付随する共用部分を含む）

を満たしているものについては同等の実績として認めることとする

（「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随

している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部

分は含まれない。）。 

     ②  特殊構造条件  【対象工事の内容に応じ適宜設定する。】 

    なお、本競争の参加希望者が経常建設工事共同企業体である場合は、構成員のうち１

社は平成○年度以降に、上記①(ｱ)から(ｳ)まで及び②の基準を満たす新営工事（躯体、外

装のほか、内装を含む建築一式工事）を元請けとして施工した実績を有し、その他の構成

員は平成○○年度以降に、次の(ｶ)から(ｸ)までの基準を満たす新営工事（躯体、外装のほ

か、内装を含む建築一式工事）を元請けとして施工した実績を有すること（当該実績が平

成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事（旧建

設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である場合にあっては、評定点合計が６

５点未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以

上の場合のものに限る。）。 

   (ｶ) 建物用途 ○○又は類似施設（いずれも○○○○のものは除く。）。なお、類似

施設とは、○○室、○○室及びこれらに類する室（いずれも○○である

ものに限る。or 除く。）の面積（これに付随する共用部分を含む。）が当

該施設の延べ面積の過半を占める施設を示すものとする。 

     (ｷ) 構造・階数 ○○○○造地上○○階以上 

     (ｸ) 建物規模 延べ面積○，○○○㎡以上。なお、複合用途建築物については、当

該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績と

して認めるものとし、当該用途がその建物の過半に満たない場合にあっ
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ても、当該用途に係る延べ面積（これに付随する共用部分を含む。）を

満たしているものについては同等の実績として認めることとする（「こ

れに付随する共用部分）」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随して

いる部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含

まれない。）。 

 

[電気設備工事の場合] 

 (5)  平成○年度以降に、次の①(ｱ)から(ｴ)まで及び②の基準を満たす新設の電気設備工

事（工事種目についてのシステム一式工事）を元請けとして施工した実績を有すること当

該実績が平成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注し

た工事（旧建設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である場合にあっては、評

定点合計が６５点未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比

率が 20％以上の場合のものに限る。）。 

  ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。【②特殊設備条件及び複数の条件

を設定する場合は「なお、①の工事と②の工事は同一の工事である必要はない。」を記載

する。】 

     ①(ｱ) 建物用途  ○○又は類似施設（いずれも○○○○のものは除く。）。なお、類

似施設とは、○○室、○○室及びこれらに類する室（いずれも○○で

あるものに限る。or 除く。）の面積（これに付随する共用部分を含む。）

が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すものとする。 

       (ｲ) 階    数  ○○階以上 

       (ｳ) 建物規模  延べ面積○，○○○m２以上。なお、複合用途建築物については、

当該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体の面積を実

績として認めるものとし、当該用途がその建物の過半に満たない場合

にあっても、当該用途に係る延べ面積（これに付随する共用部分を含

む。）を満たしているものについては同等の実績として認めることとす

る（「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付

随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている

部分は含まれない。）。 

       (ｴ) 工事種目 電灯設備及び火災報知設備 

    ②  特殊設備条件  【対象工事の内容に応じ適宜設定する。】 

    なお、本競争の参加希望者が経常建設工事共同企業体である場合は、構成員のうち１

社は平成○年度以降に、上記①(ｱ)から(ｴ)まで及び②の基準を満たす新設の電気設備工事

（工事種目についてのシステム一式工事）を元請けとして施工した実績を有し、その他の

構成員は平成○年度以降に、次の(ｶ)から(ｹ)までの基準を満たす新設工事（工事種目につ

いてのシステム一式工事）を元請けとして施工した実績を有すること当該実績が平成○年

４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事（旧建設省を



5 

含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である場合にあっては、評定点合計が６５点未

満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場

合のものに限る。）。 

    ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。 

   (ｶ) 建物用途 ○○又は類似施設（いずれも○○○○のものは除く。）。なお類似施

設とは、○○室、○○室及びこれらに類する室（いずれも○○であ

るものに限る。or 除く。）の面積（これに付随する共用部分を含む。）

が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すものとする。 

     (ｷ) 階  数 ○○階以上 

    (ｸ) 建物規模 延べ面積○，○○○㎡以上。なお、複合用途建築物については、当

該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体の面積を実

績として認めるものとし、当該用途がその建物の過半に満たない場

合にあっても、当該用途に係る延べ面積（これに付随する共用部分

を含む。）を満たしているものについては同等の実績として認めるこ

ととする（「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ

専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用と

なっている部分は含まれない。）。 

      (ｹ) 工事種目 電灯設備及び火災報知設備 

 

[暖冷房衛生設備工事の場合] 

 (5)  平成○年度以降に、次の①(ｱ)から(ｴ)まで及び②の基準を満たす新設の暖冷房衛生

設備工事（工事種目についてのシステム一式工事）を元請けとして施工した実績を有する

こと当該実績が平成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の

発注した工事（旧建設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である場合にあって

は、評定点合計が６５点未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての実績は、

出資比率が 20％以上の場合のものに限る。）。 

ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。【②特殊設備条件及び複数の条件

を設定する場合は「なお、①の工事と②の工事は同一の工事である必要はない。」を記載

する。】 

     ①(ｱ) 建物用途  ○○又は類似施設（いずれも○○○○のものは除く。）。なお、類

似施設とは、○○室、○○室及びこれらに類する室（いずれも○○で

あるもにに限る。or 除く。）の面積（これに付随する共用部分を含む。）

が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すものとする。 

       (ｲ) 階  数  ○○階以上 

       (ｳ) 建物規模  延べ面積○，○○○m２以上。なお、複合用途建築物については、

当該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績

として認めるものとし、当該用途がその建物の過半に満たない場合に
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あっても、当該用途に係る延べ面積（これに付随する共用部分を含む。）

を満たしているものについては同等の実績として認めることとする

（「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随

している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部

分は含まれない。）。 

       (ｴ) 工事種目 空気調和設備及び排水設備 

     ②  特殊設備条件  【対象工事の内容に応じ適宜設定する。】 

    なお、本競争の参加希望者が経常建設工事共同企業体である場合は、構成員のうち１

社は平成○○年度以降に、上記①(ｱ)から(ｴ)まで及び②の基準を満たす新設の暖冷房衛生

設備工事（工事種目についてのシステム一式工事）を元請けとして施工した実績を有し、

その他の構成員は平成○○年度以降に、次の(ｶ)から(ｹ)までの基準を満たす新設工事（工

事種目についてのシステム一式工事）を元請けとして施工した実績を有すること当該実績

が平成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事

（旧建設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である場合にあっては、評定点合

計が６５点未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が

20％以上の場合のものに限る。）。 

ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。 

    (ｶ) 建物用途 ○○又は類似施設（いずれも○○○○のものは除く。）。なお、類似

施設とは、○○室、○○室及びこれらに類する室（いずれも○○であるものに限る。or

除く。）の面積（これらに付随する共用部分を含む。）が当該施設の延べ面積の過半を占め

る施設を指すものとする。 

      (ｷ) 階    数 ○○階以上 

      (ｸ) 建物規模 延べ面積○，○○○㎡以上。なお、複合用途建築物については、当

該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績として認めるものと

し、当該用途がその建物の過半に満たない場合にあっても、当該用途に係る延べ面積（こ

れに付随する共用部分を含む。）を満たしているものについては同等の実績として認める

こととする（「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随してい

る部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。）。 

      (ｹ) 工事種目 空気調和設備及び排水設備 

 

(6) 工程管理に対する技術的所見が適正であること。 

 (7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる

こと。 

 

[建築工事の場合] 

    ① １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、

「これと同等以上の資格を有する者」とは、１級建築士の免許を有する者又は国土交
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通大臣若しくは建設大臣が１級施工管理技師と同等以上の能力を有する者と認定し

た者である。 

    ② 平成○年度以降に、上記(5)①(ｱ)から(ｳ)までの基準を満たす新営工事（躯体、外

装のほか、内装を含む建築一式工事）で元請けとしての経験を有する者であること（共

同企業体の構成員としての経験は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。）。ただ

し、本競争の参加希望者が経常建設工事共同企業体である場合は、構成員のうちいず

れか１社の主任技術者又は監理技術者が上記の経験を有していればよい。 

    なお、当該実績が平成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方

整備局の発注した工事（旧建設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である

場合にあっては、評定点合計が６５点未満のものを除く。 

 

[電気設備工事の場合] 

① １級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、

「同等以上の資格を有する者」とは、技術士（電気電子部門、建設部門又は総合技術

監理部門（選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとする者に限る。）に合

格した者）又は国土交通大臣若しくは建設大臣が１級電気工事施工管理技士と同等以

上の能力を有すると認定した者とする。 

② 平成○年度以降に、上記(5)①(ｱ)から(ｳ)までの基準を満たす新設の電気設備工事

（工事種目についてのシステム一式工事）で元請けとして工事種目についてのシステ

ム一式工事の経験を有する者であること（共同企業体の構成員としての経験は、出資

比率が 20％以上の場合のものに限る。）。ただし、建築一式工事における工事経験は含

まない。また、本競争の参加希望者が経常建設工事共同企業体である場合は、構成員

のうちいずれか１社の主任技術者又は監理技術者が上記の経験を有していればよい。 

    なお、当該実績が平成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方

整備局の発注した工事（旧建設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である

場合にあっては、評定点合計が６５点未満のものを除く。 

 

[暖冷房衛生設備工事の場合] 

  ① １級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、

同等以上の資格を有する者とは、技術士（機械部門（選択科目を「流体工学」又は「熱

工学」とする者に限る。）、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門（選択

科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものと

する者に限る。）に合格した者。）、「技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成 15

年文部科学省令第 36 号）」による改正前の技術士（機械部門（選択科目を「流体機械」

又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。）、水道部門又は総合技術監理部門（選

択科目を「流体機械」、「冷暖房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に

係るものとする者に限る。）に合格した者。）又は国土交通大臣若しくは建設大臣が１
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級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者とする。 

  ② 平成○年度以降に、上記(5)①(ｱ)から(ｳ)までの基準を満たす新設工事（工事種目

についてのシステム一式工事）で元請けとしての経験を有する者であること（共同企

業体の構成員としての経験は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。）。ただし、

建築一式工事における工事経験は含まない。また、本競争の参加希望者が経常建設工

事共同企業体である場合は、構成員のうちいずれか１社の主任技術者又は監理技術者

が上記の経験を有していればよい。 

    なお、当該実績が平成○年４月１日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方

整備局の発注した工事（旧建設省を含む。港湾空港関係を除く。）に係る実績である

場合にあっては、評定点合計が６５点未満のものを除く。 

 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又

はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 

・平成○年○月○日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 

・平成○年○月○日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成○年○月○日以後

に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定

講習受講修了証を有する者。 

④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、そ

の旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入

札に参加できないことがある。 

(8) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という｡)及び競争参加資格確認資料（以下

「資料」という｡)の提出期限の日から開札の時までの時期に、局長から工事請負契約に係

る指名停止等の措置要領（昭和 59 年３月 29 日付け建設省厚第 91 号）に基づく指名停止

を受けていないこと。 

(9) ○○地方整備局における当該工種工事のうち、平成１２年４月１日以降に完成した工

事がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の平均が○○点以

上であること。 

(10) 上記３．(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは

人事面において関連がある建設業者でないこと。【受託者が設計共同体である場合は「上

記３．(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該

構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。」とする。】 

(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと

（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取る

ことは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定に抵触するものではないことに留意す

ること。 

① 資本関係 
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 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又

は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

  (イ)親会社と子会社の関係にある場合 

  (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会

社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

  (イ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

  (ロ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(12) 総合評価方式に係る「□□□の提案に係わる具体的な施工計画」が適正であること。 

 「□□□の提案に係わる具体的な施工計画」の提出にあたって、入札説明書の別冊図面

及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書等（以下「標準案」という。）の内容

と異なる施工方法（以下「技術提案」という。）で施工する場合は、その内容を示した施工

計画書を提出すること。技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工す

る意思がある場合には、標準案による施工計画を併せて提出すること。 

 

５．総合評価に関する事項 

(1) 入札の評価に関する基準 

 本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は次のとおりとする。 

① □□□の提案に係わる具体的な施工計画を評価する。 

② 配置予定技術者の能力をヒアリング結果に基づき評価する。 

③ □□□（提案値）を評価する。提案の単位は○○単位とする。 

 

(ア) □□□の提案に係わる具体的な施工計画 

評価内容 評価基準 配点 得点 
施工計画が現地の環境条件（地質、環
境、地域特性等）を踏まえて適切であ
り、優位な工夫が見られる 

○○ 

施工計画が現地の環境条件を踏まえて
おり適切 

○○ 

技術提案の実現性、有
効性を確認するための
施工計画の適切性 
・与条件との整合性 
・技術的裏付け 等 不適切ではないが、一般的な事項のみ

の記載となっている 
○○ 

/ ○○ 

 

(イ) 配置予定技術者の能力（ヒアリング） 

評価内容 評価基準 配点 得点 
技術者の専門技術力 
・関連分野における施
工経験や知識量 

実績として挙げた工事の担当分野に中
心的・主体的に参画し、創意工夫等の
積極的な取り組みが確認できる 

○○ / ○○ 
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実績として挙げた工事の担当分野にお
いて適切な工事管理を行ったことが確
認できる 

○○ 
・担当工事における主
体性、創意工夫の取
り組み 

その他 ○○ 

 

当該工事について適切に理解した上
で、施工上の提案等積極的な取り組み
姿勢が見られる 

○○ 

当該工事について適切に理解している ○○ 

当該工事の理解度・取
り組み姿勢 
・当該工事の施工上の
課題や問題点等の理
解度 

・課題への対応に関す
る技術的な裏付け 

・疑問点等に対する質
問等の積極性 

その他 ○○ 

/ ○○ 

質問に対する応答が明快、かつ迅速で
ある 

○○ 技術者のコミュニケー
ション力 

その他 ○○ 
/ ○○ 

 

(ウ) □□□（提案値） 

評価内容 評価基準 得点 
社会的要請への対応に関する技術提案内容につい
て： 
・提案数値による定量評価 
・提案内容に対する定性評価 

（優／良／可の判定、等） 社会的要請への
対応に関する技
術提案内容： 
・環境の維持 
・特別な安全対策 
・省資源対策 
・リサイクル対策 

（環境の維持に関する具体的な評価項目例） 
・施工騒音・振動の低減値 
・粉塵発生の抑制 
・ＣＯ２排出の抑制  等 
（特別な安全対策に関する具体的な評価項目例） 
・円滑な工事車両の誘導 
・既存施設利用者の安全確保  等 
（省資源対策又はリサイクル対策に関する具体的な
評価項目例） 

・リサイクル製品の活用 
・建設副産物の抑制  等 

/ ○○ 

 

(2) 総合評価の方法 

① 標準点 

 （１）「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案及び提案値が標準案と同等以

上の者には標準点１００点を与え、さらに良好な提案及び提案値に加算点を下記のとおり

与える。なお、標準案に基づく入札参加者には、標準点１００点のみを与え、加算点は与

えない。 

② 加算点 

 加算点は、（１）「入札の評価に関する基準」に示す評価項目について、(ア)、(イ)及び

(ウ)により加算点を与える。 

③ 価格、提案及び提案値に係わる総合評価は、①及び②により得られる標準点と加算点

の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。 
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(3) 落札者の決定方法 

① 入札参加者は、価格及び（１）「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案及

び提案値をもって入札し、次の(ア)から(ウ)の全ての要件に該当する者のうち、（２）「総

合評価の方法」によって算出された数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落

札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契

約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件

を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

(イ) 提案及び提案値が最低限の要求要件（標準案）を満たしていること。 

(ウ) 評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値（以下「基準評価値」と

いう。）に対して下回らないこと。 

② ①において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落

札者を決める。 

 

(4) 評価内容の担保 

 実際の施工に際しては、技術資料に記載した施工方法により施工し、入札書に記載した

提案値及び提案内容を満たす施工を行うものとする。 

 受注者の責により提案内容及び提案値を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を

行う。再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償の請求

等を行う。 

 あわせて、以下により工事成績評点を減ずる措置を行う。 

① □□□の提案に係わる具体的な施工計画 

 技術提案の内容どおり実施できなかった場合は○点減点する。 

② □□□（提案値） 

 技術提案の提案値を満たさない場合は○○につき○点を減点する。 

 なお、技術的所見に記載された内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合は

29．（３）の扱いとする。 

 

６．設計業務等の受託者等 

(1) ４.（９）の「３.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者

である。 

    ・○○設計株式会社 

(2) ４.（９）の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」【受託

者が設計共同体である場合は「当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設
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業者」とする。以下同様。】とは、次の①又は②に該当する者である。 

① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総

額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者 

② 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場

合における当該建設業者 

 

７．担当部局 

    〒○○○－○○○○ 住所 

        ○○地方整備局 総務部 契約課 ○○係 ○○ ○○ 

               電話 ○○－○○○○－○○○○（代表） 内線○○○ 

 

８．競争参加資格の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は、４.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次

に従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について

確認を受けなければならない。 

 ４.（２）の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。

この場合において、４.（１）及び（３）から（１１）までに掲げる事項を満たしている

ときは、開札の時において４.（２）に掲げる事項を満たしていることを条件として競争

参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するために

は、開札の時において４.（２）に掲げる事項を満たしていなければならない。 

 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められ

た者は、本競争に参加することができない。 

① 提出期間： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで（日曜日、土

曜日及び祝日を除く。）○時○分から○時○分まで 

② 提出場所：  ７．に同じ。 

③ 提出方法： 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、

発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参。郵送の場合は（郵便書留等）

受付期間内必着で１部提出すること。 

(2) 申請書は、別記様式１により作成すること。 

(3) ４.（５）の同種の工事の施工実績及び４.（７）の配置予定の技術者の同種の工事の

経験の確認を行うにあたっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及

び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国

又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における同種の工事の施工

実績及び経験をもって行う。 

(4) 資料は、次に従い作成することとし、提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付する

とともに全頁数を表示する（１／○○～○○／○○）。 

 なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験につい
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ては、平成○年度以降に、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することと

し、「同種の工事の施工実績」(別記様式２)に記載する工事及び「主任（監理）技術者等の

資格・工事経験」（別記様式３）の「工事の経験の概要」に記載する工事が平成○年４月１

日以降に完成した大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事（旧建設省を含む。

港湾空港関係を除く。）である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写し

を添付すること。 

① 施工実績 

 ４.（５）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式２に

記載すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員の施工実績をそれ

ぞれ記載すること。なお、記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。 

② 配置予定の技術者 

 ４.（７）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事

の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式３に記載すること。記載する同

種の工事の経験の件数は１件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の

資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。ただし、経常建設共同企業体にあっ

ては、同種工事の経験については、１人の主任技術者又は監理技術者について記載するこ

と。 

 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の

工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入

札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工

事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入

札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

③ 施工計画 

 ４．（６）に掲げる資格があることを判断できる工程管理に対する技術的所見を別記様

式４に記載すること。 

④ □□□の提案に係わる具体的な施工計画（技術提案） 

 ４.（12）に掲げる資格があることを判断できる技術提案を別記様式５に記載すること。

施工計画を適正と認めることにより、設計図書において指定しない部分等の工事に関する

請負者の責任が、軽減されるものではない。 

 □□□の提案については、その後の工事において、その提案内容が一般的に使用されて

いる状態になった場合は、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排

他的権利を有する提案については、この限りでない。なお、発注者は、提案内容に関する

事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱うものとする。また、提案者の

了承を得ることなく提案の一部のみを採用することはしない。ただし、落札者の提案につ

いては、採用した理由の説明を求められた場合に他者に比べ優位な点を公表することがあ

る。 

 施工計画の審査は、施工計画が現地の環境条件（地形、地質、環境、地域特性等）を踏
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まえた適切な内容であるか審査する。 

 施工計画を作成するにあたっては、他機関及び他工事との調整が必要となる施工計画の

提案は原則認めない。 

 「□□□の提案に係わる具体的な施工計画」の採否については、競争参加資格認定結果

の通知に併せて書面により通知する。その際、施工計画が適正と認められなかった場合に

は、その理由を付して通知する。 

⑤ 契約書の写し【契約書の写しの提出を求める場合のみ記載する。】 

 上記①の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出するこ

と。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム

（ＣＯＲＩＮＳ）」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 

(5) 競争参加資格確認資料のヒアリング【必要に応じて実施する。】 

 競争参加資格確認資料のヒアリングを次の要領で行う。 

（ア）日 時： 平成○年○月○日（○）から平成○年○月○日（○）のいずれかの日 

（イ）場 所： 〒○○○－○○○○ 住所 

                ○○地方整備局 ○○部○○課○○係  

                  電話 ○○－○○○○－○○○○（代表） 

         内線 ○○○，○○○  

（ウ） その他： 企業別のヒアリング日時については、追って連絡する。なお、出席

者は配置予定技術者及び技術資料の説明ができる者とする。 

(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その

結果は平成○年○月○日（○）までに電子入札システムにて通知する。（ただし、書面に

より申請した場合は、書面にて通知する。） 

(7) 技術提案書の改善 

 技術提案書の改善については下記のいずれかの場合によるものとする。 

①技術提案書の記載内容について、発注者が審査した上で（8）に示す期間に改善を求め、

提案者が応じた場合。 

②技術提案書の記載内容について、（8）に示す期間に提案者が改善の提案を行った場合。 

 なお、改善された再技術提案書の提出内容は修正箇所のみでよいものとするが、発注者

が必要に応じて要求する資料の提出には応じなければならない。 

 また、本工事の契約後、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表するもの

とする。 

(8) 技術提案書の改善、又は改善を提案する期間等 

 技術提案の改善、又は改善を提案する期間については下記のとおりとする。 

  日 時：平成○年○月○日（○）から平成○年○月○日（○）まで。 

 なお、方法・場所は追って通知する。 

(9) 再技術提案書の提出期間等 

① 提出期間： 平成○年○月○日（○）から平成○年○月○日（○）までの閉庁日を除
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く毎日、○時○分から○時○分まで 

② 提出場所： ７．と同じ。 

③ 提出方法： 申請書及び資料の提出方法に同じ。 

(10) 再技術提案書のヒアリング 

 再技術提案書のヒアリングは次の要領で行う。 

① 日 時： 平成○年○月○日（○）から平成○年○月○日（○）のいずれかの日 

② 場 所： 〒○○○－○○○○ 住所 

                ○○地方整備局 

③ その他： 企業別のヒアリングの日時及び場所は追って通知する。出席者は、配置予

定技術者及び再技術提案書の内容を説明できる者とする。 

(11) その他 

① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出

者に無断で使用しない。 

③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 

 ８.（１）、（２）及び（６）に関して： ７.に同じ。 

 ８.（３）から（５）及び（７）から（１０）に関して： 

              〒○○○－○○○○ 住所 

                          ○○地方整備局 ○○部○○課○○係 

                         電話 ○○－○○○○－○○○○（代表）内線○○○ 

⑥ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、配布された様式(FD)

【Word2002 又は一太郎 12 または Excel2002 で保存】で作成を行うものとし、複数の書

類は１つのファイルにまとめ、ファイル容量は１MB 以内で作成を行う。申請書及び資料

が１MB 以上となる場合は目録のみ送信し、別途 MOや CD-ROM 等を平成○年○月○日（○）

○時○分までに持参又は郵送（書留郵便に限る。）する。 

 

９．予定価格算定時における施工計画の活用方法【高度技術提案型の場合に記載する】 

発注者は、技術提案書における施工計画の範囲については、審査の結果を踏まえて、予

定価格を作成する上で適切な計画を活用して予定価格を算定するものとする。なお、適切

な施工計画の選定に当たっては、各社の計画の部分的な内容の組合せは行わないものとす

る。 

 

10．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格が

無いと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 



16 

①  提出期限： 平成○年○月○日（○）○時○分。 

②  提出場所： 上記７.に同じ。 

③  提出方法： 電子入札システムにより提出すること。ただし、地方整備局長の承諾を

得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。 

(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成○年○月○日（○）までに説

明を求めた者に対し電子入札システム（紙による説明要求の場合は、紙）により回答する。 

 

11．入札説明書に対する質問 

(1)  この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 

① 受領期間： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで。持参する場

合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日、○時○分から○時

○分まで。 

② 提出場所： ７に同じ。 

③ 提出方法： 電子入札システムにより提出すること。ただし、地方整備局長の承諾を

得た場合は、紙を持参することにより提出するものとする。 

(2）(1）の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。 

① 期  間： 平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）までの日曜日、土

曜日及び祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。 

 

12．入札及び開札の日時及び場所等 

（１）入札日時： 平成○年○月○日（ ）○○時○○分。（ただし、郵便による入札の受

領期限は、平成○年○月○日（ ）○○時○○分） 

（２）入札場所： 〒○○○－○○○○ ○○県○○市○○町○－○－○ 

         ○○地方整備局○○○（ただし、郵便による入札の提出場所は、○○

地方整備局総務部契約課） 

（３）開札日時： 平成○年○月○日（ ）○○時○○分。 

（４）開札場所： 入札場所に同じ。 

（５）そ の 他： 紙競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加

資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。ただし、

郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒

の間に入れて郵送すること。 

 

13．入札方法等 

(1)  入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、○○地方整備局長の承

諾を得た場合は、持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。電送（ファクシミリ）に

よる入札は認めない。 

(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す
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る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

 

14．入札保証金及び契約保証金 

(1)  入札保証金 免除。 

(2) 契約保証金 納付（保管金の取扱店 ○○銀行○○支店）。ただし、利付国債の提供

（保管有価証券の取扱店 ○○銀行○○支店）又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

（取扱官庁 ○○地方整備局）をもって契約保証金の納付に代える事ができる。また、公

共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契

約保証金を免除する。 

 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。 

 

15．工事費内訳書の提出 

(1)第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の

提出を求める。電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付する

こと。ただし入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書

を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 

(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明ら

かにすること。（ただし、発注者名、商号又は名称、代表者名、住所及び工事名を記載す

るとともに、押印すること。）なお、電子入札システムによる場合は、Excel 形式で作成

を行う。 

(3) 工事費内訳書は、参考図書として提示を求めるものであり、入札及び契約上の権利義

務を生じるものではない。 

 

16．開札 

 開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せて行う。 

 ただし、○○地方整備局長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、

工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封

緘をして提出すること。 

 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会

うこと。 

 一回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合

には再度入札を辞退したものとして取り扱われること。 
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17．入札の無効 

 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をし

た者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊○○地方整備局競争契約入札心得において

示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札

者としていた場合には落札決定を取り消す。 

 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札

の時において４.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 

 

18．落札者の決定方法 

 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記５．（３）

に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者

の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範

囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする

ことがある。 

 

19. 配置予定監理技術者の確認 

 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認

された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合で

やむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特

別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、４.（７）に掲げる基準を満た

し、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

20．別に配置を求める技術者 

 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事であって、低入札価格調査基準価格

を下回った価格をもって契約する場合において、○○地方整備局管内で入札日から過去２

年以内に完成した工事、又は入札時点で施工中の工事に関して、次の①から④までのいず

れかに該当するときは、監理技術者とは別に、４．（７）に定める要件と同一の要件（４．

（７）②なお書に掲げる工事経験を除く。）を満たす技術者を、専任で１名現場に配置する

こととする。 

① ６５点未満の工事成績評定を通知された者 

② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補（軽微な手直し

等を除く。）又は損害賠償を請求された者。 

③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員による書面によ

る警告若しくは注意の喚起を受けた者 
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④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者 

 なお、当該技術者は、施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うも

のとする。 

 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理

技術者の通知と同様に契約担当官等に通知するものとする。 

 

21．手続における交渉の有無 無。 

 

22．契約書作成の要否等 

 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 

 

23．支払条件 

 前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。 

(1) 前金払 

 初年度 ２年度 
前 払 金   

 

(2) 中間前払金及び部分払 

選 択 区 分 初年度 ２年度 
中間前払金   中間前金払を 

選択した場合 部 分 払   
中間前金払を 
選択しない場合 

部 分 払   

 

(3) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第３４条第１項中「１

０分の４」を「１０分の２」とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合変更す

る。 

 

24．火災保険付保の要否 ○○。 

 

25．当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意

契約により締結する予定の有無 ○○。 

 

26．苦情申立て  

 本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理

手続（平成７年 12 月 14 日付け政府調達苦情処理推進本部決定）」により、政府調達苦情検

討委員会（連絡先：内閣府政府調達苦情処理対策室（政府調達苦情検討委員会事務局、電

話０３-３５８１-０２６２（直通））に対して苦情を申し立てることができる。 
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27．関連情報を入手するための照会窓口 ７.に同じ。 

 

28．提案値の変更に関する事項 

 施工条件の変更、災害等、請負者の責に帰さない事由により「□□□の提案に係わる具

体的な施工計画」及び「□□□の提案値」に影響を及ぼす場合は、以下の式により読み替

えて適用することを基本とし、これ以外の事案については、現場の状況により必要に応じ

協議して定めるものとする。 

     変更「提案値」＝（条件変更の発注者算定値／当初計画の発注者算定値） 

            ×入札に係る「提案値」 

 

29．その他  

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  

(2) 入札参加者は、別冊○○地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、○

○地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。 

(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名

停止を行うことがある。 

(4) 落札者は、８.（1）の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置す

ること。 

(5) 契約締結後の技術提案  

 契約締結後、請負者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることな

く請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発

注者に提案することができる（ただし、総合評価に係わる技術提案の範囲を除く。）。提案

が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負

代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。 

(6) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、９時から１７時まで稼働して

いる。また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合は、電子入札施設管理セン

ターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡事項」で公開する。 

  電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp 

(7) システム操作上の手引き書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参

考すること。「電子入札準備手順書」は電子入札施設管理センターホームページでも公開

している。 

(8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 

 電子入札施設管理センターヘルプデスク  TEL 03-3505-0514 

 電子入札施設管理センターホームページ  http://www.e-bisc.go.jp 

・IC カードの不具合等発生時 

 IC カードの不具合等発生時は、各民間認証局（コアシステム対応認証局）に直接問い
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合わせるものとする。 

 コアシステム対応認証局は、電子入札施設管理センターホームページ（新システム対

応電子認証局）でも公開している。 

 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は○

○地方整備局総務部契約課契約係 TEL ○○－○○○○－○○○○へ連絡すること。 

(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通

知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。この確認を怠った場合には、

以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。 

 競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

 競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

 競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

 辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行） 

 辞退届受付票 

 日時変更通知書 

 入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

 入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

 入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

 再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

 再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

 落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

 決定通知書 

 保留通知書 

 取止め通知書 

(10) 第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、

電子入札、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため為、発注者から指示する。開札

時間から３０分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機

すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 

(11) 落札となるべき入札をした者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時

及び場所については、発注者からメールにより指示する。 

(12) 本工事は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事であ

る。ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。  

 落札者は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望すると

きは、総括監督員（○○事務所長）に対し、工事請負契約締結日から１４日以内に次の①

から⑥までに掲げる書類を添えてその承認の申請をすることができる。ただし、③及び④

に掲げる書類については、①に掲げる書類によってその内容を確認することができる場合

は、提出を要しない。 

① ＩＳＯ９００１認証の取得に係る登録証の写し  
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② ＩＳＯ９００１の審査に係る次の書類  

イ 直近の審査報告書（初回審査、定期審査又は更新審査のいずれかを対象として審査

登録機関が発行したものに限る。）の写し  

ロ イの審査に係る合否判定結果の写し  

③ 本工事を担当する内部組織がＩＳＯ９００１認証を取得している場合にあっては、そ

の旨を示す書類  

④ ＩＳＯ９００１認証の範囲が、本工事の内容に一致していることを示す書類 

⑤ 申請日の前年度及び前々年度（申請日の属する月が４月から７月の場合は、前々年度

及びその前年度）に○○地方整備局の所掌する工事（営繕工事（港湾空港関係を除く。）

に限る。）を完成し、その成績評定を受けている場合においては、すべての工事成績評

定通知書の写し  

⑥ ⑤の成績評定を受けていない場合において、ＩＳＯ９００１認証の取得以降に○○地

方整備局の所掌する工事（営繕工事（港湾空港関係を除く。）に限る。）の成績評定を受

けているときは、当該成績評定に係る直近の工事成績評定通知書の写し 

 総括監督員（○○事務所長）は、この取扱いの適用が適当と認めたときは、申請日か

ら１４日以内に承認し、その旨を申請者に通知する。  

 総括監督員（○○事務所長）は、この取扱いの適用が適当でないと認めたときは、申

請日から１４日以内に、理由を付して、その旨を申請者に通知する。 

(13) 落札した総合建設業者及び下請業者が外国の板ガラス製造業者からの競争力ある取

引の申出に対して適切な配慮を払いつつ、板ガラスを含む建設資機材を内外無差別の原則

に基づいて選定することを期待する。【建築工事の場合のみ記載する。】 
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（別記様式１）                                                   （用紙Ａ４） 

 

 

競争参加資格確認申請書  

 
 
                                                         平成    年    月    日 
 
 
  支出負担行為担当官 
    ○○地方整備局長  ○○ ○○ 殿 
 
 
 
                                       住        所 〒○○○ ○○○○○○○ 
                                       商号又は名称  ○○○○○○○ 
                                       代表者氏名  ○○ ○○  
                                        担当者氏名  ○○ ○○      
                                       電    話  ○○○－○○○－○○○○ 
                                        E-mail ｱﾄﾞﾚｽ   ○○○＠○○．○○．○○ 
                                        注) 電子入札方式による場合は、印は不要 
 
 
 
  平成○年○月○日付けで公告のありました○○工事に係る競争参加資格について確認さ
れたく、下記の書類を添えて申請します。 
 なお、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当する者でな
いこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 
 
 
                                          記 
 
 
  １  入札説明書８．（４）①に定める施工実績を記載した書面 
 
  ２  入札説明書８．（４）②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面 
 
  ３  入札説明書８．（４）③に定める施工計画を記載した書面 
 
  ４  入札説明書８．（４）④に定める技術提案を記載した書面 
  
  ５  入札説明書８．（４）⑤に定める契約書の写し 
             ［契約書の提出の写しを求める場合のみ］ 
  
 
注）なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加え
た所定の料金（４３０円）の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 
  ただし、電子入札システムで申請した場合は不要です。 
 

印 
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（別記様式２）                                                  （用紙Ａ４） 

同種工事の施工実績 
工事名：           

                    会社名：           

競争参加資格 【入札説明書４.(5)に掲げる事項を記載すること。】 

工事名称 ○○○○○工事 

発注機関名 ○○○○ 

施工場所 
（都道府県市町村名） 
○○県○○市○○町○－○－○ 

契約金額 ○, ○○○，○○○千円 

工期 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 

工
事
名
称
等 

受注形態 単体／○○・○○共同企業体（出資比率○○％） 

建物用途 ○○ 

構造・階数 ○○造地上○階地下○階 

建物規模  （㎡単位で記入する）                       注)6. 

工事種目 
【電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事の場合のみ欄を設ける】 
○○○○設備                    注)7. 

工事成績評定点 ○点 

工
事
概
要 

その他 その他技術的特記事項（セールスポイント等）があれば記入 

CORINS 登録の有無 有 （ＣＯＲＩＮＳ登録番号○○○-○○○○-○○○） ・  無 

注）１．必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 
  ２．CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す｡有りに○を付した場合は CORINS の

登録番号を記載すること。無に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。また当
該技術者が担当した技術的内容が判る、当該工事の施工計画書の表紙及び現場組織図等
を添付すること。 

  ３．工事成績評定点の欄に点数を記載した場合は、工事成績評定通知書の写しを添付する。 
４．経常建設工事共同企業体にあって経常建設工事共同企業体として施工実績がない場合

は各構成員ごとに別様とする。 
５．複数棟の建築工事をまとめて１件の工事として施工した場合は、当該資格要件に合致

する建物１棟の建物用途、構造・階数等を記載すること。（なお、CORINSでは、建物
群全体の情報が記載されているため、異なる場合がある。） 

    ただし、設備工事については、建物群全体の設備が一体のシステムとして機能を発揮
するものの場合は、施工実績として認められる。 

６．複合用途建築物の場合、要求している建物用途に係る延べ面積を（ ）書きで記載す
ること。 

７．要求している工事種目全てが含まれる設備工事の施工実績を求めるものであり、工事
種目の一部の実績のみの場合は不可とする。 
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（別記様式３）                                                   （用紙Ａ４） 

主任（監理）技術者の資格・工事経験 

工事名：           

                    会社名：           

配置予定技術者の従事 
役職・氏名 

       （フリガナ） 
主任【監理】技術者  ○○ ○○ 

 
法令による資格・免許 

[建築工事の場合] 
一級建築施工管理技士（取得年月日及び登録番号） 
一級建築士（取得年月日及び登録番号） 
監理技術者資格（取得年、登録番号及び登録会社） 
監理技術者講習（取得年、修了証番号） 
 
[電気設備工事の場合] 
一級電気工事施工管理技士（取得年月日及び登録番号） 
監理技術者資格（取得年、登録番号及び登録会社） 
監理技術者講習（取得年、修了証番号） 
 
[暖冷房衛生設備工事の場合] 
一級管工事施工管理技士（取得年月日及び登録番号） 
監理技術者資格（取得年、登録番号及び登録会社） 
監理技術者講習（取得年、修了証番号） 

技術者表彰 
［表彰名・工事名］ 
（表彰者・年月日） 

［優秀○○○○表彰・○○○○工事］ 
（○○○○部長・平成○年○月○日） 

資 格 要 件 【入札説明書４.(7)②に掲げる事項を記載すること。】 
工事名称 ○○○○○○○工事 
発注機関名 ○○○○ 
工事場所 （都道府県市町村名） ○○県○○市○○町○－○－○ 
契約金額 ○○○，○○○千円 
工期 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 
従事役職 現場代理人・主任（監理）技術者・○○担当技術者 
建物用途 ○○ 
構造・階数 ○○造地上○階地下○階 
建物規模 （㎡単位で記入する）                             注)7. 
工事種目 【電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事の場合のみ欄を設ける】 

○○○○設備                            注)8. 

工
事
経
験
の
概
要 

CORINS 登録の有無 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号○○○-○○○○-○○） ・ 無 
工事件名 工期 発注者名 CORINS番号 評定点 

 ～    
 ～    

工事成績 
（過去５年間の同種・類
似工事の工事成績評定
点を記入すること）  ～    

工事名称 ○○○○工事 
発注機関名 ○○○○ 
工期 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 
従事役職 現場代理人・主任（監理）技術者 
本工事と重複する 
場合の対応措置 

例）本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため 
    本工事に従事可能 

申
請
時
に
お
け
る

他
工
事
の
従
事
状

況
等 

CORIS 登録の有無 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号○○○-○○○○-○○） ・ 無 
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注） １．申請時における他工事の従事状況等は、申請時に従事しているすべての工事につ
いて記載するものとし、本工事を落札した場合の技術者の配置予定を記入するこ
と。 

２．配置予定の技術者１人につき、１枚とする。 
３．経常建設工事共同企業体にあっては、所属する会社名も記載する。 
４．CORINS に登録している場合は、登録番号を記載すること。 
５．複数棟の建築工事をまとめて１件の工事として施工した場合は、当該資格要件に

合致する建物１棟の建物用途、構造・階数等を記載すること。（なお、CORINS
では、建物群全体の情報が記載されているため、異なる場合がある。） 

     ただし、設備工事については、建物群全体の設備が一体のシステムとして機能
を発揮するものの場合は、工事経験として認められる。 

６．複合用途建築物の場合、要求している建物用途に係る延べ面積を（ ）書きで記
載すること。 

７．要求している工事種目全てが含まれる設備工事の工事経験を求めるものであり、
工事種目の一部の工事経験のみの場合は不可とする。
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（別記様式４）                                                 （用紙Ａ４）

工 程 表 

工事名：           

会社名：           

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
工  種 

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

                                     

                                    

                                     

                                    

                                     

                                    

                                     

                                    

                                     

                                    

■工程管理に係わる技術的所見 
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（別記様式５）                           （用紙Ａ４） 

□□□に関する技術提案 
工事名：           

会社名：           

 
■技術提案事項   □□□ 

 
具 体 的 な 施 工 計 画 

１．提案値（単位：○） 

 

 

２．具体的な施工計画内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．利用条件 
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〔参考２〕技術資料の提出要請書例（簡易型） 

【 関連：「本編３－１ 技術提案の求め方」 】 
 

工事希望型競争入札において簡易型総合評価を適用する場合の技術資料の提

出要請書例を以下に示す。 

 

 

○○建設株式会社 

代表取締役社長 

  ○○ ○○ 殿 

  ○○地方整備局長 

○○ ○○  

 

○○工事に係る技術資料の提出依頼について 

 

 

 標記工事について、入札に参加する意思がある場合は、下記要領により技術資料を作成

し、提出してください。なお、技術資料を提出した者の中から入札条件のすべてを満たす

者すべてを指名することとします。 

 

記 

 

１．工事の概要 

（１）工 事 名   ○○工事（電子入札対象案件） 

（２）工事場所   ○○県○○市○○町○－○－○ 

（３）工事内容    本工事は、（工事概要）施工するものである。 

    建物用途 ○○○○、構造・階数 ○○○○造地上○○階地下○階 

    建物規模 延べ面積 ○，○○○㎡、敷地面積  ○，○○○㎡ 

    工事種目 ○○○○ 

（４）工 期    平成○○年○月○○日まで。（予定）約○カ月間 

（５）資 料    ①配置図   ②○○図  ③○○図 

（６）本工事においては、入札時に施工計画等に関する技術提案を受け付け、価格以外の

要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式を適用する。 

（７）本工事においては、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第８６条第

１項の規定による調査（(9)において「低入札価格調査」という。）を受けた者との請負

契約については、次の①から③までに掲げるところによる。 

① 契約保証金の額、保証金額又は保険金額を請負代金額の１０分の３とすること。 
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② 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事においては、監理技術者とは

別に、監理技術者と同一の資格（工事経験に係るものを除く。）を満たす技術者の配

置を求めることがあること（「４．技術的能力の審査に関する事項」参照。）。 

③ 別冊工事請負契約書案第３４条第１項中「１０分の４」を「１０分の２」に変更

し、同条第５項中「１０分の４」を「１０分の２」に、「１０分の６」を「１０分の

４」に変更し、同条第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の３」に、「１０

分の６」を「１０分の４」に変更すること。 

（８）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳

書の提出を求める。なお、工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数

量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書は、参考図書として提出を

求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 

（９）本工事においては、技術資料、入札書及び工事費内訳書の提出は、電子入札システ

ムにより行う。ただし、次の①から③までに掲げる事項に留意するものとする。 

① 電子入札システムによる技術資料、入札書及び工事費内訳書の提出が困難である者

は、発注者の承諾を得て紙入札方式によることができるものとすること。この場合に

おいて、当該承諾の申請の受付に係る受付窓口及び受付時間は次のとおりであること。 

・受付窓口：○○地方整備局 総務部 契約課 契約（第○）係 

      〒○○○－○○○○ 住所 

      TEL ○○－○○○○－○○○○（代）内線○○○ 

・受付時間：平成○年○月○日（○）から平成○年○月○日（○）までの土曜日、日

曜日、祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。ただし、平成○年○月○日（○）

は○時○分までとする。 

② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への変更は認めないものと

するが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が

認めた場合に限り例外的に認めるものとする。 

③ 以下、本作成要領において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上

記の発注者の承諾を前提に行われるものである。 

（10）上記に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面

において関連のある建設業者の入札は認めない。【受託者が設計共同体である場合は「上

記に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成

員と資本若しくは人事面において関連のある建設業者の入札は認めない。」とする。以

下同様。】 

① 「上記に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げるものである。 

・○○建築設計事務所 

② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の１）

又は２）に該当する者である。 

１）当該受託者の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出
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資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者。 

２）建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている

場合における当該建設業者。 

（11）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけら

れた工事である。【「建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律」第９条に該当す

る工事の場合記載する】 

（12）本工事は、契約締結後に施工方法等の技術提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行

工事である。【契約後ＶＥ試行の場合に記載する】 

（13）本工事は、ＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事であ

る。【ＩＳＯ９００１活用対象工事の場合に記載する】 

（14）本工事は、発注者と請負者間において、工事施工に係る手続をコンピュータネット

ワークを利用した文章等の情報交換により行うＣＡＬＳ／ＥＣ実証フィールド実験

対象工事である。【ＣＡＬＳ試行の場合に記載する】 

 

２．技術資料の内容 

 作成する技術資料の内容は、次表のとおりとし、記載内容を証明する資料として、以下

の①～③の書類を提出すること。 

① 次表（４）～（５）の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し。なお、契

約書の写しは工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分のみでよい。

ただし、財団法人日本建設情報総合センタ－の工事実績情報システム（以下「ＣＯＲ

ＩＮＳ」という。）に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。

この場合、登録されていることが確認できること。 

② 次表（４）～（５）の施工実績として記載した工事が平成○年４月１日以降に完成

した大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の

工事を含み、港湾航空関係を除く。）である場合は、当該工事に係る工事成績評定通

知書の写し。 

③ 次表（５）の配置予定技術者に係る資格者証等の写し。なお、監理技術者資格者証

については、裏面の写しも提出すること。 

 なお、申請する工事の完成・引き渡し年月日は、技術資料提出日以前のものとする。 

 また、同種工事の施工実績の要件と配置予定技術者の施工経験の要件が異なる場合

があるので、確認の上作成すること。 

 

記載事項 内容に関する留意事項 

(1)工程管理に

対する技術

的所見 

①本工事の概略の工程表を記入する。また、工程管理に係わる技術的所

見を工程表の下に記載する。 

②記載様式は様式－１とする。 
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(2)品質管理に

対する技術

的所見 

①本工事の実施にあたり、現場状況を踏まえて、施工上使用する○○の

品質管理に係わる技術的所見を記載する。 

②記載様式は様式－２とする。 

(3)施工上の課

題に対する

技術的所見 

①本工事の実施にあたり、現場状況を踏まえて、施工上の課題として○

○対策に係わる技術的所見を記載する。 

②記載様式は様式－３とする。 

(4)企業の施工

能力 

①施工実績は、平成○年から技術資料提出期限までに完成し、引き渡し

が完了した工事の中から代表的なものを１件記載する。 

②施工実績は当該発注者、その他の公共発注機関、民間事業者の発注機

関の順序で優先して選択する。 

③共同企業体としての施工実績は、出資比率 20%以上のものに限定する。 

④同種工事とは、建物用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、

構造・階数 ○○○○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 

延べ面積 ○，○○○㎡以上の○○工事とする。類似工事とは、建物

用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、構造・階数 ○○○

○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 延べ面積 ○，○

○○㎡以上の○○工事とする。 

⑤共同企業体としての施工経験は、出資比率 20%以上のものに限定する。 

⑥記入要領 

・工事名称：受注工事名とする。 

・発注機関名：具体的に記入する。 

・施工場所：具体的に記入する。 

・契約金額：百万円単位とし、小数第２位まで記入（切り捨て） 

・工期：契約の翌日から工事完了までの年月を記入 

・受注形態：単体、共同企業体の別を記入する。共同企業体の場合は出

資比率も記入する。 

・表彰：平成○年４月１日以降発注工事において優良工事表彰（工事の

出来映え・品質に関する表彰に限る｡)を受けている場合は表彰名、工

事名、表彰者及び表彰年月日を記載する。 

⑦記載様式は様式－４とする。 

(5)配置予定技

術者の能力 

①主任（監理）技術者は、予定者の氏名等を記載する。なお、技術資料

提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満た

す複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、

各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。また、実際の

施工にあたって技術資料に記載した配置予定技術者を変更できるの

は、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。 

②主任（監理）技術者は、１級建築（電気工事、管工事）施工管理技士
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又はこれと同等以上の資格を有する者とする。ここで、同等以上の資

格を有する者とは、建設業法第１５第２号で定めている者とする。ま

た、監理技術者にあっては、当該工事種別の監理技術者資格者証及び

監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。な

お、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 

・平成○年○月○日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 

・平成○年○月○日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成○

年○月○日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合

には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。） 

③施工経験は、平成○年から技術資料提出期限までに完成し、引き渡し

が完了した工事の中から代表的なものを１件記載する。 

④施工経験は当該発注者、その他の公共発注機関、民間事業者の発注機

関の順序で優先して選択する。 

⑤工事成績は、平成○年から監理技術者若しくは主任技術者として実施

した工事の工事成績評定点を記載する。 

⑥共同企業体としての施工経験は、出資比率 20%以上のものに限定する。 

⑦同種工事とは、建物用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、

構造・階数 ○○○○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 

延べ面積 ○，○○○㎡以上の○○工事とする。類似工事とは、建物

用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、構造・階数 ○○○

○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 延べ面積 ○，○

○○㎡以上の○○工事とする。 

⑧記入要領 

・氏名：氏名を記入する。 

・資格：保有資格を記入する。（複数ある場合、複数記入） 

・工事名称：受注工事名とする。 

・発注機関名：具体的に記入する。 

・施工場所：具体的に記入する。 

・契約金額：百万円単位とし、小数第２位まで記入（切り捨て） 

・工期：契約の翌日から工事完了までの年月を記入 

・受注形態：単体、共同企業体の別を記入する。共同企業体の場合は出

資比率も記入する。 

・表彰：配置予定技術者が、平成○年４月１日以降発注工事において技

術者表彰を受けている場合は表彰名、工事名、表彰者及び表彰年月日

を記載する。 

⑨記載様式は様式－５とする。 
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３．技術資料の提出 

（１）技術資料は電子入札システムで提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札

方式による場合は、次の受付期間及び受付場所に持参するものとし、郵送又は電送（フ

ァクシミリ）によるものは受け付けない。 

・電子入札システムによる受付期間：平成○年○月○日（○）から平成○年○月○日（○）

までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。ただし、平成

○年○月○日（○）は○時○分までとする。 

・持参による受付期間：平成○年○月○日（○）から平成○年○月○日（○）までの土

曜日、日曜日、祝日を除く毎日、○時○分から○時○分まで。ただし、平成○年○月

○日（○）は○時○分までとする。 

・受付場所：○○地方整備局 ○○部 ○○課  

        〒○○○－○○○○ 住所 

        TEL ○○－○○○○－○○○○（直通）内○○○ 

（２）提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示すること。（頁

の例：１／○○～○○／○○）提出部数は１部とする。 

（３）技術資料提出の際には、返信用封筒として、表に技術資料提出者の住所・氏名を記

載した長３号封筒（切手は不要）を提出すること。ただし、電子入札システムで提出し

た場合は不要。 

（４）電子入札システムにより技術資料を提出する場合は以下に留意すること。 

① 配布された様式を基に作成するものとし、ファイル形式は以下によること。 

  ・Microsoft Word（Word2000 形式以下で保存） 

  ・Microsoft Excel（Excel2000 形式以下で保存） 

  ・Just System 一太郎（Ver10 形式以下で保存） 

  ・PDF ファイル 

② 複数の申請書類は、全てを１つのファイルにまとめ、契約書印等があるものや図面

等については、スキャナ等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量の合計を１MB 以

内とすること。ただし、圧縮することにより１ＭＢ以内に収まる場合は、Zip 形式又

は Lzh 形式により圧縮（自己解凍形式は除く。）して送付することを認める。 

 申請書類は極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で収まらない

場合は、申請書類のすべてを、平成○年○月○日（○）○時○分必着で郵送すること。

（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）郵送の際の送付先は３．（１）の受付

場所と同じとする。郵送で申請書類を提出した場合は、電子入札システムにより、技

術資料として以下の１）～４）の内容を記載した書面（様式－６）のみを送信するこ

と。なお、この書面の押印は不要。 

  １）郵送する旨の明示 

  ２）郵送する書類の目録 

  ３）郵送する書類の頁数 
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  ４）発送年月日 

③ 技術資料の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不

要。ただし、指定の容量を超過して郵送による場合は押印すること。 

 

４．技術的能力の審査に関する事項 

 技術審査における評価項目及び選定の着目点は以下のとおりとする。また、２．(４)の

同種工事の施工実績及び２．（５）配置予定技術者の工事経験の確認にあたっては、効力を

有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が

開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域（以下「協定非適用国」という。）

に主たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち協定

非適用国に主たる営業所を有する者が当該建設業者の資本金の額の２分の１以上を出資し

ているものにあっては、我が国における同種工事の施工実績及び配置予定技術者の工事経

験をもって行う。 

 

評価項目 審 査 基 準 

(1)施工計画 
工程管理に係わる技術的所見、材料（○○）の品質管理及び施工上の課

題に係わる技術的所見が適切であること。 

平成○年４月１日以降の同種又は類似工事の施工実績を有すること。 

ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社が元請けと

しての同種又は類似工事の施工実績を有すること。 
(2)企業の施工

能力 
①当該工種工事における平成○年度より平成□年度までの工事成績が、

２年連続で平均が６０点未満でないこと。 

②当該工種工事における平成○年度から平成□年度までに表彰を受けた

優良工事表彰の有無 

(3)配置予定技

術者の能力 

①主任（監理）技術者の資格、同種又は類似工事における主任（監理）

技術者又は現場代理人等の経験を有すること及び申請時における他工

事の従事状況等（ただし、経常建設共同企業体にあっては、１社の主

任（監理）技術者が同種工事の経験を有していればよい｡） 

②主任（監理）技術者としての平成○年度より平成□年度までの工事成

績において、２年連続して平均が６０点未満でないこと。 

③平成○年４月１日以降の発注工事における技術者表彰の有無 

 

 

 

５．総合評価に関する事項 

（１）入札の評価に関する基準 

 各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。 

１）施工計画について 
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評価内容 評価基準 配点 得点 
工事の手順が適切であり、工夫が見ら
れる 

○○ 施工計画の実施手順
の妥当性 

工事の手順が適切である ○○ 
    / ○○ 

各工程の工期が適切であり、工期短縮
が見られる 

○○ 工期設定の適切性 
各工程の工期が適切である ○○ 

/ ○○ 

品質の確認方法、管理方法が現地の環
境条件（地質、環境、地域特性等）を
踏まえて適切であり、安全対策等の工
夫が見られる 

○○ 
使用資機材や施工部
位等の品質の確認方
法、管理方法の適切
性 

適切である ○○ 

/ ○○ 

課題への対応が現地の環境条件（地質、
環境、地域特性等）を踏まえて的確に
図られ、安全対策等の工夫が見られる 

○○ 

発注者が指定した施
工上の課題への対応
の的確性 
・与条件との整合性 
・理解度 
・対応方針の裏付け 
        等 

的確である ○○ 

/ ○○ 

 

２）企業の施工能力について 

評価内容 評価基準 配点 得点 

同種工事の実績あり ○○ 過去 10 年間の同種・
類似工事の施工実績
の有無 類似工事の実績あり ○○ 

/ ○○ 

７５点以上 ○○ 
６５点以上７５点未満または当該期間
の工事成績がない場合 

○○ 
過去５年間の工事成
績評定点の平均点 

６５点未満 ○○ 

/ ○○ 

表彰の実績あり ○○ 過去５年間の優良工
事表彰の有無 表彰の実績なし ○○ 

/ ○○ 

表彰の実績あり ○○ 過去５年間のイメー
ジアップ優良工事表
彰の有無 表彰の実績なし ○○ 

/ ○○ 

 

 

３）配置予定技術者の能力について 

評価内容 評価基準 配点 得点 

同種工事の実績あり ○○ 過去 10 年間の主任
（監理）技術者の施
工経験の有無 類似工事の実績あり ○○ 

/ ○○ 

７５点以上 ○○ 
６５点以上７５点未満または当該期間
の工事成績がない場合 

○○ 

過去５年間の主任
（監理）技術者の工
事成績評定点の平均
点 ６５点未満 ○○ 

/ ○○ 

表彰の実績あり ○○ 過去５年間の優良工
事技術者表彰の有無 表彰の実績なし ○○ 

/ ○○ 
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４）企業の手持ち工事量について 

評価内容 評価基準 配点 得点 
手持ち工事量比率＜0.25 ○○ 
0.25≦手持ち工事量比率＜0.75 ○○ 
0.75≦手持ち工事量比率＜1.25 ○○ 

当該年度受注額÷過
去３年間の平均受注
額＝手持ち工事量比
率 1.25≦手持ち工事量比率 ○○ 

/ ○○ 

 

５）配置予定技術者の能力について（ヒアリング） 

評価内容 評価基準 配点 得点 
実績として挙げた工事の担当分野に中
心的・主体的に参画し、創意工夫等の
積極的な取り組みが確認できる 

○○ 

実績として挙げた工事の担当分野にお
いて適切な工事管理を行ったことが確
認できる 

○○ 

技術者の専門技術力 
・関連分野における
施工経験や知識量 

・担当工事における
主体性、創意工夫
の取り組み 

その他 ○○ 

/ ○○ 

当該工事について適切に理解した上
で、施工上の提案等積極的な取り組み
姿勢が見られる 

○○ 

当該工事について適切に理解している ○○ 

当該工事の理解度・
取り組み姿勢 
・当該工事の施工上
の課題や問題点等
の理解度 

・課題への対応に関
する技術的な裏付
け 

・疑問点等に対する
質問等の積極性 

その他 ○○ 

/ ○○ 

質問に対する応答が明快、かつ迅速で
ある 

○○ 技術者のコミュニケ
ーション能力 

その他 ○○ 
/ ○○ 

 

（２）総合評価の方法 

１）評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点を与え、さらに技術資料

の内容に応じ、加算点を与える。なお、標準点を１００点とし、加算点の最高点数

は３０点とする。 

２）総合評価は、標準点と（１）「入札の評価に関する基準」によって得られる加算点

の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値をもって行う。 

 

（３）落札者の決定方法 

１）入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、次の(ア)､(イ)の要件に該当す

る者のうち（２）「総合評価の方法」によって得られた数値（以下「評価値」という。）

の最も高い者を落札者とする。 

 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認められるときは(ア)、(イ)の要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の
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最も高い者を落札者とすることがある。 

 （ア）入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

 （イ）評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。 

２）１）において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決定する。 

（４）評価内容の担保 

 技術的所見に記載された内容については、契約書に記載するものとし、工事完了後に

おいて、履行状況について検査を行う。受注者の責により入札時の評価内容が満足でき

ない場合は、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目ごとに○点減ずる。 

 なお、技術的所見に記載された内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合

は 12．（４）の扱いとする。 

 

６．配置予定技術者のヒアリング 

 配置予定技術者を対象としたヒアリングを次の要領で行う。 

① 日 時：平成○年○月○日（ ）から平成○年○月○日（ ）まで。 

② 場 所：○○○○○○○ 

③ その他：企業別のヒアリングの日時及び場所は追って通知する。なお、出席者は配置

予定技術者及び技術資料の説明ができる者とする。 

 

７．指名・非指名通知の日 

 指名・非指名の通知日は平成○年○月○日（○）を予定する。 

 

８．入札及び開札の日時及び場所 

① 日 時：平成○年○月○日（ ） ○時○分 

② 場 所：○○○○○○○ 

 

９．契約変更の取扱 

 契約締結後、条件変更等不可抗力な状況が発生した場合は、契約変更の対象とし、技術

的所見に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 

 

10．苦情申立て 

（１）技術資料を提出した者のうち当該工事について指名しなかった者に対して、指名し

なかった旨及び指名しなかった理由（以下「非指名理由」という。）を電子入札システ

ムで通知する。（ただし、書面で提出した場合は、書面で通知する。） 

(２）（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（行政機関の休日

に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休

日」という）を含まない。）以内に電子入札システムにより、○○地方整備局長に対し
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て非指名理由の説明を求めることができる。ただし、書面により説明を求めることもで

きる。 

（３）非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を

行った日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に電子入札システムにより、

○○地方整備局長に対して非落札理由についての説明を求めることができる。但し、書

面により説明を求めることもできる。 

（４）（２）及び（３）の電子入札システムの受付時間及び書面の受付窓口、受付時間は次

のとおりである。 

・電子入札システムによる受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、○時○分か

ら○時○分まで 

・書面による受付窓口：○○地方整備局 ○○部 ○○課 経理係 

          〒○○○－○○○○ 住所 

          TEL ○○－○○○○－○○○○（代）内線○○○ 

・書面による受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の○時○分から○時○分ま

で。 

・書面による受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の○時○分から○時○分ま

で。 

（５）（２）及び（３）の書面は電子入札システム、又は持参（紙入札方式の場合に限る）

するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（６）（２）の非指名理由及び（３）の非落札理由について説明を求められたときは、説明

を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に電子

入札システムにより回答する。ただし、持参により提出された者に対しては、書面によ

り回答する。  

 

11．再苦情申立て 

（１）１１．（６）の非指名理由及び非落札理由の説明に不服がある者は、それぞれの説明

に係る書面を受け取った日から７日（休日を含まない。）以内に書面により、○○地方

整備局長に対して再苦情を申し立てることができる。再苦情申立てについては○○地方

整備局入札監視委員会が審議を行う。 

（２）再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 

・受付窓口 ： ○○地方整備局 総務部 契約課 調査係 

        〒○○○－○○○○ 住所 

        TEL ○○－○○○○－○○○○（代）内線○○○ 

・受付時間 ： 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の○時○分から○時○分まで。 

（３） 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 

・書類等の入手先 ：（２）の受付窓口。 
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12．実施上の留意事項 

（１）技術的所見に記載された内容については、その後の工事においてその内容が一般的

に使用されている状態になった場合には、無償で使用できるものとする。ただし、工業

所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。なお、発注者は、提

案内容に関する事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱うものとす

る。また、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することはしない。ただ

し、落札者の提案については、採用した理由の説明を求められた場合に他者に比べ優位

な点を公表することがある。 

（２）技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（３）提出された技術資料を、技術審査及び指名審査以外に提出者に無断で使用すること

はない。 

（４）技術資料に虚偽の記載をした者は、当該工事の指名業者としないとともに、工事請

負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に

基づく指名停止措置を行うことがある。 

 また、資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに説明事項及び別冊○○地方整備局

競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、

無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

（５）技術資料の審査及び指名審査の審査基準日は指名通知の日とし、指名停止中の者か

らも技術資料を受け付ける。 

（６）提出された技術資料の差し替えは、誤記の訂正等軽微なものに限り、提出の日を含

め３日（休日を含まない。）以内とする。ただし、電子入札システムで技術資料受付票

の発行がなされた技術資料の差し替えは、発注者の承諾を得て持参して差し替えること。 

（７）同種工事の施工実績及び配置予定技術者の経験等については、記載する工事のＣＯ

ＲＩＮＳ（登録されてない場合は契約書（工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の

確認できる部分））の写しを提出すること。ただし、ＣＯＲＩＮＳ等での記載内容で同

種工事の施工実績及び配置予定技術者の経験等が不明な場合については平面図、配置図、

特記仕様書等を必ず添付すること。 

（８）提出された技術資料は、返却しない。 

（９）本要請資料は技術資料作成以外の目的で使用してはならない。 

（10）技術資料作成に関する手続についての問い合わせには応じるが、工事内容等の問い

合わせには応じない。なお、問い合わせ先は次のとおりとする。 

・問い合わせ先 ： ○○地方整備局 ○○部 ○○課 

          TEL ○○－○○○○－○○○○（直通）内線○○○ 

（11）電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く毎日、

９時００分から１７時００分まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを

得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施設管理センターホームペー

ジ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。 
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 電子入札施設管理センター ホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp 

（12）システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参

考とすること。「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページで

も公開している。 

（13）障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先  

 電子入札施設管理センターヘルプデスク TEL０３－３５０５－０５１４ 

 電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp 

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先  

 取得しているＩＣカードの認証機関 

 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、

○○地方整備局○○部○○課経理係 TEL○○－○○○○－○○○○（代表）へ連絡す

ること。 

（14）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、

通知書及び 受付票を送信者に発行するので必ず、確認をおこなうこと。確認を怠った

場合には以後の入札手続きに参加出来なくなる等の不利益の取扱いを受ける場合があ

る。 

  技術資料受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

  技術資料受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  指名／非指名通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行） 

  辞退届受付票 

  日時変更通知書 

  入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

  入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

  落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる） 

  決定通知書 

  保留通知書 

  取止め通知書 

（15）第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時につい

ては、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。

開札時間から約３０分以内には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前

で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者

から連絡する。 
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（16）落札となるべき最も高い評価値の入札をした者が２人以上ある時は、くじへ移行す

る。くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。 
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技術資料表紙（例）                         （用紙Ａ４） 

 

                                平成○年○月○日 

支出負担行為担当官 

○○地方整備局長 

   ○○ ○○ 殿 

                      住 所  〒○○○－○○○○ 

                                               ○○県○○市○○番       

                      代表者    ○○株式会社 

                         代表取締役社長 

                                                      ○○ ○○ 

                     （※持参又は郵送の場合は押印する。） 

 

 ○○工事の技術資料を提出します。なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６

５号）第７０条の規定に該当する者でないこと並びに添付資料の内容については事実と相

違ないことを誓約します。問い合わせ先は下記のとおりです。 

 

記 

 

    １．問い合わせ先 

          担当者 ：  ○○ ○○ 

          部署  ：  ○○本店○○部○○課 

         電話番号  ：  （代）○○－○○○－○○○○ ［（内）○○○○］ 

    ２．本店所在地 

          名  称 ： 

          住  所 ： 

          電話場号 ： 

    ３．○○県又は○○県内にある支店又は営業所の所在地（１件）のみ記載する。 

          名  称 ： 

          住  所 ： 

          電話場号 : 

 

注：本店とは、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載した本店。 

注：電子入札システムにより技術資料を提出する場合は、代表者の印を省略できるものと

する。ただし、指定の容量を超過して輸送による場合は押印すること。 

 

印 

［Ｐ １／○］ 
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（様式－１）                                                   （用紙Ａ４）

工 程 表 

工事名：           

会社名：           

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
工  種 

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

                                     

                                    

                                     

                                    

                                     

                                    

                                     

                                    

                                     

                                    

■工程管理に係わる技術的所見 

 

 

 

 

 

［Ｐ ○／○］ 
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（様式－２）                            （用紙Ａ４） 

品質管理（○○）に対する技術的所見 

 

工事名：           

                    会社名：           

 
■対象  ○○の品質管理について 

 
項  目 具 体 的 な 品 質 管 理 方 法 

○○の品質管理 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［Ｐ ○／○］ 
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（様式－３）                            （用紙Ａ４） 

施工上の課題に対する技術的所見 

 

工事名：           

                    会社名：           

 
■施工上の課題  ○○対策について 

 
項  目 具 体 的 な 施 工 計 画 

○○対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［Ｐ ○／○］ 
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（様式－４）                            （用紙Ａ４） 

同種・類似工事の施工実績 

工事名：           

                    会社名：           

同種・類似工事の条

件 

平成○年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記
の要件を満たす同種又は類似工事の施工実績を有すること。（共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合のものに限
る。） 
 同種工事：建物用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、
構造・階数 ○○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 延
べ面積 ○，○○○㎡以上の○○工事であること。 
 類似工事：建物用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、
構造・階数 ○○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 延
べ面積 ○，○○○㎡以上の○○工事であること。 
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社が上記の施工実績
を有すること。 

工事名称 ○○○○○工事  （ＣＯＲＩＮＳ登録番号） 

発注機関名 国土交通省○○地方整備局○○事務所 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

契約金額 （全体の金額を記入する） 

工期 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 

受注形態 単体 ／ ○○・○○ＪＶ（出資比率○○％） 

工
事
名
称
等 

※表彰 

［表彰名･工事名］ 

（表彰者･年月日） 

［優秀表彰○○○○表彰・○○○○○工事］ 

（○○○○事務所長・平成○○年○○月○○日） 

建物用途 ○○ 

構造・階数 ○○造地上○階地下○階 

建物規模 ○，○○○㎡ 

工
事
概
要 

施工条件 
・地理条件 

・施工方法 
※記載欄の明示は記入例である。 
※同種工事の施工実績等については、記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録されていない場合は契約書（工事名、契約金

額、工期、発注者、請負者の確認できる部分））の写しを提出すること。ただし、ＣＯＲＩＮＳ等の記載内容で同種
工事の施工実績等が不明な場合については平面図、配置図、特記仕様書等を必ず添付すること。 

※同種工事の施工実績について、平成○年○月○日以降に完成した大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌
の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）である場合にあっては、当該工事に係る工事成績
評定通知書の写しを添付すること。 

※表彰欄については、申請する工事が○○で優良工事表彰（工事の出来映え・品質に関する表彰、工事のイメージアッ
プに関する表彰に限る。）を受けている場合に記入する。 

※申請時における他工事の従事状況等は、申請時に従事しているすべての工事について記載するものとし、本工事を落
札した場合の技術者の配置予定を記入すること 

 
［Ｐ ○／○］ 
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（様式－５）                            （用紙Ａ４） 

主任（監理）技術者の資格・工事経験 

工事名：           

                    会社名：           

配置予定技術者の従事 
役職・氏名 

○○技術者  ○○ ○○ 

 
法令による資格・免許 

１級建築施工管理技士 （取得年及び登録番号） 
監理技術者資格（取得年、有効期限、登録番号及び登録会社） 
監理技術者講習（取得年、修了証番号） 

技術者表彰 
［表彰名・工事名］ 
（表彰者・年月日） 

［優秀○○○○表彰・○○○○工事］ 
（○○○○事務所長・平成○年○月○日） 

工事経験の条件 
（同種・類似工事の施工
実績と異なる場合がある
ので、確認の上作成する
こと。） 

平成○年４月１日以降過去に元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要
件を満たす同種又は類似工事に従事した経験を有すること。（共同企業体の
構成員としての経験は、出資比率２０％以上の場合のものに限る。） 
 同種工事：建物用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、構造・
階数 ○○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 延べ面積 ○，
○○○㎡以上の○○工事であること。 
 類似工事：建物用途 ○○（○○であるものに限る。or 除く。）、構造・
階数 ○○造地上○○階以上かつ地下○階以上、建物規模 延べ面積 ○，
○○○㎡以上の○○工事であること。 
 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の主任（監理）技術者
が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。 

工事名称 ○○○○○工事     （ＣＯＲＩＮＳ登録番号） 
発注機関名 国土交通省○○地方整備局○○事務所 
工事場所 ○○県○○市○○町○○ 
契約金額 ○○○，○○○，○○○円 
工期 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 
工期受注形態等 単体 ／ ○○・○○ＪＶ（出資比率○○％） 
従事役職 現場代理人・主任技術者・監理技術者・担当技術者 

建物用途 ○○ 
構造・階数 ○○造地上○階地下○階 
建物規模 ○，○○○㎡ 

工
事
経
験
の
概
要 工

事
内
容 施工条件 ・地理条件 

・施工方法 
工事件名 工期 発注者名 CORINS番号 評定点 

 ～    
 ～    

工事成績 
（過去５年間の同種・類
似工事の工事成績評定
点を記入すること）  ～    

工事名称 ○○○○工事        （ＣＯＲＩＮＳ番号） 
発注機関名 ○○○○ 
工期 平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 

従事役職 現場代理人・主任技術者・監理技術者 
（役職を兼務して従事した場合は全てについて記述する） 

本工事と重複する

場合の対応措置 

 

申
請
時
に
お
け
る
他

工
事
の
従
事
状
況
等 

CORINS 登録の有無 有（CORINS登録番号） ・無 
※配置予定技術者の経験等については、記載する工事のＣＯＲＩＮＳ（登録されていない場合は契約書（工事名、契約

金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分））の写しを提出すること。ただし、ＣＯＲＩＮＳ等の記載内容で配
置予定技術者の経験等が不明な場合については平面図、配置図、特記仕様書等を必ず添付すること。 

※申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予
定等を記入すること。（従事している工事の従事役職はすべて記入すること。） 

※主任（監理）技術者の経験等について、平成○年○月○日以降に完成した大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整
備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）である場合にあっては、当該工事に係る
工事成績評定通知書の写しを添付すること。 

※記載欄の明記は記入例である。 

［Ｐ ○／○］ 
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（様式－６）                            （用紙Ａ４） 

 

                                平成○年○月○日 

 

支出負担行為担当官 

○○地方整備局長 

   ○○ ○○ 殿 

 

                         住 所 〒○○○－○○○○ 

                             ○○県○○市○○番 

                         代表者 ○○株式会社 

                             代表取締役社長 

                             ○ ○ ○ ○ 

 

 

   ○○工事の技術資料は容量を超えたため郵送にて提出します。 

   なお、問い合わせ先は下記のとおりです。 

 

記 

 

 １．問い合わせ先 

   担 当 者 ： ○○○○ 

   部  署 ： ○○本店○○部 

   電話番号 ： (代表)○○－○○○○－○○○○ ［（内）○○○○］ 

 

 ２．郵送する書類の目録 

 

 

 

 

 ３．郵送する書類の頁数 

 

 ４．発送年月日 
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〔参考３〕技術審査の様式例 

 

事務所名： 

工事件名： 

施工場所： 

工事成績 技術的適性（会社） 技術的適性（技術者） 安全管理 
の状況 

その他 Aの個数 

簡易な施工計画 
業者名 

等
級 

順位 
不誠実
な行為 

経営 
状況 工事成績 

の平均点 
優良工
事表彰 工程 材料 課題 配慮 

同種類
似工事

同種類
似工事 

工事 
成績 

保有 
資格 

専任性技術者
表彰 

安全 
対策 

安全対
策表彰 

労働福
祉の状
況 本店所

在地 
近隣施
工実績 

指名回
数比率 

個数 順位 

欠格 
要件 

審査 
結果 

○○建設 C 25 ○ ○ 72.5 A  ○ ○ ○ ○ B B   ○  B  ○ A A A 4 2 ○ ○ 
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〔参考４〕総合評価の審査様式例 

事務所名： 

工事件名： 

施工場所： 

予定価格： 

調査基準価格： 
施工計画 企業の施工能力 技術者の能力 ヒアリング 

業者名 等級 順位 
実施手順 工期設定 品質管理方法 課題への対応 同種類

似工事  
工事成
績平均  

ｲﾒｰｼﾞｱ
ｯﾌﾟ表
彰  

同種類
似工事  

工事成
績平均  

技術者
表彰  

手持
ち工
事 

専門
技術
力  

理解
度･取
組姿
勢  

ｺﾐｭﾆｹ
ｰｼｮﾝ
力  

技術評
価点
(a) 

入札価
格（千
円）(b) 

評価値 
(a÷b×

100) 

順
位 

落
札 

○○建設 C 25 手順に不備な
し  

0 ○○により工
期短縮 

4 ○○による工
夫あり 

4 ○○に言及し
ており的確 

0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.3 0.5 1 1 11.8 7123 1.63 2  
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〔参考５〕同種工事の設定例 

 

 

 本資料は、個別工事の技術審査等において審査項目の一つとなる同種工事を設定する際

に参考とするための目安を示すものであり、具体の工事においては、当該工事の現場条件

や設計条件、技術的特性、地域特性等を考慮して、案件ごとに適切に設定するものとする。 

 

 

１．設定項目 

 次に示す項目を標準とし、当該工事に必要な技術力を勘案して決定する。特殊な工

事の場合あるいは工事場所及びその周辺の状況により必要な場合は、適宜、項目及び

設定条件を追加・変更する。 

（１）一般条件 

 建築工事及び建築設備工事の同種工事については、原則として、構造種別、地上又

は地下階数、建物規模、建物用途種別を設定する。 

（２）特殊技術条件 

 工事の特徴に応じて、特に必要な場合には下記の条件を設定する。なお、工事の難

易度が比較的高いものにあっては、原則として特殊技術条件を設定するものとする。 

（イ）特殊構造条件（建築工事の場合のみ） 

（ロ）特殊設備条件（建築設備工事の場合のみ） 

 （ハ）工事種目（建築設備工事の場合のみ） 

 

 

２．一般条件の設定例 

１ 構造種別 

設定例 ①鉄骨鉄筋コンクリート造の場合 

「鉄骨鉄筋コンクリート造」とする。 

②鉄筋コンクリート造の場合 

「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造」とする。 

③鉄骨造の場合 

「鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造」とする。 

留意事項 

 

当該工事の対象施設が複数の構造種別を採用した施設である場合、上記

のいずれにも該当しない場合等は、設計内容等を勘案のうえ、適切に設定

する必要がある。 

２ 地上階数及び地下階数 

設定例 ①地上階数 

当該工事の対象施設の地上階数を超えない範囲で設定する。 
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ただし、建築設備工事にあっては、１１階を超えない階数とする。 

②地下階数 

原則として、建築工事の場合のみ、当該施設の地下階数を超えない

範囲で階数を設定する。 

留意事項 ・当該工事の対象施設の建物規模、地上階数及び地下階数並びに構造種別

とモデル庁舎との関係を勘案しつつ、当該施設の地上階数及び地下階数

を超えない範囲で設定する。 

３ 建物規模 

設定例 以下の分類に応じて、原則として新営予算単価のモデル庁舎の標準値（

面積）又は下限値（面積）で設定する。ただし、当該施設の建物規模が概

ね1,000㎡を上回る場合において、当該工事の特性により綿密な規模設定

が必要な場合は500㎡単位で設定する。 

①当該施設の建物規模が概ね 1,000㎡以下の場合 

必要な建物規模を設定する。 

②当該施設の建物規模が概ね 1,001㎡以上 2,000㎡以下の場合 

 1,000㎡以上又は 1,500㎡以上とする。 

③当該施設の建物規模が概ね 2,001㎡以上 3,000㎡以下の場合 

 2,000㎡以上とする。 

④当該施設の建物規模が概ね 3,001㎡以上 4,500㎡以下の場合 

 3,000㎡以上とする。 

⑤当該施設の建物規模が概ね 4,501㎡以上10,000㎡以下の場合 

 4,500㎡以上又は 6,000㎡以上とする。 

⑥当該施設の建物規模が概ね10,001㎡以上20,000㎡以下の場合 

10,000㎡以上又は15,000㎡以上とする。 

⑦当該施設の建物規模が概ね20,001㎡以上50,000㎡以下の場合 

20,000㎡以上又は30,000㎡以上とする。  

留意事項 ・当該工事の対象施設の建物規模とモデル庁舎の関係を勘案の上、当該施

設の延べ床面積を超えない面積で設定する。 

・概ね５０，０００㎡を超える場合は、これによらず、適宜、必要な技術

力を確保できる範囲で設定する。 

・建築設備関係工事にあっては原則として３０，０００㎡を超えない範囲

で設定する。 

・当該施設が複数の棟からなる施設の場合は、設計内容を勘案し、最大規

模の棟の床面積又は全体の合計面積を上限として設定する。 

４ 建物用途種別 

設定例 当該工事の対象施設の空間構成の特徴に応じ、用途ごとに異なる技術的

特性により分類される類型を標準として、類型の一つ又は複数の組み合わ
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せにより設定する。 

[類型の設定例] 

Ⅰ 事務所・庁舎 

事務所・庁舎又は類似施設（事務室（上級室を含む。）、会議室、研修

室及び人文科学系研究室の合計面積が過半を超える施設をいう。） 

Ⅱ 情報通信施設 （高い耐震・防災・防犯安全性を求める施設に限

る。） 

情報通信施設又は類似施設（電子計算機室及び情報通信機器室の合計

面積が過半を超える施設をいう。） 

Ⅲ 研究施設 

研究施設（人文科学系のものは除く。）又は類似施設（実験室、研

究室（人文科学系のものは除く。）の合計面積が過半を超える施設

若しくは病院（患者２０人以上の収容施設を有し、手術室を有する

ものに限る。）をいう。） 

Ⅳ 医療施設 

病院・診療所又は類似施設（手術室、集中治療室、診療室、病室及

び医療検査室の合計面積が過半を超える施設をいう。） 

Ⅴ 研修施設・学校 

研修施設・学校又は類似施設（視聴覚室、研修室、教室、ゼミ室及び教

員室の合計面積が過半を超える施設をいう。） 

Ⅵ 集合住宅・宿泊施設 

集合住宅・宿泊施設又は類似施設（宿泊室及び寮室の合計面積が過

半を超える施設をいう。） 

Ⅶ 美術館・博物館・図書館 

美術館・博物館・図書館又は類似施設（収蔵室、展示室、資料室、図書

室、書庫及び閲覧室の合計面積が過半を超える施設をいう。） 

Ⅷ 劇場・会議場 

劇場・会議場又は類似施設（ホール、講堂、ホワイエ、会議室及び視聴

覚室の合計面積が過半を超える施設をいう。） 

Ⅸ その他の施設 

・体育館・屋内運動施設 

体育館・屋内運動施設又は類似施設（体育館、屋内運動室、柔剣

道室、屋内プール、観覧席及び更衣室の合計面積が過半を超える

施設をいう。） 

・交通車両施設 

交通車両施設又は類似施設（建物内の車検場、コンテナ・貨物倉庫

又は駐車場の合計面積が過半を超える施設をいう。） 
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留意事項 ・類似施設の考え方 

①類似施設の条件となる構成室には、これに類する室を含む。 

②類似施設の条件となる構成室の合計には、これに付随する共用部分を

含む。 

・実績と見なす複合用途の建築物の考え方 

①同種工事として認める建物用途種別の部分が同種工事として求める建

物規模以上ある建築物については、同等の実績があるものと見なす。 

②同種工事として認める建物用途種別の部分が全体の過半を占め、かつ

全体が同種工事として求める建物規模以上ある建築物についても、同等

の実績があるものと見なすことができる。 

                                                                               

 

３．特殊構造条件の設定例        

設定例 ① コンクリートの設計基準強度 

 当該工事の対象施設の設計基準強度で設定する。 

② 最大スパン長 

 設計内容を勘案し、当該工事の対象施設の最大スパン長を超えない範囲

で、５ｍ単位で設定する。 

③  杭長 

 当該工事の対象施設の杭長が１５ｍ以上の場合、設計内容を勘案し、当

該工事の対象施設の杭長を超えない範囲で、５ｍ単位で設定する。 

④ 根切底深さ 

 土質条件、工法等を勘案し、当該工事の対象施設の根切底深さを超えな

い範囲で、１ｍ単位で設定する。 

⑤ 軒高 

設計内容を勘案し、当該工事の対象施設の軒高を超えない範囲で、５ｍ

単位で設定する。 

⑥ 地下駐車場床面積 

駐車場が地下に設置される場合に、設計内容を勘案し、当該工事の対象

施設の地下駐車場面積又は駐車台数を超えない範囲で、地下駐車場面積又

は駐車台数にて面積設定する。 

⑦ 地下掘削部分の水平投影面積 

 設計内容を勘案し、当該工事の対象施設の掘削面積を超えない範囲で、

100 ㎡単位で設定する。 

⑧ 免震構造、制震構造、膜構造などの特殊構造 

 設計内容を勘案し、当該工事の対象施設で採用した同種の特殊構造を設

定する。 
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⑨ 特殊工法 

 逆打ち工法など特殊な工法を採用する場合に、設計内容を勘案し、当該

工事の対象施設で採用した同種の特殊工法を設定する。 

⑩ 伝統的手法、保存改修技術 

 数奇屋造りなどの伝統的手法を採用する場合、歴史的に価値のある建築

物の特殊な保存改修技術を採用する場合に、設計内容を勘案し、当該工事

の対象施設で採用した同種の伝統的手法、保存改修技術を設定する。 

⑪ 特殊な工事場所 

 当該工事の対象施設の工事場所が、海中工事など特殊な条件下にある場

合に、当該工事の対象施設の工事場所と同種の条件を設定する。 

留意事項 建築工事に必要とされる技術力の確保に際し、一般条件以外に追加項目

が必要とされる場合に、対象規模の範囲内で必要最小限の特殊構造条件を

設定する。 

                                                                               

 

４． 特殊設備条件の設定例                           

設定例 ①昇降機設備の場合 

技術的条件として、昇降機の用途、定員、速度、運転操作方法等につい

て、当該工事の範囲内で設定する。 

②特別高圧（７０００Ｖ超）の受変電設備の場合 

技術的条件として、受変電設備の電圧について、当該工事の範囲内で設

定する。 

③クリーンルーム及び電磁波シールド室 

設計内容を勘案し、面積及び性能クラスを設定する。 

④大規模情報処理施設、放射線取扱い施設等 

設計内容を勘案し、対象施設と同種の特殊設備内容を設定する。 

留意事項 建築設備工事に必要とされる技術力の確保に際し、以下に該当す

る場合等で、一般条件以外に追加項目が必要とされるときに、当該

工事で求める範囲内で必要最小限の特殊設備条件を設定する。 

・一般的な工事に較べ規模が大きい設備システムが含まれる場合 

・特殊な機能を要求される設備が含まれる場合 

・当該工事の施工品質に大きな影響を与える技術的な条件等が存

在する場合 

・高度の施工技術経験が必要とされる場合 

 

 

５． 工事種目の設定例                           
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設定例 ①電気設備工事の場合  

電灯設備、動力設備、構内交換設備などから必要な工事種目を設定する

。 

②暖冷房衛生設備工事の場合 

空気調和設備、給水設備、排水設備などから必要な工事種目を設定す

る。 

留意事項 建築設備工事に必要とされる技術力の確保に際して必要な場合に、当該

工事に含まれる工事種目のうち必要最小限の工事種目を設定する。 
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